
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 仮使用の承認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第１ 仮 使 用 の 承 認 

 

 

１ 仮使用の承認対象 

 (1) 仮使用の承認対象は、変更工事に係る部分以外の部分で、当該変更工事におい

ても火災の発生及び延焼のおそれが著しく少ない部分とする。 

 (2) タンク内に危険物が貯蔵されているときは、危険物施設を使用していることと

なるので、変更許可の際に仮使用の承認が必要となる。ただし、地下貯蔵タンク

に限り、火災予防上必要な措置が講じられている場合は、当該タンクに危険物が

残存していても、使用していないものとみなすことができる。 

 

２ 承認条件等 

 仮使用を承認する場合は、工事の規模、内容等の実態に応じ、次に掲げる事項のう

ち必要と認める事項について適合していなければならないものであること。 

 (1) 各種工事に共通する事項 

   ア 安全な工事工程計画  

 災害防止のため、無理のない作業日程、工事工程等が組まれていること（危 

険物の貯蔵及び取扱いのない定休日にのみ工事を実施する計画は、安全な工事 

工程計画と認められる。）。 

   イ 安全管理組織の確立 

   （ｱ） 施設側事業所及び元請、下請等の工事業者すべてを対象とした安全管理

組織が編成され、責任体制の明確化が図られていること。 

   （ｲ） 災害発生時又は施設に異常が生じた場合など緊急時における対応策が確

立されていること。 

   ウ 火気管理 

   （ｱ） 火気又は火花を発生する器具を使用する工事及び火花の発生するおそれ

のある工事が行われないこと。ただし、火災予防上、有効な措置が講じられ

ている場合を除く。 

   （ｲ） 火気使用の範囲及び設備内容が明確であること。 

   （ｳ） 火気使用場所に、消火器等が配置されていること。 

   エ 工事場所は、工事に必要かつ十分な広さが保有できるものであること。なお、

給油取扱所については、業務の特殊性から、上記工事場所以外の場所に、自動

車等の給油業務に支障のない広さの空地が確保されていること。 

   オ 工事場所と仮使用場所の区画 

   （ｱ） 工事場所と仮使用場所とは、工事内容に応じて適切な防火区画等を設け、



 

明確に区分されていること。 

   （ｲ） 仮使用場所の上部で工事が行われる場合は、工具等の落下を防止するた

め、仮設の水平区画が設けられていること。 

 なお、当該区画及びこれを支える仮設の柱等には不燃材料（危政令第９

条第１項第 1 号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。）が用いられ、区画

の大きさは仮使用場所の実態に応じられたものであること。 

   （ｳ） 仮使用場所から危険物又は可燃性蒸気が工事場所に流入しないよう有効

な措置が講じられていること。 

   （ｴ） 工事場所の周囲には、仮囲い、バリケード、ロープ等を設けるなど、関

係者以外の者が出入りできないような措置が講じられていること。 

   カ 工事に用いる照明器具等は、火災予防上支障のないものを使用するとともに、

工事現場は必要に応じて換気が十分に行われること。 

   キ 仮設施設・設備等の安全措置 

 工事に伴い、仮設の塀、足場、昇降設備、電気設備等を設置する場合にあっ

ては、危険物施設に危害を及ぼさないような安全対策が講じられていること。 

   ク 防火塀、排水溝、油分離装置、通気管等の危政令基準による設備を撤去し、

又は機能を阻害する場合には、これに代わる仮設設備が危政令基準に適合す

るように設けられていること。 

 なお、この場合において、仮設設備に係る変更許可申請は不要とする。 

   ケ 仮使用の承認を受けて仮使用を開始する場合には、当該仮使用をする場所の

見やすい箇所に仮使用承認を受けている旨の掲示板が掲出されていること。 

   コ 作業記録の保管 

 作業経過、検査結果等を記録し、保管する等、工事の進行状況が把握できる

体制が確保されていること。 

 (2) 作業内容別事項 

   ア 危険物の抜取り作業等 

   （ｱ） 可燃性蒸気をみだりに放出させない措置が講じられ、随時、周囲の可燃

性蒸気等の有無をチェックする体制が確立されていること。 

   （ｲ） 危険物の抜取り後、設備又は配管内の可燃性蒸気が完全に除去され、又

は不活性ガス等による置換が行われること。 

   （ｳ） 静電気による災害の発生するおそれのある危険物を容器等に受け入れる

場合は、当該容器等を接地し、又は危険物の流速を制限する等の静電気に

よる災害を防止する措置が講じられていること。 

   イ 溶接、溶断作業 

   （ｱ） 溶接、溶断を行う設備・配管と他の部分とは確実に遮へいするとともに、

溶接、溶断を行う部分は、危険物等可燃性のものを完全に除去すること。 



 

   （ｲ） 溶接等の際、火花、溶滴等が飛散し、又は落下することなどにより、周

囲の可燃物に着火するおそれのある場所には、必要な保護措置が講じられ

ていること。 

   ウ その他工事の内容に応じた必要な保安措置が講じられていること。 

 

３ 承認申請の時期 

 (1) 仮使用承認申請は、変更許可申請と同時に受け付けることができる。 

 (2) 変更許可に係る工事に着手する前までに承認を受けていること。 

 

４ 変更許可と仮使用承認との関係 

 (1) 一連の変更工事を一の変更許可で行う場合の仮使用について 

   ア 施設の部分的な変更に係るもの 

 次図の斜線で示す部分の、変更工事がＡ、Ｂ及びＣと段階的に行われること

が計画上明確となっている場合は、１件の仮使用承認として扱うものとし、危

省令第５条の２に規定する申請書に一括して記載されていること。 

 なお、この場合の仮使用範囲は段階的に縮小していくものであり、仮使用範

囲は拡大しないこと。 
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例示の場合、変更工事の進行に伴う仮使用部分は、次のようになる。 

① 変更工事部分がＡの時は、Ｂ、Ｃ及びＸの部分となる。 

② 変更工事部分がＡからＢに進行した時は、Ｃ及びＸの部分となる。 

③ Ｂの変更工事に引き続き、変更工事部分がＣとなる場合における仮使用部分は、Ｘの部

分となる。 



 

   イ 施設全体の変更に係るもの 

 変更工事が次図のように段階的に行われ最終的に施設全体に及ぶ場合でも、

仮使用ができるものであること。 
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     は変更工事部分 

 

 

 (2) 複数の変更工事を複数の変更許可で行う場合の仮使用について 

   ア 複数の変更工事について 

 一の製造所等における複数の変更工事については、変更工事ごとに変更許可

をすることができるものであること。この場合、一の変更工事とするか複数の

変更工事とするかは、設備機器の配置や関連性から判断するものであり、複数

の変更許可として申請する場合、個々の変更工事についての関連を判断するた

め、工事計画書等により確認すること。 

 また、複数の変更許可申請ができるものとは、変更工事を終了した部分が完

成検査を実施した後、当該部分が技術上の基準に適合した施設として稼働する

ことができることを原則とする。 

   イ 仮使用について 

 一の製造所等で、複数の変更工事が行われている場合における仮使用につい

ては、現に変更工事が行われている部分を確実に把握し、工程や作業日程に無

理がなく、複数の工事箇所における危険要因が相互に把握され、必要な安全対

策が講じられていること等、製造所等全体の安全を確認したうえ、承認する必

要があること。 

 なお、複数の変更許可に伴う仮使用承認場所は、現に変更工事を行っている

部分以外の部分や変更工事が終了し完成検査済証が交付された部分であり、製

造所等の一施設に一の申請とする。この場合、複数の変更許可申請のうち、最

も早く完成が予定されている変更許可申請を代表として仮使用承認の申請を

するよう指導する。 

 また、一の仮使用承認申請により、当該製造所等の現に変更工事を実施して

いないすべての部分（変更工事が終了し完成検査済証が交付された部分及び変

更許可されたが未だ変更工事に着手していない部分を含む。）の仮使用を承認

することができる。 
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ウ 複数の変更工事について、それぞれの変更許可で行う例 

 一の製造所等において複数の変更工事が行われる場合の仮使用承認の取扱

いについては、次のとおりである。 

 

 

 

  

  

  

  

   （ｱ） 工事期間が重複する複数の変更工事の場合（一の変更工事終了後、その部

分についても仮使用を行う場合） 

 複数の変更工事を工事期間に重複して実施する場合、一の変更工事が完

成した後であれば、改めて仮使用承認申請を行うことにより、当該完成部

分を含めた部分について仮使用承認することができる。 
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  ① Ａ部分及びＢ部分ごとの変更許可申請について、それぞれ許可Ⅰ及び許可Ⅱを

行うとともに、変更部分以外のＣ部分の仮使用を承認する。この場合、許可の時

期は同時期でない場合もある。 
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 （留意事項） 

 最初の仮使用承認の際には、仮使用承認申請書の「変更の許可年月日及び

許可番号」の欄に、許可Ⅰ及び許可Ⅱの両方に係るものであることが明記さ

れていること。 

  ② Ｂ部分の工事終了後、当該部分の完成検査を実施し、完成検査済証を交付する。 

  ③ Ｂ部分及びＣ部分の仮使用を承認する。 

 （留意事項） 

 先行して完成したＢ部分について新たに仮使用を認める場合は、既に承認

している仮使用に代えて、新たにＢ部分及びＣ部分の仮使用承認が行われる

こと。また、仮使用承認申請書の「変更の許可年月日及び許可番号」の欄に、

許可Ⅰに係るものであることが明記されていること。 

   （ｲ） 工事期間の重複しない複数の変更工事の場合 

 複数の変更工事の工事期間が重複しない場合、後に変更する部分を含め

て仮使用承認することができる。また、変更工事が完成した後であれば、

当該完成部分を含めて仮使用を承認申請することができる。 

 

許

可

Ⅰ 

 

許

可

Ⅱ 

 

仮

使

用 

 

 

Ａ
部
分 

（
変
更
許
可
申
請
） 

完
成
検
査 

工
事
開
始 

（
完
成
検
査
申
請
） 

未着工期間 

Ｂ
部
分 

許

可 

（
変
更
許
可
申
請
） 

工事期間 

完

成 

（
完
成
検
査
申
請
） 

完
成
検
査 

Ａ
Ｃ
部
分 

承

認 

（
仮
使
用
承
認
申
請
） 

終

了 

仮使用期間 

Ｂ
Ｃ
部
分 

（
仮
使
用 

承
認
申
請
） 

承

認 

終

了 

仮使用期間 

許

可 

完

成 

工事期間 



 

  ① Ａ部分及びＢ部分ごとの変更許可申請について、それぞれ許可Ⅰ及び許可Ⅱを

行うとともに、許可Ⅱの変更工事部分以外の部分（Ａ部分及びＣ部分）の仮使用

を承認する。この場合、許可の時期は同時期でない場合もある。 

 （留意事項） 

 最初の仮使用承認の際には、仮使用承認申請書の「変更の許可年月日及び

許可番号」の欄に、許可Ⅱの変更許可番号等を記載することにより、許可Ⅱ

に係るものであることが明記されていること。 

  ② Ｂ部分の工事終了後、当該部分の完成検査を実施し、完成検査済証を交付する。 

  ③ Ａ部分の工事が開始されるにあたり、Ｂ部分及びＣ部分の仮使用を承認する。 

 （留意事項） 

 先行して完成したＢ部分について新たに仮使用を認める場合には、既に承

認している仮使用に代えて、新たにＢ部分及びＣ部分の仮使用承認が行われ

るものであること。 

 また、仮使用承認申請書の「変更の許可年月日及び許可番号」の欄に、許

可Ⅰの変更許可番号等を記載することにより、許可Ⅰに係るものであること

が明記されていること。 

  ④ Ａ部分の工事終了後、当該部分の完成検査を実施し、完成検査済証を交付する。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

エ 変更許可後の工事期間中に一部の完成検査を行い使用する例 

 変更許可後に完成検査前の変更許可を受け、当初の変更部分の一部を先行し

て完成した場合、当該完成部分を含めて仮使用承認申請することができる。 
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  ① Ａ部分の変更許可申請を許可Ⅰで行うとともに、変更工事に係る部分以外の部

分のＣ部分の仮使用を承認する。 

 （留意事項） 

 最初の仮使用承認は、仮使用承認申請書の「変更の許可年月日及び許可番号」

の欄に、許可Ⅰの変更許可番号等を記載することにより、許可Ⅰに係るもので

あることが明記されていること。 

  ② Ｂ部分の工事が先に終了することになり、当該部分について先に完成検査を受

けることとなった場合は、許可Ⅰの工事範囲をａ部分に縮小（許可ａ）するとと
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もに、Ｂ部分について新たな許可Ⅱを行う。 

Ｂ部分の工事終了後、当該部分の完成検査を実施し、完成検査済証を交付する。 

  ③ Ｂ部分及びＣ部分の仮使用を承認する。 

 （留意事項） 

 先行して完成したＢ部分について新たに仮使用を認める場合は、既に承認し

ている仮使用に代えて、新たにＢ部分及びＣ部分の仮使用承認申請が行われる

ものであること。 

 また、仮使用承認申請書の「変更許可年月日及び許可番号」の欄に、許可Ⅰ

の変更許可番号等を記載することにより、許可Ⅰに係るものであることが明記

されていること。 

  ④ ａ部分の工事終了後、当該部分の完成検査を実施し、完成検査済証を交付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 仮貯蔵又は仮取扱いの承認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第２ 仮貯蔵又は仮取扱いの承認 

 

 

 法第１０条第１項ただし書に規定する危険物の仮貯蔵又は仮取扱い（以下「仮貯蔵等」

という。）については、次によること。 

 なお、タンクコンテナ又はドライコンテナによる危険物の仮貯蔵は、１０「タンクコ

ンテナによる危険物の仮貯蔵」、１１「ドライコンテナによる危険物の仮貯蔵」による

こと。 

 

１ 仮貯蔵等の反復の制限 

 法定期間（１０日間）が経過した後、仮貯蔵等を反復して承認しない。ただし、や

むを得ない事由により、同一場所で仮貯蔵等を反復する必要が生じた場合は、この限

りではない。 

 

２ 屋外における仮貯蔵等 

 屋外において仮貯蔵等を行うときは、次によること。 

 (1) 屋外において承認してはならない危険物は、第一類のアルカリ金属の過酸化物

に該当する危険物、第三類の危険物、第四類の特殊引火物に該当する危険物及び第

五類の危険物とする。ただし、次の形態のものは除く。 

   ア ドライコンテナ内に第一類のアルカリ金属の過酸化物及び第三類の禁水性

物質が運搬容器に収納され、かつ、ドライコンテナ内に水が浸入しない措置が講じ

られているもの 

   イ ドライコンテナ内に第三類の自然発火性物質が運搬容器に収納されている

もの 

   ウ ドライコンテナ内に第四類の特殊引火物が運搬容器に収納され、かつ、ドラ

イコンテナ内の温度が保冷装置等により沸点又は発火点未満に保たれている

もの 

   エ ドライコンテナ内に第五類の危険物が運搬容器に収納され、かつ、ドライコ

ンテナ内の温度が保冷装置等により自己反応を起こさない温度に保たれてい

るもの 

 (2) 仮貯蔵等を行う場所の位置は、危険物の品名、数量及びその貯蔵又は取扱いの

方法並びに周囲の状況から判断して、火災予防上安全と認められる場所であるこ

と。 

 (3) 仮貯蔵等を行う場所の周囲には柵等を設けて他の部分と明確に区画し、おおむね

危政令第１６条第１項第４号に定める保有空地の幅以上の空地を確保すること。



 

ただし、火災予防上有効な措置を講じた場合は、この限りではない。 

 

３ 屋内における仮貯蔵等 

  屋内において仮貯蔵等を行うときは、次によること。 

 (1) 仮貯蔵等を行う場所の構造は、原則として耐火構造（危政令第９条第１項第５

号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。）又は不燃材料で造られた専用の建築物

又は室とする。 

 (2) 電気設備は、電気工作物に係る法令の規定によること。 

 

４ 仮貯蔵等における危険物の貯蔵又は取扱いの基準 

 仮貯蔵等における貯蔵又は取扱いの基準は、危政令第２４条から第２７条に定める

技術上の基準に準じて行うこと。 

 

５ 消火設備 

  仮貯蔵等を行う場所には、危険物の品名、数量等に応じた消火器等を設置すること。 

 

６ 標識、掲示板 

 仮貯蔵等を行う場所には、周囲の見やすい箇所に、「危険物仮貯蔵所」又は「危険

物仮取扱所」である旨を表示した標識並びに仮貯蔵等の期間、危険物の類別、品名、

数量、危険物の性質に応じた注意事項及び現場管理責任者の氏名を記載した掲示板

を掲げること。 

 なお、標識及び掲示板の大きさ並びに掲示板に表示する危険物に応じた注意事項は、

危省令第１７条、第１８条に準じたものであること。 

 

７ 危険物取扱者の立ち会い 

 仮貯蔵等において、取り扱う危険物の数量が指定数量以上となる場合には、当該危

険物の取扱い作業に危険物取扱者を立ち会わせるよう指導する。 

 

８ 危険物施設における仮貯蔵等 

(1) 危険物施設において、許可と異なる設備を用いて使用する方法等で、指定数量

以上の危険物の貯蔵、取扱いを一時的に行う場合は仮貯蔵等の承認を要すること。 

この場合において、仮貯蔵と仮取扱いが一連の作業として実施される場合は、

一の申請とすることができる。 

(2) ⑴によるほか、地下貯蔵タンクの危険物の抜取り等については次によること。 

ア 製造所又は取扱所において、地下貯蔵タンクの清掃作業等を実施するため、

一時的に許可と異なる危険物の貯蔵、取扱いを行う場合には、当該作業で取り



 

扱われる危険物の量に関係なく、仮貯蔵等の承認を要する。 

イ 地下タンク貯蔵所において、地下貯蔵タンクから指定数量以上の危険物を抜

き取る場合は、仮取扱いの承認を要する。また、抜き取った危険物をドラム缶

等の容器に収納して一時的に貯蔵する場合は、仮貯蔵の承認を要する。 

なお、危険物の量が指定数量の１／５以上指定数量未満となる場合は、少量

危険物貯蔵取扱所として規制を受けることとなる。 

  

９ 基準の特例 

 仮貯蔵等において、危険物の品名及び数量、危険物の貯蔵又は取扱いの方法並びに

周囲の地形その他の状況等から判断して、火災の発生危険及び延焼のおそれが著しく

少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限に止めることができると認めるとき

においては、１から４までを適用しないことができる。 

 

１０ タンクコンテナによる危険物の仮貯蔵 

 (1) 運用上の留意事項 

   ア 申請者が同一であれば、同一時期に同一場所で複数のタンクコンテナを仮貯

蔵する場合は、一の仮貯蔵とすることができること。 

   イ タンクコンテナの安全性及び輸送行程の複雑さを考慮し、仮貯蔵の承認に係

る事務の迅速化を図ること。 

   ウ 仮貯蔵の承認申請書に添付する書類については、次に掲げる事項を記載した

必要最小限の書類にとどめること。 

   （ｱ） 屋外での仮貯蔵 

 当該仮貯蔵所を含む敷地内の主要な建築物その他の工作物の配置及び周

囲の状況を表した見取図 

   （ｲ） 屋内での仮貯蔵 

 前(ｱ)に定めるもののほか、建築物の仮貯蔵に供する部分の構造を表した

図 

   エ 原則として仮貯蔵承認期間を過ぎて同一場所で仮貯蔵を繰り返すことはで

きないこと。ただし、台風、地震等の自然災害、事故等による船舶の入出港の

遅れ、鉄道の不通等のやむを得ない事由により、仮貯蔵承認期間を過ぎても同

一の場所で仮貯蔵を継続する必要が生じた場合は、繰り返して同一場所での

仮貯蔵を承認できるものであること。 

   オ 次の場合においては、新たな仮貯蔵又は仮取扱いの承認は要しないものであ

ること。 

   （ｱ） 複合輸送において、船舶から貨車又は貨車から船舶へタンクコンテナを

積み込むために、桟橋、岸壁若しくはコンテナヤードと同一又は隣接した



 

敷地の鉄道貨物積卸場との間において、一時的にタンクコンテナを車両に

積載して運ぶ場合 

   （ｲ） コンテナ船又は貨車の到着前に積載式移動タンク貯蔵所の設置又は変更

許可を受けた場合において、コンテナ船又は貨車の到着後に完成検査を受

けるためタンクコンテナを埠頭、コンテナヤード等に一時的にとどめる場

合 

   （ｳ） 車両の駐停車が禁止されている等の事由により、コンテナヤード等で完

成検査を受けることができない場合において、完成検査を受けるためタン

クコンテナを車両に積載して同一又は隣接した別の場所に移動する場合 

 (2) 技術上の基準等 

   ア 屋外における仮貯蔵 

   （ｱ） 仮貯蔵場所 

     ａ 仮貯蔵場所は、湿潤でなく、かつ、排水及び通風のよい場所であること。 

     ｂ 仮貯蔵場所の周囲には、３ｍ以上の幅の空地を保有すること。ただし、

危政令第９条第２項に定める高引火点危険物のみを貯蔵する場合又は不燃

材料で造った防火上有効な塀を設けることにより安全であると認められ

る場合は、この限りではない。 

     ｃ 仮貯蔵場所は、ロープ等で区画するか、白線等で表示すること。 

   （ｲ） 標識及び掲示板 

     ａ 標識 

 仮貯蔵場所には、見やすい箇所に「危険物仮貯蔵場所」である旨を表示

した標識を設けること。 

     ｂ 掲示板 

 仮貯蔵場所には、仮貯蔵期間、危険物の類、品名、貯蔵最大数量、貯蔵

する危険物に応じた注意事項（「火気厳禁」、「禁水」等）、管理責任者及び

緊急時の連絡先を表示した掲示板を設けること。 

   （ｳ） 消火設備 

 仮貯蔵場所には、原則として貯蔵する危険物に応じて危政令別表第５に

掲げる第４種又は第５種の消火設備を、その能力単位の数値が危険物の所

要単位の数値に達するように設けること。 

   （ｴ） 仮貯蔵中の火災予防に係る事項 

     ａ 仮貯蔵場所には、「関係者以外立入禁止」の表示を掲げる等、関係のな

い者をみだりに出入りさせないための措置を講じること。 

     ｂ 仮貯蔵場所には、みだりに空箱その他の不必要な物件を置かないこと。 

     ｃ 仮貯蔵中は、危険物以外の物品を貯蔵しないこと。 

     ｄ タンクコンテナを積み重ねる場合は、同じ類の危険物を貯蔵するタンク



 

コンテナに限るものとし、かつ、地盤面からタンクコンテナ頂部までは６

ｍ以下とすること。 

     ｅ タンクコンテナ相互間には、点検のための間隔を設けること。 

     ｆ 危険物の管理責任者は、適宜巡回し、タンクコンテナの異常の有無及び

前 aから eまでを確認すること。 

   イ 屋内における仮貯蔵 

   （ｱ） 仮貯蔵場所 

     ａ 仮貯蔵場所は、壁、柱、床、はり及び屋根が耐火構造又は不燃材料で造

られ、かつ、出入口に防火設備（危政令第９条第１項第７号に規定する防

火設備をいう。以下同じ。）を設けた専用室とすること。 

     ｂ 前 a の専用室の窓にガラスを用いる場合は、網入りガラスとすること。 

   （ｲ） その他 

 前ア(ｲ)から(ｴ)までの例によること。 

 

１１ ドライコンテナによる危険物の仮貯蔵 

 (1) 屋外における仮貯蔵 

 １０(2)アによること。 

 (2) 屋内における仮貯蔵 

 １０(2)イによること。 

 

１２ タンクコンテナとドライコンテナの同一場所での仮貯蔵 

 タンクコンテナとドライコンテナを同一場所で同時に仮貯蔵する場合は、タン

クコンテナとドライコンテナ相互間に、点検に必要な幅の空地を確保すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドライコンテナ タンクコンテナ 

点検に必要な幅 

点検に必要な幅 点検に必要な幅 

空地 

空地 

3ｍ以上 

3ｍ以上 

第２－１図 タンクコンテナとドライコンテナを同一の場所に仮貯蔵する例 



 

１３ 油入ケーブル敷設替え工事に伴う絶縁油の仮取扱い 

 洞道内に敷設されている油入ケーブル（以下「ＯＦケーブル」という。）の切断・

接続工事が、絶縁油を内蔵した状態で行われる場合の仮取扱い承認は、前１から７

までによるほか次によること。 

 (1) 承認の範囲 

 ＯＦケーブルの接続工事等を行う場所（以下「工事場所」という。）ごととする。 

 (2) 危険物取扱量の算定等 

 危険物取扱量の算定は、ＯＦケーブルの敷設替えを行う部分の両端に設けられ

ている変電所内のヘッドタンク及びヘッドタンク間を接続しているＯＦケーブル

に内蔵されている絶縁油の総量とする。 

 (3) 工事場所におけるケーブル切断から接続完了までの間を、危険物を取り扱う期

間とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１４ 震災時等における仮貯蔵等の安全対策及び手続について 

   震災時等における仮貯蔵等の安全対策及び手続については「震災時等における危 

険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きについて」（平成２５年１０月３ 

日付け消防危第１７１号）に基づき、震災時等において平常時と異なる危険物の貯 

蔵等が想定される事業者に対し、その安全対策等について具体的に計画しておくよ 

う指導するとともに、震災時等における申請手続き等を円滑に行うため、電話連絡 

等による申請及び承認手続きについて、事前に合意しておくことができる。 

 

第２－２図 OF ケーブル敷設替え工事に伴う危険物取扱量の算定範囲 

     （ 図の例示における承認の対象は２か所となる。 ） 



 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 製造所 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第３ 製造所（危政令第９条） 

 

 

１ 区分 

 (1) 製造所とは、危険物を製造する目的をもって指定数量以上の危険物を取り扱う

ため法第１１条第２項により市町村長等の許可を受けた場所をいい、その場所に

は、建築物その他の工作物、空地及び付属設備が含まれる。 

 (2) 製造所とは、最初に用いる原料が危険物であるか非危険物であるかを問わず、

その施設内において種々の作業工程を経て製造した最終製品が危険物であるもの

をいう。 

      なお、危険物の加工を目的とするものは製造所に該当しない。 

 

２ 規制範囲 

 (1) 原則として、建物内に設置するものにあっては一棟、屋外に設置する場合にあ

っては一連の工程をもって一の許可単位とする。 

      なお、製造所の許可単位は、危険物の取扱いが客観的に一連の行為であること、

他の施設から独立性があること等を考慮し総合的に判断する。 

 (2) 公害防止設備等 

      製造所から排出される可燃性ガス、粉塵等を除去する公害防止設備等は、製造

所の附属設備として規制するものであること。 

 

３ 許可数量の算定 

  算定方法は次によること。 

 (1) １日を単位とする最大取扱数量をもって算定する。 

 (2) 一工程を２日以上にわたって行う場合は、工程中、最大取扱数量となる日をも

って算定する。 

 (3) 油圧装置等、工程に附属して危険物を取り扱う設備については、各々一般取扱

所の数量算定方法により算定した数量を合算する。 

 

４ 技術基準の適用 

  製造所は取り扱う危険物の種類に応じ、技術上の基準の適用が法令上、次のように

区分される。 

 

 



 

 

 

 

 

５ 位置、構造及び設備の基準 

 (1) 保安距離 

      保安距離は、水平距離によるものとし、製造所と保安物件との両方の外壁又は

これに相当する工作物の外側相互間の距離をいう。 

    なお、外壁面等から突出している屋根又は庇等がある場合は、原則的に庇等の 

先端からの距離とするが、庇等が１メートル未満の場合、外壁面からとするこ 

とができる。 

   ア これに相当する工作物 

        危政令第９条第１項第１号に規定する「これに相当する工作物」とは、屋外

のプラント設備等をいうものであること。ただし、配管は含まれないが、保安

物件との間に十分安全な距離を保つよう指導する。 

        なお、屋外に設置される設備等で全く危険物の取扱いがなく、かつ、保安物

件に影響を及ぼすおそれのないものについては、これらによらないことができ

る。 

   イ 保安距離の短縮 

        危政令第９条第１項第１号ただし書の適用は、原則として製造所の設置後に

おいて、当該製造所の周辺に新たに保安物件が設置されたことにより、保安距

離を確保することが困難となった場合にのみ適用するものとし、第１５「認定

保安距離」の例により指導する。 

   ウ その他の工作物等 

   （ｱ）危政令第９条第１項第１号イに規定する「その他の工作物」には、台船、

廃車したバス等が含まれる。 

   （ｲ）同号イに規定する「住居の用に供するもの」には、宿直室は含まれない。 

   （ｳ）寄宿舎等で「製造所の存する敷地と同一の敷地内に存するもの」にあって

区     分 危 政 令 危 省 令 

製 造 所  ９Ⅰ  

 火薬類 ９Ⅰ ＋ ４１ ７２ 

 高引火点危険物 ９Ⅰ ＋ Ⅱ １３の６ 

 アルキルアルミニウム等 ９Ⅰ ＋ Ⅲ １３の７・１３の８ 

 アセトアルデヒド等 ９Ⅰ ＋ Ⅲ １３の７・１３の９ 

 ヒドロキシルアミン等 ９Ⅰ ＋ Ⅲ １３の７・１３の１０ 

注 算用数字は条、ローマ数字は項を表している。 

第３―１表 各種の製造所に適用される基準 



 

は、保安物件に該当しないものである。 

   エ 学校等の多数の人を収容する施設 

        危政令第９条第１項第１号ロに規定する「学校、病院、劇場その他多数の人

を収容する施設」とは、直接その用途に供する建築物（例えば、学校の場合は

教室のほか体育館、講堂等、病院の場合は病室のほか手術室、診察室等）をい

い、附属施設とみなされるものは、含まないものとする。 

        また、百貨店は、危政令第９条第１項第１号ロに規定する「学校、病院、劇

場その他多数の人を収容する施設」に含まれないものである。 

   オ 病院等 

   （ｱ）危省令第１１条第２号に規定する「医療法第１条の５第１項に規定する病

院」とは、２０人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。 

   （ｲ）危省令第１１条第３号に規定する「その他これらに類する施設」とは、観覧

場、集会場等をいう。 

   カ 保安距離に係る特例 

        製造所が危政令第９条第１項第１号ロからヘまでの建築物等と同一敷地であ

り、かつ、これらと不可分の工程又は取扱いに係わるもので、保安上支障のな

い場合は、その距離について適用しないことができる。 

 (2) 保有空地 

      危政令第９条第１項第２号の表に掲げる空地については、次によること。 

   ア 保有空地は、建築物の場合には外壁（庇等がある場合には、その先端からと

する。）又は工作物の外側、屋外の場合には工作物又は装置、設備等の外側から

とする。 

   イ 保有空地は、原則として所有者等が所有権、地上権、借地権等を有している

ものであること。 

   ウ 保有空地は、消防活動の用に供される場所であることから、平坦で、かつ、

軟弱でないものであること。 

         また、当該空地の地盤面及び上空の部分には、物件等が介在しないものであ

ること。ただし、上空の部分については、延焼拡大、消防活動等に支障ない場

合には、この限りではない。 

         危険物を移送するための配管その他これらに準じる工作物（水系統の配管、

非危険物関係配管、電気関係のケーブル等）は、同一事業所内の危険物施設等

に用いるものに限って、他の施設に関連するものも含めて当該危険物施設の空

地内に設けることができる。ただし、消防活動等に支障がなく、保有空地とし

ての効能を損なわない設置方法とすること。 

   エ 設置場所が海、河川に面する等、外部の立地条件が防火上安全であって、公

共危険がきわめて少ない場合には、空地の幅を減ずることができる。 



 

   オ 同一敷地内に他の製造所等と隣接して設置する場合 

         同一敷地内に他の製造所等と隣接して設置する場合、その相互間の保有空地

は、それぞれがとるべき空地のうち大なる空地の幅を保有することをもって足

りること。ただし、屋外タンク貯蔵所が隣接する場合にあっては、当該タンク

の防油堤に保有空地がかからないようにすること（第３－１図参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   カ 防火上有効な隔壁 

        危政令第９条第１項第２号ただし書の「防火上有効な隔壁」は次によること。 

     なお、同規定の適用の際、危省令第１３条に規定する「作業に著しく支障を

生ずるおそれがある場合」に該当するか否か、十分検討すること。 

   （ｱ）隔壁は、耐火構造とすること。 

   （ｲ）隔壁には窓を設けないこと。 

   （ｳ）隔壁に設ける出入口等の開口部は、作業工程上必要な必要最小限のものと

し、随時開けることができる自動閉鎖（以下「自閉式」という。）の特定防

火設備（危政令第９条第１項第７号の特定防火設備をいう。以下同じ。）を

設けること。ただし、自閉式とすることができないものにあっては温度ヒュ

ーズ付又は感知器連動とすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３―１図 保有空地の例 
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第３―２図 防火上有効な隔壁の例 



 

   キ 植栽等 

        製造所の周囲の保有空地内に植栽する場合は、次によること。 

   （ｱ）植栽できる植物 

          植栽できる植物は、延焼の媒体とならず、かつ、消防活動上支障とならな

い矮性の草本類及び高さが概ね 50㎝以下の樹木であること。また、延焼防止

上有効な葉に多くの水分を含み、かつ、冬期においてもその効果が期待でき

る常緑の植物(草本類については、植替え等を適切に行い絶えず延焼媒体とな

らない管理等を行う場合にあっては、常緑以外のものとすることができる。)

であること。 

          なお、防油堤内の植栽は、矮性の常緑草に限るものであること。 

 

 

草 木 の 区 分 植 物 名 

樹 木 

マサキ、ジンチョウゲ、ナワシログミ、マルバシャリンバイ、チャ、 

マンリョウ、アオキ、サツキ、ヒサカキ、トベラ、イヌツゲ、クチナ

シ、 

キャラボク、トキワサンガシ、ヒイラギナンテン、ツツジ類、ヤブコ

ウジ類 

草 本 類 

（矮性に限

る。） 

常緑の芝（ケンタッキーブルーグラスフリーダム類）、ペチュニア、

（ホワイト）クローバー、アオイゴケ等 

芝、レンゲ草等 

 

 

   （ｲ）植栽範囲 

          植栽する範囲は、次の各条件を満足するものであること。 

     ａ 取扱い等の作業の障害とならない範囲であること。 

     ｂ 消防隊の進入、消火活動等に必要な空間が確保されること。 

     ｃ 消防水利からの取水等の障害とならないこと。 

     ｄ 防災用の標識等の視覚障害とならないこと。 

     ｅ 危険物施設の維持管理上支障とならないこと。 

     ｆ その他、事業所の形態等を考慮し火災予防上、延焼防止上及び消防活動

上支障とならないこと。 

   （ｳ）維持管理 

         枯れ木や落葉等が延焼媒体とならないよう、また、成長により(ｲ)の条件を

満足しなくなることがないよう適正に維持管理されるものであること。 

第３―２表 延焼防止上有効な植物の例 

注）樹木は、高さが概ね 50㎝以下に維持管理できるものに限る。 



 

 (3) 標識、掲示板 

      危政令第９条第１項第３号に規定する標識、掲示板は、次によること。 

   ア 標識、掲示板は、製造所ごとに出入口付近等の外部から見やすい箇所に設け

るものであること。 

   イ 材質は、耐侯性、耐久性があるものとし、また、その文字は、雨水等により

容易に汚損したり消えることがないものであること。 

   ウ 施設の外壁等に直接記入することができるものであること。 

 (4) 建築物の構造 

   ア 鉄板及び亜鉛鉄板は不燃材料に含まれるが、木ずりにモルタル又はしっくい

を塗布したものや不燃材料でないパイプに鉄板を被覆したものは、不燃材料と

はならない。 

   イ 延焼のおそれのある外壁 

         危政令第９条第１項第５号に規定する「延焼のおそれのある外壁」は、次に

よること。 

   （ｱ）延焼のおそれのある外壁は、隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の２

以上の建築物相互の外壁間の中心線から、１階にあっては３ｍ、２階以上に

あっては５ｍ以内にある建築物の外壁の部分をいう。ただし、防火上有効な

公園、広場、川等の空地若しくは水面その他これらに類するものに面する建

築物の外壁を除く。 

   （ｲ）防火上有効なダンパー等を設ける場合は、延焼のおそれのある外壁に換気

及び排出設備を設けることができる。 

 (5) 危険物を取り扱わない部分の構造規制 

      危険物を取り扱わない部分（関連する事務所等）については、危険物を取り扱

う部分と出入口（自閉式の特定防火設備に限る。）以外の開口部を有しない耐火構

造の壁又は床で防火上安全に区画した場合は、部分規制ではなく構造規制の緩和

とし、第 23 条の規定を適用し、次の例によるものとする（第３－３図参照）。 

   ア 間仕切壁は、準不燃材料（建基政令第１条第５号に規定する準不燃材料をい

う。以下同じ。）とすることができる。 

イ 窓又は出入口に用いるガラスは、網入りガラス以外とすることができる。 

     なお、当該ガラスを用いた窓又は出入口は、防火設備でなければならないも

のであること。ただし、危険物施設内の危険物を取り扱わない部分の室内に更

に不燃の間仕切りにより室を設置した場合の扉については、危政令第 23 条の

規定を適用し、防火設備以外の不燃で常閉の扉と差し支えない。 

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6) 屋根の構造 

      階層を有する建築物で、上階の床の構造により放爆構造にできないものについ

ては、周囲の状況及び取り扱う危険物の種類、数量、取扱い方法等を総合的に判

断し、窓等の開口部を代替とすることもできる。 

 (7) 液状の危険物を取り扱う建築物の床 

   ア 危険物が浸透しない構造 

         危政令第９条第１項第９号に規定する「危険物が浸透しない構造」には、コ

ンクリート、金属板等で造られたものがある。 

   イ 漏れた危険物を一時的に貯留する設備 

        危政令第９条第１項第９号に規定する「漏れた危険物を一時的に貯留する設

備(以下「貯留設備」という。)」には、例としてためますがある。 

 (8) 採光及び照明 

   ア 危政令第９条第１項第１０号に規定する「必要な採光、照明設備」について

は、照明設備が設置されている場合で、危険物を取り扱う場合において十分な

照度が確保されていれば採光を設けないことができるものである。 

   イ 「必要な採光」を屋根面にとる場合は、延焼のおそれの少ない場所にあって、

かつ、採光面積を最小限度にとどめた場合に限り、網入ガラスを使用すること

ができるものである。 

 (9) 換気及び排出設備 

      危政令第９条第１項第１０号に規定する「換気設備」及び同条同項第１１号に

規定する「排出設備」については、第１７「換気設備等」の例によること。 

 (10) 屋外の危険物取扱設備周囲の危険物流出防止措置 

      危政令第９条第１項第１２号に規定する危険物の流出防止に「これと同等以上

の効果があると認められる総務省令で定める措置」は、次によるものとする。 

   ア 危険物取扱設備の周囲の地盤面に有効な排水溝等を設ける場合 

第３―３図 危険物を取り

扱わない部分のある製造所

の例 

区画（耐火構造、自閉式の特定防火設備） 

間仕切壁（準不燃材料） 

危険物を取り扱 

う部分 

危険物を取り扱 

わない部分 

出入口・窓（防火設備・網入りガラス以外） 

出入口・窓 

（防火設備・ 

網入りガラス

以外） 

第３―3 図 危険物を取り扱わない部分のある製造所の例 



 

   イ 危険物取扱設備の架台等に有効なせき又は囲いを設ける場合 

 (11) 水に溶けない危険物 

       危政令第９条第１項第１２号に規定されている「水に溶けないもの」とは、温

度 20℃の水 100ｇに溶解する量が１ｇ未満であるものをいう。 

    （注）「水に溶けないもの」は、危政令別表第３備考第９号に規定されている「非

水溶性液体」とは異なるので留意すること。 

 (12) 油分離装置 

       油分離装置は、当該装置に流入することが予想される油の量に応じ有効に油を

分離することができるものであること。 

       なお、当該装置を油分離槽とする場合にあっては、その槽数は４連式又は３連

式とするように指導する。 

 (13) 危険物のもれ、あふれ等の飛散防止構造等 

   ア 指定数量の１／５未満の危険物を取り扱う屋外又は屋内のタンクは、危政令

第９条第１項第１３号に規定する「危険物を取り扱う機械器具その他の設備」

として取り扱うこと。 

         なお、当該タンクのうち、金属製以外のタンクについては、強度、耐熱性、

耐薬品性等を有しているものであること。 

   イ 危政令第９条第１項第１３号に規定する「危険物のもれ、あふれ又は飛散を

防止することができる構造」とは、当該機械器具その他の設備が、それぞれの

通常の条件に対し、十分余裕をもった容量、強度、性能等を有するように設計

されているもの等をいう。 

   ウ 危政令第９条第１項第１３号ただし書きの「危険物のもれ、あふれ又は飛散

による災害を防止するための附帯設備」とは、二重配管、戻り管、波返し、覆

い、フロートスイッチ、ブース、受皿等の設備をいう。 

 (14) 温度測定装置 

       危政令第９条第１項第１４号に規定する温度測定装置については、危険物を取

り扱う設備の種類、危険物の物性、測定温度範囲等を十分に考慮し、安全で、か

つ、温度変化を正確に把握できるものを設置すること。 

 (15) 加熱乾燥設備 

       危政令第９条第１項第１５号に規定する加熱乾燥設備の設置にあたっては、出

火、爆発の危険性を検討し、予測される危険性の程度に応じて二次的、三次的な

安全対策を講じて設置すること。 

 (16) 圧力計・安全装置 

   ア 危政令第９条第１項第１６号に規定する圧力計については、危険物を取り扱

う設備の種類、危険物の物性、取扱い圧力範囲等を十分に考慮し、安全で、か

つ、圧力変化を正確に把握できるものを設置すること。 



 

   イ 危政令第９条第１項第１６号に規定する安全装置については、危険物を取り

扱う設備の種類、危険物の物性、取扱い圧力範囲等を十分に考慮し、すみやか

に安全な圧力とすることができるものを設置すること。 

     なお、破壊板は、安全弁の作動が困難である加圧設備に限り設置することが

できる。 

 (17) 電気設備の基準 

    電気設備の技術基準については、第１８「電気設備」の例によること。 

 (18) 静電気除去装置 

   ア 危政令第９条第１項第１８号に規定する「静電気が発生するおそれのある設

備」とは、原則として導電率が 104ｐＳ/ｍ以下の危険物を取り扱う設備をいう。 

   イ 静電気対策 

   （ｱ）遠心分離機等で静電気が発生しやすい物質を分離する装置は、導電性のも

のとするとともに、接地すること。 

   （ｲ）静電気対策としては、取り扱う物質及び作業形態によって第３－４図の方

法を単独あるいは組み合わせて用いること。 

          なお、接地により有効に静電気を除去できないものにあっては、不活性ガ

スでシールする方法等によること。 

   （ｳ）アース線等の接地抵抗値は、概ね 1,000Ω以下となるように設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３―４図 静電

気除去装置の設置

例 
第３―4 図 静電気除去装置の設置例 



 

 (19) 避雷設備 

    危政令第９条第１項第１９号に規定する「避雷設備」について、従来の JIS A 

4201－1992「建築物等の避雷設備（避雷針）」による場合は、同規格の 3.5 によ

り設けるほか、次の点に留意すること。 

    なお、この場合、危政令第２３条の規定を適用することを要するものであるこ

と。 

   ア 避雷設備については、製造所の建築物の他、屋外の 20 号タンク、塔槽類そ

の他の工作物も対象とするものであること。 

   イ 「周囲の状況によって安全上支障がない場合」には、周囲に自己所有の煙突

等（適法に避雷設備が設置されているものに限る。）があり、その保護角（45°）

の範囲内にある場合で安全上支障がない場合等をいうものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３―５－１図 避雷針の設置例 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３―５－２図 独立避雷針を２基設ける場合の設置例 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第３―５－３図 独立架空地線を設ける場合の設置例 



 

 (20) 20号タンク 

   ア 20号タンクの定義 

     危政令第９条第１項第２０号に規定する危険物を取り扱うタンク（以下「20

号タンク」という。）とは、危険物を一時的に貯蔵し、又は滞留させるタンク

であって、屋外又は屋内にある指定数量の１／５以上のもの、及び容量に関係

なく地下にあるものをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   イ 20号タンクの容量算定 

     危険物を取り扱うタンクは、危政令第５条第２項又は第３項のいずれかの方

法により算定すること。 

   （ｱ）製造所に設ける屋内タンクの容量については、制限がないものであること。 

   （ｲ）特殊の構造又は設備を用いる一定量の算定は、算定量の少ない方の量とし、

次によること。 

    ａ 戻り配管による方法のもの 

      側板に戻り配管を設ける場合には、配管の下端部を一定量とする。ただし、

配管形状等により液面を特定できる場合には、この量を一定量とすることが

できる（第３－６図参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製造所及び一般取扱
所の危険物を取り扱
うタンク 

屋外又は屋内にある
危険物を取り扱うタ
ンク 

地下にある危険物を
取り扱うタンク 
（20号タンク） 

容量が指定数量の 
倍数の１／５未満 
（13号設備） 

容量が指定数量の 
倍数の１／５以上 
（20号タンク） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ｂ 液面感知センサーによるもの 

      複数の液面感知センサーを設ける場合には、容量の少ない位置にあるセン

サーの液面を一定量とする（第３－７図参照）。また、上々限センサー（Ｓ２）

と上限センサー（Ｓ１）とは、適当な間隔を取るよう指導する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお、上限センサー（Ｓ１）の液面が指定数量の倍数の１／５未満の場合に

は、20 号タンクに該当しないものであるが、上々限センサー（Ｓ２）を取り

外すことはできないものであること。 

    ｃ 液量計、重量計等によるもの 

      使用する定量を液量計、重量計等で計測する場合には、その定量を一定量

とする。 

    ｄ 閉鎖系内で危険物を取り扱うもの 

      油圧装置、潤滑油循環装置等の許可数量を瞬間最大停滞量により算定して

いる場合には、タンクの一定量は瞬間最大停滞量とする。 
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   ウ 20号タンクは、次に掲げるものであること。 

   （ｱ）危険物の物理量の調整を行うタンク 

   （ｲ）物理的操作を行うタンク 

   （ｳ）単純な化学的処理を行うタンク 

      なお、上記の適用にあたっては、次の点に留意すること。 

    ａ 20号タンクに該当するものであるか否かの判断は、一義的には、タンク 

の名称、形状又は附属設備（かくはん機、ジャケット等）の有無は関係しな 

い。また、タンクの設置位置が地上又は架構の上部等にあるか否かで判断す 

るものではない。 

    ｂ 危険物を一時的に貯蔵し、又は滞留させるタンクとは、工程中において危 

険物の貯蔵又は滞留の状態に着目した場合に、屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タ 

ンク等と類似の形態を有し、かつ、類似の危険性を有するものをいう。した 

がって、滞留があっても、危険物の沸点を超えるような高温状態で危険物を 

取り扱うものは、一般的には 20号タンクには含まれない。 

    ｃ 物理量の調整を行うタンクとは、量、流速、圧力等の調整を目的としたも 

のをいい、回収タンク、計量タンク、サービスタンク、油圧タンク（工作機 

械等と一体とした構造のものを除く。）等がこれに該当する。 

    ｄ 物理的操作を行うタンクとは、混合、分離等の操作を目的とするものをい 

い、混合（溶解を含む。）タンク、静置分離タンク等がこれに該当する。 

    ｅ 単純な化学的処理を行うタンクとは、中和、熟成等の目的のため貯蔵又は 

滞留状態において、著しい発熱を伴わない処理を行うものをいい、中和タン 

ク、熟成タンク等がこれに該当する。 

○A ：配管や油圧機器等の危険物をすべてタンクに戻した時の液面 
  （瞬間最大停滞量） 
○B ：使用時に変位する液面の幅 
 
      第３－８図 油圧装置の危険物フロー 
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   エ 20号タンクに該当しない設備 

   （ｱ）20号タンクに該当しない設備等の例 

    ａ 蒸留塔、精留塔、分留塔、吸収塔、抽出塔 

    ｂ 反応槽 

    ｃ 分離器、ろ過器、脱水器、熱交換器、蒸発器、凝縮器 

    ｄ 工作機械等と一体（内蔵された）とした構造の油圧用タンク、切削油タン 

ク及び作動油タンク〔放電加工機と一体とした構造である場合又は気密に

造られていない構造である加工液タンクを含む。〕 

    ｅ 機能上、常時開放して使用する設備 

    ｆ 機能上移動する目的で使用する設備 

   （ｲ）20号タンクに該当しない設備等については、当該設備の使用圧力、使用温 

度等を考慮し、材質、板厚、安全装置等の安全対策について指導する。  

   オ 20号タンクの位置、構造及び設備は、危政令及び危省令の規定によるほか、

次によること。 

   （ｱ）(ｺ)の戻り配管等の例による過剰給油防止構造を有するものは、特殊の構造 

又は設備を用いる 20号タンクに該当する。 

      なお、液面の設定値を容易に変更できる液面感知装置には、設定値を当該

装置又はその付近に表示するか、若しくは、操作マニュアル等に記載するよ

う指導する。 

   （ｲ）サイトグラス 

    ａ サイトグラスは、保安管理や品質管理などタンク内部を確認する必要があ 

る場合に設けるものであり、直接目視するもの、テレビカメラで監視するも 

ののほか、目視等のため内部照明に用いるものも該当する。 

      次の(a)～(f)までのすべてに適合する場合には、タンクの一部にサイトグ 

ラスを設けることができること。 

     （a） 外部からの衝撃により容易に破損しない構造であること。 

      〈 例 〉 

 ・サイトグラスの外側に網や蓋を設け、外部からの衝撃を直接受けない 

構造のもの 

       ・想定される外部からの衝撃に対して安全な構造を有する強化ガラス等

が用いられているもの 

     （b） 外部からの火災等の熱により破損しない構造のもの、又は外部から

の火災等の熱を受けにくい位置に設けられているものであること。 

      〈 例 〉 

       ・使用時以外には、閉鎖される鋼製等の蓋が設けられているもの 

       ・タンクの屋根板部分に設けられているもの 



 

     （c） 大きさは、必要最小限度のものであること。 

     （d） サイトグラス及びパッキン等の材質は、取り扱う危険物に侵されな

いものであること。 

     （e） サイトグラスの取付け部は、サイトグラスの熱変位を吸収すること

ができるものであること。 

      〈 例 〉 

       ・サイトグラスの両面にパッキンを挟んでボルトにより取り付けられて

いるもの 

     （f） サイトグラス取付け部の漏れ又は変形の確認は、タンクの気相部に

設けられているサイトグラスにあっては気密試験により、タンクの接

液部に設けられているサイトグラスにあっては水張試験等により行わ

れるものであること。 

     ｂ サイトグラスに強化ガラス等を使用する場合には、キズや鋭角な切り欠

きがなく、応力集中のない形状とすること。 

   （ｳ）屋外に設置する 20号タンクの支柱の耐火性能 

     支柱の周囲で発生した火災を有効に消火することができる第３種消火設備 

が設けられている場合には、支柱を耐火構造としないことができる。 

        なお、「支柱の周囲で発生した火災を有効に消火することができる」とは、

火災時の熱等による支柱の変形を防止できるよう第３種消火設備の放射範囲

内にある場合をいう。 

   （ｴ）放爆構造 

     屋外の 20 号タンクは放爆構造とされているが、第二類又は第四類の危険物 

を取り扱う 20号タンクについては、次のａ～cまでのすべてに適合する場合 

に限り、放爆構造としないことができる。 

     ａ タンク内における取扱いは、危険物等の異常な化学反応等によりタンク 

      の圧力が異常に上昇し得ないものであること。 

     （a） 異常な化学反応等によりタンクの圧力が異常に上昇し得ないものに 

は、安全弁等の安全装置や圧力を常時監視し、必要に応じて非常用通気 

口等を開放できる構造や設備が取り付けてあるもの、又はアルコールの 

水希釈、塗料の混合等明らかに化学反応を起こさないものがある。 

     （b） タンク内の危険物が異常に温度上昇し得ないものには、温度計測に 

より冷却装置や加熱装置の停止が常時監視・制御されているものがある。 

     ｂ タンク気相部に不活性ガスが注入されている（不活性ガスの供給装置等 

が故障した場合においても気相部の不活性ガスの濃度が低下しないもの。） 

など、気相部で可燃性混合気体を形成し得ない構造又は設備を有すること。 

     ｃ フォームヘッド方式の第３種固定泡消火設備又は第３種水噴霧消火設



 

備が設けられているなど、タンク周囲で火災が発生した場合にタンクを冷 

却することができる設備が設けられていること。 

   （ｵ） さび止め塗装 

     ステンレス鋼板その他の腐食し難い材料で造られている屋外又は屋内のタ 

ンクについては、さび止め塗装しないことができる。 

   （ｶ） 通気管 

     メタノール等のアルコール類を貯蔵し、又は取り扱うタンクに設ける通気管

の引火防止措置は、クリンプトメタル方式のものとすること。 

   （ｷ） 自動表示装置 

     ａ 自動表示装置は、第６「屋外タンク貯蔵所」３(1)セの例により設ける 

こと。 

       なお、高粘度の危険物等を取り扱うもので、自動表示装置を設けること

が困難なものにあっては、自動表示装置に代えてタンクに収納されている

危険物の量が確認できる他の方法をとることができる。 

     ｂ 危険物が過剰に注入されることによる危険物の漏えいを防止すること

ができる構造又は設備を有するタンクについては、自動表示装置を設けな

いことができる。 

       構造例としては、次のものがある。 

     （a） 一定量以上の量の危険物が当該タンクに注入されるおそれがない構 

造を有する 20号タンクの例（自然流下配管が設けられているもの。） 

        20 号タンクに一定量以上の危険物が注入された場合、無弁の自然流

下配管を通じて滞ることなく主タンク（供給元タンク）に危険物が戻さ

れ、20 号タンクの最高液面が自然流下配管の設置位置を越えることの

ない構造のもの（第３－９図参照）。 
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     （b） 一定量以上の量の危険物が当該タンクに注入されることを防止す

ることができる複数の構造又は設備を有する 20号タンクの例 

       ① 液面感知センサーを複数設置し、各センサーから発せられる信号に

より一定量を超えて危険物が注入されることを防止するもの（第３－

１０図参照）。 

 

       ○ 危険物注入用ポンプを停止させる設備が複数設けられているもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 危険物注入用ポンプを停止させる設備と主タンク（供給元タンク）の元弁を

閉止する設備がそれぞれ設けられているもの（第３－１１図参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３－１０図 
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 ○ 危険物注入用ポンプを停止させる設備と三方弁を制御することにより一定量以

上の危険物の注入を防止する設備がそれぞれ設けられているもの（第３－１２図参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ② 20 号タンクへの注入量と当該タンクからの払出量をそれぞれ計量

し、これらのタンク内にある危険物の量を算出し、算出量が一定以上

になった場合、タンクへの注入ポンプを停止させる設備と液面センサ

ーが発する信号により主タンク（供給元タンク）の元弁を閉止する設

備がそれぞれ設けられているもの（第３－１３図参照）。 
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 ③ 20 号タンクへの危険物の注入が、当該タンクが空である場合にのみ行

われるタンクで、タンクへの注入量を一定以上に制御する設備と液面セ

ンサーが発する信号により主タンク（供給元タンク）の元弁を閉止する

設備がそれぞれ設けられているもの（第３－１４図参照）。 

       ・空タンクに注入時、Ｆにより積算流量を検出 

       ・Ｆの故障等により過剰注入されたとき、S1が感知し、元弁が閉止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ｃ 特殊の構造又は設備により危険物を取り扱うタンクであって、一定量を

保持できるものは、特殊の構造又は設備を自動表示装置と同等とみなすこ

とができる。 

       なお、熱媒体油循環装置等で危険物の量が減少することにより危険性を

伴うものは、減少側にも作動させる構造又は設備を有していること。 

     ｄ 次の場合には、自動表示装置の設置を免除することができる。 

     （a） バッチ方式で計量槽等により予め計量した危険物を注入するもので、

注入時に液量が確認されない限り注入できない構造又は設備を有するタ

ンク 

     （b） 油圧タンク等で、使用している油の全量を収容できるタンク 

   （ｸ） 弁は、第６「屋外タンク貯蔵所」の例によること。 

   （ｹ） 20号防油堤及びタンクの防油措置 
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     ａ 屋外にあるタンクの防油堤 

       20 号防油堤の容量は、危省令第１３条の３第２項第１号の規定により

設ける防油堤の容量が実際にタンクに収納する危険物の量（一の 20 号防

油堤に二以上のタンクがある場合は当該タンクのうち実際に収納する危

険物の量が最大となるタンクの量）に満たないものにあっては、その全量

を収納できるものとする。 

     ｂ 屋内にあるタンクの防油措置 

      屋内にあるタンクの周囲等には、危険物が漏れた場合にその流出を防止す

るため前 aに準じた措置を講じるよう指導する。ただし、防油措置を設ける

ことが著しく困難な場合は、出入口等の嵩上げにより部屋全体で措置するこ

とができるものであること。 

     ｃ 20号防油堤の特例措置 

     （a） 屋外の 20 号防油堤については、製造プラント等にある 20 号タンク

であって、当該タンク側板から下表のタンク容量の区分に応じそれぞれ

同表に定める距離以上の距離を有する 20 号防油堤の部分については、

高さを 15㎝以上とすることができる。 

 

タンク容量 

の 区 分 
10 kＬ未満 

10 kＬ以上 

50 kＬ未満 

50 kＬ以上 

100 kＬ未満 

100 kＬ以上 

200 kＬ未満 

200 kＬ以上 

300 kＬ未満 

距 離 ０．５ｍ ５．０ｍ ８．０ｍ １２．０ｍ １５．０ｍ 

 

     （b） タンク容量の区分に応じた距離を確保できない部分については、漏え

い時の飛散・いつ流を防止する必要から(a)の特例措置の適用はできな

いものであること（第３－１５図参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３－１５図 ２０号防油堤 
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     （c） 危険物を取り扱わないプラント等の設備は、20号防油堤で極力囲ま

ないよう指導する。 

     （d） 漏えいの極限化を図る目的から、同一の 20号防油堤に含まれるタン

ク容量・堤内面積に応じて当該防油堤より低いせき等により堤内を仕切

るなどの方策を講じるよう指導する。 

     ｄ 20号防油堤と屋外危険物取扱設備の流出防止設備 

       屋外の危険物取扱設備の周囲には、高さ 15 ㎝以上の囲いを設けること

とされているが、当該設備の周囲に 20 号防油堤が設けられ、さらに、次

の(a)及び(b)に適合する場合、又は当該設備が 20号タンク（配管を含む。）

に限られ、その周囲に 20 号防油堤が設けられている場合には、屋外の危

険物取扱設備に囲いを設けないことができる。 

     （a） 20号防油堤の内部の地盤面が、コンクリートその他危険物が浸透し

ない材料で覆われていること。 

     （b） 20 号防油堤の内部の地盤面には、適当な傾斜、ためますが設けられ

ていること。 

      〈 例１ 〉 

        20 号防油堤内にタンク以外の危険物を取り扱う屋外設備が設けられ

ている場合 

(a)及び(b)を満足している場合には、危政令第９条第１項第１２号の

流出防止措置を設けないことができる（20 号防油堤の兼用）（第３－１

６図参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３－１６図 ２０号防油堤により流出防止措置を兼ねる例 
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       〈 例２ 〉 

         20 号防油堤内にタンクのみの危険物を取り扱う屋外設備が設けら

れている場合 

Ａ及びＢの部分については、危政令第９条第１項第１２号の流出防

止措置を設けないことができる（屋外流出防止措置の免除）（第３－１

７図参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ及びＣ：危政令第９条第１項第１２号の流出防止措置を免除する区域 

       Ｂ：危政令第９条第１項第１２号の流出防止措置の必要な区域 

       Ｄ：Ｂ区域内に 20号防油堤を設置したもの 

 

 

 

     ｅ 20号防油堤に設ける水抜弁等 

     （a） 20 号防油堤には、水抜口及びこれを開閉する弁（以下「水抜口等」

という。）を設けることとされているが、次の①及び②に適合する場合

には、水抜口等を設けないことができる。 

       ① 20 号防油堤の内部で取り扱われる危険物は、第四類の危険物（水

に溶けないものに限る。）のみであること。 

       ② 20号防油堤内の 20号タンクのうち、その容量が最大であるタンク

の容量以上の危険物を分離する能力を有する油分離装置が設けられ

ていること。 

         なお、油分離装置には、油回収装置や油収容槽、油処理施設等が含

まれる。 

     （b） 複数の 20 号防油堤を有している場合には、(a)、①及び②に適合す

れば一の油分離装置を兼用することができる。 
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     （c） ４連又は３連の油分離槽を設ける場合にあっては、水より比重の軽

い危険物のみが流入しても油分離槽からいつ流しない十分な深さを持

った構造とすること。 

   （ｺ） 戻り配管等 

      サービスタンクについては、過剰給油を有効に戻すことができる戻り専用

管（自然流下による管にあっては、給油管の径の概ね 1.5倍以上の径を有す

るものとし、かつ、弁を設けないこと。）等の設置を次の例により指導する

（第３－１８図から第３－２１図まで参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３－１８

図 分岐装

置 

第３－１９図 二重フロー

トスイッチによるしゃ断弁 

 

 

主タンク 

分岐戻り管 

サービスタンク 

ブザー 三方コック 

ポンプ 

配線 

液面が定量以上になると 

分岐戻り管の方へ開く 

Ｐ 

 

 

主タンク 

サービスタンク 

配線 

ブザー 

Ｐ 

ポンプ 

自動遮断弁 

第３－１８図 分岐装置 

第３－１９図 二重フロートスイッチによる遮断弁 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３－２０図 二重フロート

スイッチによるポンプ停止装

置 

第３－２１図 強制戻し

専用管及び緊急しゃ断弁 

 

 

主タンク 

ブザー 

配線 

サービスタンク 

Ｐ 

ポンプ 

 

 

主タンク 

Ｐ 

Ｓ 

Ｐ 

サービスタンク 

ブザー 

緊急しゃ断弁 

供給用ポンプ 戻し用ポンプ 

緊急しゃ断弁の操作スイッチ 

（ボイラー室内等） 

強
制
戻
し
専
用

サービスタンク 

第３－２０図 二重フロートスイッチによるポンプ停止装置 

第３－２１図 強制戻し専用管及び緊急遮断弁 



 

   （ｻ） 配管系統の安全措置 

      主タンクと供給先タンク、設備等に高低差がある場合には、供給先配管系

統と主タンクとの結合部の直近、又は第１継手（溶接継手を除く。）の一次

側に元弁を設けるよう指導する（第３－２２図参照）。 

      なお、当該元弁にあっては、次によること。 

     ａ 手動で閉鎖する機能を有すること。 

     ｂ 電動、空気圧により閉鎖する機能を有する場合にあっては、停電時等に

自動的に弁を閉鎖する機能、又は予備動力源により弁が閉鎖する機能を有

すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (21) 開放槽のいつ流防止措置 

    焼入れ、浸漬槽、部品洗浄槽等危険物を取り扱う設備で、かつ、当該設備に収

納する危険物の一部若しくは全部をふたによって覆う構造のもの又はふたを有

しない構造のもの（以下「開放槽」という。）で、地震動により当該危険物が容

易にいつ流するおそれのあるものは、収納する危険物の液面高を低くするか、又

は開放槽を高くする等いつ流防止措置を講ずるとともに、せき等の流出拡散防止

第３－２２図 配

管系等の安全措置

の例 

ＧＬ 
元弁 

（第１継手等の１次側） 

Ｐ 

Ｐ 

サービスタンク 

供給用ポンプ 戻し用ポンプ 

電磁弁等 

元弁 
（タンク直近） 

強
制
戻
し
専
用

 

第３－２２図 配管系統の安全措置の例 



 

措置を講ずることを併せて指導する。 

 (22) 危険物を取り扱う配管等 

   ア 危省令第１３の５第２号ただし書きに規定する「火災によって当該支持物が

変形するおそれのない場合」には、次のものが該当すること。 

   （ｱ） 支持物の高さが 1.5ｍ以下で、不燃材料で造られたもの 

   （ｲ） 支持物が製造所等の存する事業所の敷地内に設置された不燃材料で造ら

れたもので、次のいずれかである場合 

     ａ 支持する配管のすべてが高引火点危険物を 100℃未満の温度で取り扱う

もの 

     ｂ 支持する配管のすべてが引火点 40℃以上の危険物を取り扱う配管であ

って、周囲に火気等を取り扱う設備の存しないもの 

     ｃ 周囲に危険物を貯蔵し、又は取り扱う設備及び火気等を取り扱う設備が

存しないもの 

   （ｳ） 建築物が耐火構造又は不燃材料で作られ、開口部に防火設備が設けられ

ている外壁部分を通過するもの 

   （ｴ） 火災により配管の支持物である支柱等の一部が変形したときに、支持物

の当該支柱等以外の部分により配管の支持機能が維持されるもの 

   （ｵ） 火災時における配管の支持物の変形を防止するため、有効な散水設備を

設けたもの 

      例として、配管の支持物付近に屋外消火栓があり、当該消火栓の有効放射

範囲内に配管支持物があるもの等 

   イ 危省令第１３条の５第２号に規定する支持物の耐火性等の基準の適用につ

いては、製造所の建築物内及び防油堤内に設置されているものについては適用

しないことができる。 

   ウ 危政令第９条第１項第２１号イに規定する配管の基準において「その設置さ

れる条件及び使用される状況に照らして十分な強度を有するもの」のうち、金

属製のものには、次の規格に適合する配管材料があること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

配 管 材 料 

JIS G  3101 

3103 

 

3106 

3452 

3454 

3455 

3456 

3457 

3458 

一般構造用圧延鋼材 

ボイラー及び圧力容器用 

炭素鋼及びモリブデン鋼鋼板 

溶接構造用圧延鋼材 

配管用炭素鋼鋼管 

圧力配管用炭素鋼鋼管 

高圧配管用炭素鋼鋼管 

高温配管用炭素鋼鋼管 

配管用アーク溶接炭素鋼鋼管 

配管用合金鋼鋼管 

ＳＳ 

ＳＢ 

 

ＳＭ 

ＳＧＰ 

ＳＴＰＧ 

ＳＴＳ 

ＳＴＰＴ 

ＳＴＰＹ 

ＳＴＰＡ 

JIS G 3459 

3460 

4304 

4305 

4312 

配管用ステンレス鋼管 

低温配管用鋼管 

熱間圧延ステンレス鋼板 

冷間圧延ステンレス鋼板 

耐熱鋼板 

ＳＵＳ－ＴＰ 

ＳＴＰＬ 

ＳＵＳ－ＨＰ 

ＳＵＳ－ＣＰ 

ＳＵＨ－Ｐ 

JIS H 3300 

 

3320 

 

4080 

 

 

4630 

銅及び銅合金継目無管 

 

銅及び銅合金溶接管 

 

アルミニウム及びアルミニウム 

合金継目無管 

 

チタン及びチタン-合金継目無管 

Ｃ－Ｔ 

Ｃ－ＴＳ 

Ｃ－ＴＷ 

Ｃ－ＴＷＳ 

Ａ－ＴＥＳ 

Ａ－ＴＤ 

Ａ－ＴＤＳ 

ＴＴＰ 

ＴＡＴＰ 

 

   エ 可動部分に高圧ゴムホースを使用することについては、使用場所周囲の温度

又は火気の状況、ゴムホースの耐油、耐圧性能、点検の頻度等を総合的に判断

し、安全性が確認できる場合に限って認めることができる。 

   オ ピット内の配管等で常時点検することができないものの接続は、金属製配管

にあっては溶接継手、ＦＲＰ配管にあっては重ね合わせ接合とし、それ以外の

接続にあっては、点検ボックスで確認できるよう指導する。 

   カ 製品の品質管理等に伴い、配管の洗浄を頻繁に行うために継手を用いる場合

は、常時点検できる場所に設ける場合に限り、サニタリー結合金具等によるこ



 

とができる。 

   キ 危政令第９条第１項第２１号イに規定する配管の水圧試験等については、次

によること。 

   （ｱ） 当該試験は、原則として配管をタンク等に接続した状態で行うこと。た

だし、タンク等へ圧力をかけることができない場合にあっては、その接続部

直近で閉鎖して行うこと。 

   （ｲ） 自然流下により危険物を送る配管にあっては、最大背圧を最大常用圧力

とみなして行うこと。 

   （ｳ） 当該試験は、配管の継手の種類にかかわりなく、危険物が通過し、又は

滞留するすべての配管について行うこと。 

   ク 地上配管の防食措置 

     危省令第１３条の４に規定する地上配管の防食塗装とは、一般には防錆塗料

等を用い塗装することをいうが、亜鉛メッキ鋼管及びステンレス鋼管等腐食の

おそれが著しく少ないものにあっては、同条で規定する「外面の腐食を防止す

るための塗装」を行わないことができる。 

   ケ 配管を地下埋設とする場合は、合成樹脂製フレキシブル配管、強化プラスチ

ック製配管等腐食性のないものを用いるか、又は二重管等、危険物の漏えい拡

散防止措置を講ずるよう指導する（第３－２３図参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

   コ 地下配管の防食措置 

   （ｱ） 危省令第１３条の４の規定による防食が必要であること。ただし、地下

室内の架空配管及び容易に点検できるピット内の配管（ピット内に流入する

土砂、水、湿気等により腐食するおそれのある場合を除く。）については、

同条に規定する地上配管の防食措置とすることができる。 

      また、腐食性のない材質で造った気密構造の配管に金属配管を通す二重配

管方式のものについても、同条に規定する地上配管の防食措置とすることが

できる。 

   （ｲ） 危省令第１３条の４に規定する「電気的腐食のおそれのある場所」には、

次に掲げる場所が該当するものである。ただし、第１６「電気的腐食のおそ

れのある場所」の例により、当該場所についての対地電位又は地表面電位こ

第３－２３図 漏えい拡散防止措置の例 



 

う配の測定をした結果、当該測定値が判定基準値未満である場所を除く。 

     ａ 直流電気鉄道の軌道又はその変電所から概ね１㎞の範囲内にある場所 

     ｂ 直流電気設備（電解設備その他これらに類する直流電気設備をいう。）

の周辺 

       なお、直流電気設備による腐食電流の及ぼす範囲は、対地電位を測定し

て判断すること。 

   （ｳ） 危告示第４条第１号に規定する「過防食による悪影響を生じない範囲内」

とは、配管（鋼管）の対地電位平均値が－2.0Ｖより負とならない範囲をいう。 

   サ 緩衝装置 

     液体の危険物を移送するためのタンクの配管は、地震等により当該配管とタ

ンクとの結合部分に損傷を与えないように緩衝装置を設けるよう指導する。 

   シ ＦＲＰ配管 

     危険物を取り扱う配管及び通気管には、金属製以外のものとして強化プラス

チック製配管（以下「ＦＲＰ配管」という。）を次により使用することができ

るものであること。 

   （ｱ） 設置場所 

     ａ ＦＲＰ配管は、火災等による熱により悪影響を受けるおそれのないよう

地下に直接埋設すること。 

     ｂ 蓋を鋼製、コンクリート製又はこれらと同等以上の不燃材料とした地下

ピットに設けることができる。ただし、自動車等の通行するおそれのある

場所に蓋を設ける場合には、十分な強度を有するものであること。 

   （ｲ） 取り扱うことができる危険物 

      特に指定しない。 

   （ｳ） 配管・継手 

     ａ ＦＲＰ配管は、JIS K 7013「繊維強化プラスチック管」附属書２「石油

製品搬送用繊維強化プラスチック管」に適合又は相当する呼び径 100Ａ以

下のものであること。 

     ｂ 継手は、JIS K 7014「繊維強化プラスチック管継手」附属書２「石油製

品搬送用繊維強化プラスチック管」に適合又は相当するものであること。 

   （ｴ） 接続方法 

     ａ ＦＲＰ配管相互の接続は、JIS K 7014「繊維強化プラスチック管継手」

附属書３「繊維強化プラスチック管継手の接合」に規定する接着剤とガラ

ステープを用いる突き合わせ接合、テーパーソケットを用いる重ね合わせ

接合又はフランジを用いるフランジ継手による接合のいずれかによるこ

と（第３－２４図参照）。 
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       なお、突き合わせ接合は、重ね合わせ接合又はフランジ継手による接合

に比べて高度の技術を要することから、施工上、突き合わせ接合でしかで

きない箇所以外の接合箇所は、重ね合わせ接合又はフランジ継手とするよ

う指導する。 

    ｂ ＦＲＰ配管と金属製配管との接合は、原則としてフランジ継手とするこ

と。ただし、接合部分の漏えいを目視により確認できる措置を講じた場合

には、トランジション継手による重ね合わせ接合とすることができる（第

第３－２４図 ＦＲＰ配管の接着接合例 

テーパーソケット接合（重ね合わせ接合） 

積層（オーバーレイ） 接着 

テーパー付突き合せ接合 

積層（オーバーレイ） 接着 

テーパーなし突き合せ接合 



 

３－２５図参照）。この場合、危険物保安技術協会の性能評価を受けたＦ

ＲＰ用トランジション継手については、接合部分の漏えいを目視により確

認できる措置は要しないものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ｃ 接合に使用する接着剤は、ＦＲＰ配管の製造メーカーにより異なること

から、製造メーカーが指定するものであることを確認すること。 

       また、突き合わせ接合には、接合部分の強度を保持させるため、ガラス

テープ（幅 75 ㎜）を巻く場合には、呼び径が 50Ａ以下で概ね１５巻き、

呼び径が 50Ａを越えるもので概ね 18巻きとするよう指導する。 

     ｄ 突き合わせ接合又は重ね合わせ接合は、危政令第９条第１項第２１号ホ

及び危省令第２０条第３項第２号に規定する「溶接その他危険物の漏えい

するおそれがないと認められる方法により接合されたもの」に該当するも

のであるが、フランジ継手による接合は、当該事項に該当しないものであ

り、接合部分からの危険物の漏えいを点検するため、地下ピット内に設け

るものであること。 

     ｅ 地上に露出した金属製配管と地下に埋設されたＦＲＰ配管と接続する

場合には、次のいずれかの方法とすること。 

(a)  地下ピット内で接続し、かつ、金属製配管の地盤面からの埋設配管長

が 65㎝以上ある場所とすること（第３－２６－１図参照）。ただし、危

険物保安技術協会の性能評価を受けたＦＲＰ用トランジション継手と

する場合は、地下ピットを設ける必要はない。 

 

 

 

第３－２５図 トランジション継手の接着接合例 

ＦＲＰ積層 
接着 

ねじ込み 

テーパーソケット（ＦＲＰ） 

金属製配管 ＦＲＰ配管 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     （b） 金属製配管について、耐火板により地上部と区画した地下ピット内

において耐火板から 120mm 以上離した位置でＦＲＰ配管に接続するこ

と（第３－２６－２図参照）。 

       ⓐ 地上部と地下ピットを区画する耐火板は次表に掲げるもの又はこ

れらと同等以上の性能を有するものとすること。 

       ⓑ 耐火板の金属製配管貫通部の隙間を金属パテ等で埋めること。 

       ⓒ 耐火板は、火災発生時の消火作業による急激な温度変化により損傷

することの防止や、踏み抜き等の防止のため、鋼製の板等によりカバ

ーを設けること。 

       ⓓ 耐火板は周囲の環境に応じたものを使用するように指導すること。

特に屋外で常に風雨にさらされているような場所にはせっこうボー

ドなどは使用しないこと。 

 

表 耐火板の種類と必要な厚さ 

耐火板の種類 規格 必要な厚さ 

けい酸カルシウム

板 

JIS A 5430「繊維強化セメント板」表１「0.5

けい酸カルシウム板」 

25mm以上 

せっこうボード JIS A 6901「せっこうボード製品」表１「せ

っこうボード」 

34mm以上 

ＡＬＣ板 JIS A 5416「軽量気泡コンクリートパネル」 30mm以上 

＊ 金属配管が二重配管方式以外の場合には、前コによる措置が必要であること。 

第３－２６－１図 地下ピット内での接続例 



 

 

 

 

     ｆ ＦＲＰ配管と他の機器との接続部分において、ＦＲＰ配管の曲げ可撓性

が地盤変位等に対して十分な変位追従性を有さず、ＦＲＰ配管が損傷する

おそれがある場合には、ＦＲＰ配管と他の機器との間に金属製の可撓管を

設けるよう指導する。ただし、当該可撓管は、金属製配管ではなく機器の

部品の一部として取り扱うものとし、フランジ継手以外の接合方法を用い

ることができる。 

     ｇ ＦＲＰ配管に付属するバルブ、ストレーナー等の重量物は、直接ＦＲＰ

配管が支えない構造とすること。 

   （ｵ） 施工者及び施工管理者の確認 

 強化プラスチック成形技能士の資格を証明する写し、又は強化プラスチッ

ク管継手接合技能講習会修了書の写しのいずれかによること。 

   （ｶ） 埋設方法 

     ａ ＦＲＰ配管の埋設深さ（地盤面から配管の上面までの深さをいう。）は、

次のいずれかによること。 

     （a） 地盤面を無舗装、砕石敷き又はアスファルト舗装とする場合には、

60㎝以上の埋設深さとすること。ただし、アスファルト舗装層の厚さを

増しても埋設深さは、60㎝以下とすることはできないこと。 

第３－２６－２図 地下ピット内での接続例その２ 



 

     （b） 地盤面を厚さ 15㎝以上の鉄筋コンクリート舗装する場合には、埋設

30㎝以上の埋設深さとすること（第３－２７図参照）。 

     ｂ 掘削面に厚さ 15 ㎝以上の山砂又は６号砕石等（単粒度砕石６号又は３

～20㎜の砕石（砂利を含む。）をいう。）を敷き詰め、十分な支持力を有す

るよう小型ビブロプレート、タンパー等により均一に締め固めること（第

３－２７図参照）。 

     ｃ ＦＲＰ配管を平行して設ける場合又はＦＲＰ配管と金属製配管とを並

行して設ける場合には、相互に 10 ㎝以上の間隔を確保すること。 

     ｄ ＦＲＰ配管を他の配管（ＦＲＰ配管を含む。）と交差させる場合には、

３㎝以上の離隔距離をとること。 

     ｅ ＦＲＰ配管を敷設して舗装等の構造の下面に至るまで山砂又は６号砕

石等で埋め戻しした後、小型ビブロプレート、タンパー等により締め固め、

舗装等の構造の下面とＦＲＰ配管との厚さを５㎝以上とすること。 

       施工時には、ＦＲＰ配管を 50kPaに、施設後に 350 kPaに加圧（加圧し

て使用するＦＲＰ配管は、最大常用圧力の 1.5 倍の圧力とする。）し、漏

れを確認すること。 

     ｆ ＦＲＰ配管を埋設する場合には、応力集中等を避けるため次による措置

を講じること。 

     （a） ＦＲＰ配管には、枕木等の支持材を用いないこと。 

     （b） ＦＲＰ配管を埋設する際に芯出しに用いた仮設材は、埋設前に撤去す

ること。 

     （c） ＦＲＰ配管がコンクリート構造物等と接触するおそれがある部分は、

ＦＲＰ配管にゴム等の緩衝材を巻いて保護すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ス 危険物を取り扱う配管に設けるサイトグラス 

     製造所等の危険物を取り扱う配管の一部にサイトグラスを設置する場合は、

保安管理や品質管理など配管内を流れる危険物の状態等を確認する必要があ

る場合とし、次の(ｱ)から(ｵ)までのすべてに適合する場合に設けることができ

ること。 

   （ｱ） 大きさ・強度 

     ａ 大きさは必要最小限であること。 

     ｂ 外部からの衝撃により容易に破損しない構造であること。 

       構造例としては、次のものがある（第３－２８図参照）。 

     （a） サイトグラスの外側に保護枠、蓋等を設けることにより、外部から

の衝撃を直接受けない構造のもの 
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第３－２７図 配管の埋設構造例 



 

     （b） 想定される外部からの衝撃に対して安全な強度を有する強化ガラス

等が用いられるもの 

   （ｲ） 耐薬品性 

      サイトグラス及びパッキン等の材質は、取り扱う危険物に侵されないもの

であること。また、パッキンの材質例としては、次のものがある。 

     ａ ガソリン、灯油、軽油及び重油等の油類の場合 

       耐油性パッキン又はテフロン系パッキン等 

     ｂ 酸性、アルカリ性物品の場合 

       フロン系パッキン等 

   （ｳ） 耐熱性 

     ａ サイトグラスは、外部からの火災等の熱によって容易に破損しない構造

のものであること。 

       構造例としては、サイトグラスの外側に、使用時以外は閉鎖される蓋を

設ける構造等がある。ただし、外部からの火災等の熱に対して耐熱性を有

しているガラス等については、蓋を設ける構造としないことができる。 

     ｂ サイトグラスの取付け部は、サイトグラスの熱変位を吸収することがで

きる構造のものであること。 

       構造例としては、サイトグラスの両面にパッキンを挟んでボルトにより

取り付ける構造等がある（第３－２９図参照）。 

   （ｴ） 地下設置 

      地下埋設された配管の一部にサイトグラスを設ける場合は、サイトグラス

からの危険物の漏えいを点検することができる構造（点検ボックス等）とす

ること。 

   （ｵ） その他 

      サイトグラスは、点検、整備及び補修等ができる構造のものであること。 

      構造例としては、サイトグラスから危険物の漏えいが発生した場合、漏え

い量を最小限とするための構造として、設置するサイトグラスの一次側及び

二次側に弁を設けるもの又はバイパス配管を設けるもの等がある。ただし、

点検等に支障がない場合には、弁の取り付けは、サイトグラスの一次側のみ

とすることができる（第３－３０図及び第３－３１図参照）。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３－２８図 サイトグラスの構造例（蓋を設ける構造） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図① サイトグラスの窓とバルブの方向を変える

ことにより、安全にバルブ操作が行えるようにし

た構造例 

 

 

図② バイパス配管及びバルブ（ａ）（ｂ）（ｃ）

を設け、サイトグラスを孤立させることを可能に

し、容易に点検、整備及び補修等ができるように

した構造例 

第３－３０図 サイトグラスの構造例 

（漏えい量を最小限とするための構造） 

＊バルブの種類は、その設備に適応したものでよい。 

第３－２９図 サイトグラス

の構造例（蓋を設けない構造） 



 

図① サイトグラス使用中の状態 

図② 点検、整備及び補修等の実施中の状態 

 

 ① サイトグラスの使用中は、バルブ（ｃ）は常時閉とする。 

 ② サイトグラスからの漏えい発生時、最初にバルブ（ａ）を閉止する。 

 ③ 次に、バルブ（ｂ）を閉止する。 

 ④ サイトグラスの点検、整備及び補修等の実施する間は、バルブ（ａ）（ｂ）を閉

止し、バルブ（ｃ）を開ける。 

 ⑤ サイトグラスがバイパス側に設置されているものについても、①から④の方法に

よる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   セ その他 

（ｱ） 性能評価を受けた次に掲げる配管等は、評価条件に適合していることを

確認すること。 

     ａ ＦＲＰ用トランジション継手 

     ｂ 地下埋設用フレキシブル配管 

（ｲ） 危険物の配管を新設又は改修する場合には、地下貯蔵タンクから 20号タ

ンク又は20号タンクからボイラーの間に流量計を設置するように指導する。 

  

第３－３１図 第３－３０図の場合の操作方法の例 



 

(23) 電動機の設置位置等 

    危政令第９条第１項第２２号に規定する電動機を設ける場合には、点検に支障

がなく、かつ、危険物等の漏えいにより埋没しない位置とするよう指導する。 

 (24) 地震対策等 

   ア 危険物を取り扱う設備には、危険物が漏えいした場合に漏えい範囲をできる

限り局限化できる措置を講ずるよう指導する。 

   イ ステージ、塔槽類及び 20 号タンク等は、耐震性を有する構造とするよう指

導する。 

   ウ 危険物を取り扱う金属製配管は、溶接又はフランジによる接続とし、地震動

による変位を屈曲、可撓管継手等により十分吸収できる構造とするよう指導す

る。 

   エ 危険物施設においては、オフィス家具等の転倒落下防止措置を講じるように

指導する。この場合、講じる対象の具体例としては、次がある。 

（ｱ） 一棟規制の製造所等に併設されている事務所内にある書棚や机等 

（ｲ） 給油取扱所の事務室内に設置されている自動販売機等 

 (25) 蒸留設備、反応槽等の保安設備 

    蒸留設備（爆発範囲内で操作するもの又は加熱する熱媒等の温度が蒸留する危

険物の分解温度若しくは発火点より高いもの）、反応槽等については、異常反応

等を防止する装置として次に掲げるものを設けるよう指導する。 

   ア 自動警報装置 

   イ 緊急しゃ断装置、不活性ガス、冷却用水、反応抑制剤等を供給するための装

置及びブローダウン等の装置（不活性ガス、冷却用水、反応抑制剤にあっては

通常の生産に用いられるものを除く。） 

   ウ かくはん機、冷却ポンプ等に係る予備動力源 

    注１ 自動警報装置とは、温度、圧力、ｐＨ濃度、流量等が設定条件範囲を外

れたとき、自動的に警報を発するものをいう。 

    注２ 予備動力源とは、通常の動力源の異常の場合、かくはん機、冷却ポンプ

等の電源を確保できるものをいう。 

〈 例 〉自家用発電設備、蓄電池設備、専用受電設備等 

 

６ 特殊な製造所 

 (1) 高引火点危険物施設 

   危政令第９条第２項の規定により高引火点危険物を取り扱う製造所については、

高引火点危険物以外の危険物を取り扱うことができないものであること。 

   ただし、製造工程上、不可欠な場合にあっては、高引火点危険物以外の危険物を

微量の範囲内で取り扱うこともできる。 



 

 (2) アルキルアルミニウム等の危険物 

    危省令第１３条の８第２号に規定する「不活性の気体を封入する装置」又は同

令第１３条の９第２号に規定する「不活性の気体又は水蒸気を封入する装置」とは、危

険物の取扱い又は設備の整備に際し、爆発性混合気体が生じた場合に自動覚知装置によ

り覚知し、自動又は手動により、危険物の性質を考慮した不活性ガス又は水蒸気を封入

することができる装置をいうものであること。なお、常時封入する場合の圧力は、危険

物を取り扱う設備の常用圧力以下とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

第４ 一般取扱所 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第４ 一般取扱所（危政令第１９条） 

 

 

１ 区分 

 危険物を原料として種々の化学反応を伴う等、製造所と類似した施設であっても、

最終製品が非危険物となるものについては、一般取扱所として規制する。 

 

２ 規制範囲 

 一般取扱所の許可単位は、製造所と同様に危険物の取扱いが客観的に一連の行為

であること、他の施設からの独立性があること等を考慮し総合的に判断する必要が

あることから、次の事項を参考として規制範囲を特定するものとする。 

 (1) 危政令第１９条第１項 

 危政令第１９条第１項に規定する一般取扱所は、原則的に建物内に設置するも

のは一棟、屋外に設置するものは一連の工程等をもって一許可単位とする（以下

「一棟規制」という。）。 

 なお、規制範囲は、製造所と同様とする。 

 

 

 

 

 (2) 危政令第１９条第２項 

 危政令第１９条第２項に規定する一般取扱所は、危険物を取り扱う区画室、設

備、又は屋上の設備等について危省令で規定されたものをそれぞれ一許可単位と

する（以下「部分規制」という。）。 

 

 

 

 

 ・ 危政令第１９条第２項第４号（充填）、第５号（詰替）以外は、同一建物内

に複数設置することができる。 

 ・ 危政令第２条及び第３条の危険物施設のうち、部分規制されたものも同一

建物内に設けることができる。 

 ・ 部分規制の一般取扱所において、危険物を取り扱う工程と連続して危険物

を取り扱わない工程がある場合には、その工程も含めて危政令第１９条第２

（区画室単位、設備単位等） 

危政令第１９条第１項の基準 

を適用して設置する施設 
一棟規制 

危政令第１９条第２項の基準 

を適用して設置する施設 
部分規制 



 

項とすることができる 

（第４－１図参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ア 区画室単位の部分規制は、当該区画された室を規制範囲とする。 

危省令第２８条の５５第２項、第２８条の５５の２第２項、第２８条の５６

第２項、第２８条の５７第２項、第２８条の６０第２項及び第３項、第２８

条の６０の２第２項、第２８条の６０の３第２項並びに第２８条の６０の４

第３項 

 

 

    【通常の区画室単位の規制パターン】 

     例示は、区画室単位の２許可施設（第４－２－１図及び２図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４－１図 部分規制の一般取扱所の例 

部分規制の一般取扱所 

磨き 

危険物取扱 

工程（塗装） 
包装 製品の流れ 



 

 

 

 

 

 

なお、離れて設置された区画室をあわせて一の一般取扱所とする特例は認められな

い。 

 

 

   イ 設備単位の部分規制は、当該設備を規制範囲とする（第４－３－１図参照）。 

危省令第２８条の５５の２第３項、第２８条の５６第３項、第２８条の５

７第３項、第２８条の６０第４項並びに第２８条の６０の２第３項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   周囲の空地内に建築物の壁及び柱がある場合は、当該壁及び柱が耐火構造であり、

壁に出入口以外の開口部がないこと（出入口は随時開けることができる自動閉鎖

の特定防火設備であること。）（第４－３－２図参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４－２－１図 階層設置の例 第４－２－２図 同一階設置の

例 

第４－３－１図 設備単位の部分規制の例 
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   （ｱ） 同じ基準を適用する施設をまとめて一の一般取扱所とする場合の主たる

取扱形態は、次の順によること。ここで、各々の設備の指定数量の倍数を

合算した場合、設備単位の規制内の指定数量の倍数未満であること（第４

－３－３図参照）。 

 ・ 取り扱う危険物の指定数量の倍数が大きいもの 

 ・ 取り扱い面積の広いもの 

 ・ 低引火点危険物を使用しているもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （ｲ） 同じ基準を適用する施設を複数設置し、危険物を取り扱う設備の周囲に

幅３ｍ以上の空地を相互に重ならないように設けた場合は、別の許可施設

として扱うことができる。ここで、各々の設備の指定数量の倍数は、各々

の設備単位の規制内の指定数量の倍数未満であること（第４－３－４図参

照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４－３－２図 設備単位の部分規制の例 

第４－３－３図 同一の取扱形態をまとめて、設備単位の１許可施設にした

例 
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発電設備（第３号） 発電設備（第３号） 

不燃材料で造られた平屋建 

第４－３－４図 同一の取扱形態を設備単位の２許可施設にした例 



 

 

(ｳ)  同一室内に、異なる基準を適用する一般取扱所を複数設置する場合は、

危険物を取り扱う設備の周囲に設ける幅３ｍ以上の空地は、相互に重な

らないこと（第４－３－５図参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ウ 屋上の設備単位の規制は、当該設備（ボイラー又はバーナーで危険物を消費

するもの又は蓄電池設備に限る）を規制範囲とする（第４－４－１図及び２図

参照）。 

 危省令第２８条の５７第４項並びに第２８条の６０の４第４項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４－３－５図 異なる取扱形態を設備単位の２許可施設にした例 

第４－４－１図 屋上に発電機を設置するため、設備単位の２許可施設にした例 

（各々の発電機の指定数量の倍数は１０未満） 
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周囲の空地内に建築物の壁及び柱がある場合は、当該壁及び柱が耐火構造であり、

壁に出入口以外の開口部がないこと（出入口は随時開けることができる自動閉鎖の

特定防火設備であること。）（第４－４－３及び４図参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４－４－２図 ２許可施設としないで、まとめて１許可施設にした例 

（各々の発電機の指定数量の倍数を合算した値は１０未満） 

第４－４－３図  

周囲の空地内に出入口以外の開口

部 

のない耐火構造の壁がある例 

第４－４－４図  

周囲の空地内にある建築物の壁に 

自閉の特定防火設備がある例 

３m 以上 

出入口以外の開口部の 

ない耐火構造の壁 

耐 火 建 築 物 

３m 以上 

耐 火 建 築 物 

出入口が自閉の 

特定防火設備 

著しく消火困難な施設 



 

 

 (3) 複数の異なった取扱形態を有する一般取扱所 

   ア 危政令第１９条第２項各号のうち一の号の取扱形態を有し、かつ、それ以外

の取扱形態も有する一般取扱所（以下「複数の異なった取扱形態を有する一般

取扱所」という。）は、前(2)の部分規制の基準が適用できないので、危政令第

１９条第１項又は同条第２項の基準の特例適用施設とすることができる。また、

この場合は次によること。 

・ 当該一般取扱所の主たる取扱形態は、前(2)イ(ｱ)によること。 

・ 当該一般取扱所を区画室単位として規制する場合には５(3)の基準による

こと。 

・ 当該一般取扱所を設備単位として規制する場合には、危政令第１９条第

２項各号の基準をそれぞれ満足させること。 

   イ 建築物内に危政令第１９条第２項第１号から第３号まで及び第６号から第

９号までに掲げる（（ｲ）による場合は第１号及び第８号を除く。）一の一般取

扱所と同様の形態を有する一般取扱所を複数設置するものは、次のいずれかの

規制範囲とすることができる。 

   （ｱ） 区画室単位の規制ができる場合（第４－５－１図参照） 

・ 危政令第１９条第１項で規制する場合 

・ 建物全体を危政令第１９条第２項で規制する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 危険物を貯蔵、取り扱う室又は隣接する複数の室を区画室単位とした

危政令第１９条第２項（第４－５－２図及び３図参照） 

 

 

運転管理室 

焼却炉 

ボイラー 他用途 発電設備 

廊 下 

第４－５－１図 危政令第１９条第１項又は第２項の特例で１許可施設とした例 

運転管理室 運転管理室 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （ｲ） 設備単位の規制ができる場合 

・ 危政令第１９条第１項で規制する場合 

・ 建物全体を危政令第１９条第２項で規制する場合 

・ 政令対象設備と条例対象設備を合わせて、危政令第１９条第２項で規制

する場合 

 （第４－５－４図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 政令対象設備のみを危政令第１９条第２項で規制し、条例対象設備は、

条例の基準とするもの（第４－５－５図参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

危政令第１９条第２項の

３許可施設と非危険物施

設とした例 

第４－５－２図 危政令第１９条第２項の

３許可施設とした例 

第４－５－３図 

第４－５－４図 危省令第２８条の５７第３項の一般取扱所の例 

第４－５－５図 危省令第２８条の５７第３項の一般取扱所と少量危険物の

例 

焼却炉 

ボイラー 他用途 発電設備 

廊 下 焼却炉 

ボ イ ラ

ー 

他用途 発 電 設

備 

廊 下 

政令対象 

のボイラー 

条例対象 

のボイラー 

３

ｍ 

政令対象 

のボイラー 

３ｍ 
条例対象 

のボイラー 



 

 

 

３ 許可数量の算定 

 製造所の例によるほか、次によること。 

 (1) 油圧装置、潤滑油循環装置等による危険物の取扱いについては、装置系統内の

リザーバータンクや配管等を含む総量（瞬間最大停滞量とする。）をもって算定す

る。 

 なお、総量について変動がある場合は、その最大となる量とする。 

 (2) ボイラー、発電設備等の危険物の消費については、１日における計画又は実績

消費量のうち、いずれか大なる数量をもって算定する。 

 なお、非常用のものについては、業態、用途、貯蔵量（他許可施設を含む。）や

当該発電設備等の時間当たりの燃料消費量、事業所の営業時間等を総合的に判断

して算定する。 

また、油圧機器内蔵油、熱媒油等の危険物及び発電設備で潤滑油を使用する場

合には、許可数量等の算定にあたって合算する。 

 (3) 移動タンク貯蔵所等車両に固定されたタンクに危険物を充てんする一般取扱所

は、１日当たりの最大充てん量とする。 

 (4) 危政令第１９条第２項に規定する容器に危険物を詰め替える一般取扱所につい

ては、地下専用タンクの容量又は取扱数量のうち、いずれか大なる数量をもって

算定する。 

 (5) 危政令第１９条第２項各号に規定する取扱形態のうち複数の取扱形態を有する

一般取扱所については、それぞれの取扱形態ごとの指定数量の倍数を合算するも

のとする。ただし、合算した指定数量の倍数は、それぞれの取扱形態ごとに制限さ

れた指定数量の倍数のうち最小の倍数（危険物取扱数量）を超えないものとする。 

 (6) 危政令第１９条第２項に規定する洗浄作業及び切削装置等の一般取扱所につい

ては、洗浄後に危険物を回収し、同一系内で再使用するものは瞬間最大停滞量と

し、使い捨てするもの及び系外に搬出するものは１日の使用量とする。 

 

 

 

 

〈 例１ 〉洗浄後、すべての危険物を回収して再使用する場合 

 

 

 

 

洗浄作業 洗浄

油 

洗浄装置 瞬間最大停滞量 

すべての洗浄油を再使用 

補給 回収 



 

 

 

 

 

〈 例２ 〉洗浄後、すべての危険物を使い捨てする場合 

 

 

 

 

 

〈 例３ 〉洗浄後、一部の危険物を使い捨てする場合 

 

 

 

 

 

 

 

 (7) 危政令第１９条第２項に規定する熱媒体油循環装置の一般取扱所については、

熱媒体油の常温、常圧における瞬間最大停滞量とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 技術基準の適用 

 一般取扱所は取り扱う危険物の種類、数量、取扱形態等に応じ、技術上の基準の適

用が法令上次のように区分される。 

洗浄作業 洗浄

 

すべてを 

使い捨て 

（使用量） 

1 日の使用量 

補給 回収 

洗浄作業 洗浄油 洗浄装置 

瞬間最大停滞量 

＋ 
1 日の使用量 

補給 回収 

一部の洗浄液を再使用 

一部を使い捨て（使用量） 



 

 

 

区 分 危 政 令 危 省 令 

一般取扱所  19 Ⅰ  

 火薬類 19 Ⅰ ＋ ４１ ７２ 

 高引火点危険物 19 Ⅰ ＋ Ⅲ ２８の６１ 

 アルキルアルミニウム

等 

19 Ⅰ ＋ Ⅳ ２８の６３・２８の６４ 

 アセトアルデヒド等 19 Ⅰ ＋ Ⅳ ２８の６３・２８の６５ 

 ヒドロキシルアミン等 19 Ⅰ ＋ Ⅳ ２８の６３・２８の６６ 

 特定の用途のもの 19 Ⅰ ＋ Ⅱ ２８の５４ 

 ① 吹付塗装作業等 19 Ⅰ ＋ Ⅱ（１） ２８の５５ 

② 洗浄作業 19 Ⅰ ＋ Ⅱ（１の２） ２８の５５の２ 

③ 焼入れ作業等 19 Ⅰ ＋ Ⅱ（２） ２８の５６ 

④ ボイラー等 19 Ⅰ ＋ Ⅱ（３） ２８の５７ 

⑤ 充てん 19 Ⅰ ＋ Ⅱ（４） ２８の５８ 

高引火点危険

物 

19 Ⅰ ＋ Ⅱ（４）＋Ⅲ ２８の６２ 

⑥ 詰替え 19 Ⅰ ＋ Ⅱ（５） ２８の５９ 

⑦ 油圧装置等 19 Ⅰ ＋ Ⅱ（６） ２８の６０ 

⑧ 切削装置等 19 Ⅰ ＋ Ⅱ（７） ２８の６０の２ 

⑨ 熱媒体油循環装置 19 Ⅰ ＋ Ⅱ（８） ２８の６０の３ 

⑩ 蓄電池設備 19 Ⅰ ＋ Ⅱ（９） ２８の６０の４ 

 

注 算用数字は条を、ローマ数字は項を、（ ）内は号を表している。 

  これら複数の基準を満足する場合、いずれの技術基準を適用するかは、施設の形態

に応じて設置者の意思により選択できるものである。 

 

５ 位置、構造及び設備の基準 

 (1) 危政令第１９条第１項を適用する一般取扱所 

 製造所の基準が準用されるが、次の形態の一般取扱所については、それぞれの

基準によること。 

   ア 製油所、油槽所におけるドラム充てん所 

 第１石油類又は第２石油類を、ドラム缶等容器充てん作業から出荷までの過

程で容器入りのまま野積み状態で取り扱っている場合（貯蔵を目的とする場合

第４－１表 各種の一般取扱所に適用される基準 



 

を除く。）においては、一般取扱所として規制し、積場の区画を明確にすると

ともに、温度管理等の防火上安全な措置を講じさせること。 

   イ 発電所、変電所及び開閉所 

 発電所、変電所及び開閉所（以下「発電所等」という。）については、次に

よること。ただし、発電所等には、自家用変電設備も含まれるものとする。 

   （ｱ） 発電所等に設置される危険物を収納している機器類が、変圧器、リアク

トル、電圧調整器、油入開閉器、しゃ断器、油入りコンデンサー及び油入

りケーブル並びにこれらの附属装置で、機器の冷却又は絶縁のための油類

を内蔵して使用するもののみであり、他に危険物を取り扱わない場合は、

危険物関係法令の規制の対象としないものとすることができる。 

 なお、「これらの附属装置等で機器の冷却又は絶縁のための油類を内蔵

して使用するもの」には例えば、油入ケーブル用のヘッドタンク及び第４

－６－１図及び第４－６－２図のような変圧器油を冷却するための附随

設備（別置型冷却器）等がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （ｲ） 一般取扱所に該当する発電所等の位置、構造及び設備については、危政

令第９条第１項第４号及び第６号から第９号まで並びに第１２号の規定

を適用しないものとし、消火設備については、危省令第３３条の規定に該

当する一般取扱所にあっては、第１種から第３種までの消火設備の設置を

第４種消火設備とすることができ、危省令第３４条の規定に該当する一般

取扱所にあっては、第５種消火設備を設置しないことができる。 

 また、危政令第９条第１項第１号及び第２号についても上記と同様に適

用しないものとする。 

 なお、一般取扱所に該当する発電所等とは、５(1)イ(ｱ)以外の装置（圧

油装置、潤滑油循環装置、ボイラー設備など発電所等に関連する装置）と

混在する場合で、数量の倍数を算定した結果、一般取扱所に該当するもの

第４－６－１図 油を冷却するため

の    設備の

例 

第４－６－２図 油を冷却するため

のタンクの例 



 

をいう。 

 

 

 

 

 

形態別 形態の概要 規制範囲 倍数算定 

１ 

 １ イ(ｱ)による機器のみ

を設ける。 

２ 変電室は独立専用と

する。 

規制なし 

（法 17 条に

よる規制） 

算 定 し な

い。 

２ 

 製造所等にイ(ｱ)による

機器を設ける。 

建物全体を

規制する。 

（危政令に

よる規制） 

 

合算する。 

３ 

 １ 製造所等と区画し、イ

(ｱ)による機器のみを設

ける。 

２ 変電室との区画の壁

は耐火構造、出入口は自

閉式の特定防火設備と

する。 

規制なし 

（変電室は

法 17 条でと

らえ、製造所

等は危政令

による規制） 

算 定 し な

い。 

４ 

 製造所に隣接してイ(ｱ)

による機器のみを設ける

（区画は不燃材料、金網

等） 

建物全体を

規制する。 

（危政令に

よる規制） 

合算する。 

 

凡例         ・・・・変電室等 

           ・・・・イ(ｱ)による機器 

 

 

 

 

 

 

 

製造所等 

製造所

等 

 

製造所等 

 

第４－２表 自家用変電設備の規制 

 



 

 

 

 

 

 

 

   ウ シールド（掘削機械）工事の一般取扱所 

 シールド工法とは、シールドマシンを地中で推進させ土砂の崩壊を防ぎなが

ら、掘削作業、覆工作業〔掘削した周囲をプレキャスト部材（セグメント）を

組み立て覆工する作業〕を行い、トンネルを構築していく工法をいう。 

   （ｱ） 適用範囲 

 地下鉄、下水道工事等で掘削及びその他の工事において危険物を取り扱

う一般取扱所は、高引火点危険物のみを 100℃未満の温度で取り扱うもの

に限る。 

   （ｲ） 規制範囲等 

     ａ 立坑及びシールドマシンにより掘削する部分とする。 

     ｂ 完成検査は、当該シールドマシンの組み立てが完了した時点で行う。 

     ｃ 原則として立坑及びシールドマシンにより掘削する部分を一の一般取

扱所とする。ただし、複数のトンネルを複数のシールドマシンを用いて工

事する場合であっても、立坑を共有する場合は、到達点が同一場所である

か否かを問わず一の一般取扱所とする。 

     ｄ 特例の適用範囲については、危政令第１９条第１項において準用する危

政令第９条の基準のうち第１項第１号、第２号、第９号、第１２号及び第

２１号に係るものとする。 

   （ｳ） 構造、設備 

     ａ 坑内に設ける事務所、休憩室、その他の工作物は不燃材料（内装を含む。）

とすること。 

     ｂ 油圧設備には流出防止措置を講じること。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

     ｃ 後続台車に設けられた圧油タンクは、製造所の 20 号タンクに準じた構

造とすること。 

     ｄ 作業員の避難に有効な非常用照明装置を設けること。 

     ｅ 変圧器は原則として乾式のものとする。 

   （ｴ） 消火設備 

     ａ 先端部のシールドマシン及び油圧装置（以下「防護範囲」という。）に

は、危険物の取扱い実態により危険物に適応する固定式又は移動式の水

噴霧消火設備、泡消火設備等若しくは、第４種消火設備のいずれかを設け

ること（圧気工法による場合は固定式に限る。）。 

     ｂ 第５種消火設備は、次によること。 

     （a） 防護範囲には適応する消火器を２個以上、有効に活用できる位置に

設けること。 

     （b） トンネル、立坑等には、適応する消火器をそれぞれの消火器に至る

歩行距離が 50ｍ以下となるように設けること。 

     ｃ 屋外に設置する消火設備は、専用の収納箱等に収めるなど腐食防止措置

を講じるように指導する。また、腐食しやすい環境にあるものは、努めて

蓄圧式とするように指導すること。 

   （ｵ） 警報設備 

     ａ 地上、立坑下及びシールドマシンの部分に連絡装置（電話等）を設ける

こと。 

     ｂ 非常ベル等を、作業員に容易に知らせる範囲に設けること。 

   （ｶ） その他 

     ａ 後続台車付近には、空気呼吸器等を作業員の人数分以上設けること。 

     ｂ 台車後方付近には、煙を遮断するたれ幕（難燃性以上の性能を有するも

の）を設けること。 

     ｃ 防護範囲内で溶接、溶断等する場合は、火災等を予防するための措置を

講じること。 

     ｄ シールド工事は、廃止の届出が提出されるまで順次移動していくため、

設置許可時における審査において、作業途中における点検や油抜き取り

作業の有無等を含めた工程表を添付させること。 

    

第４－７図 流出防止措置の例 



 

   エ 採掘現場等における車両系建設機械の一般取扱所 

   （ｱ） 適用範囲 

 採掘現場等において車両系建設機械（指定数量以上の危険物を保有する

ものに限る。）が作業する一定の範囲を規制範囲とし、移動貯蔵タンクから

当該車両系建設機械への燃料給油行為と燃料消費行為を行う一般取扱所と

して規制し、取り扱う危険物は、引火点 40℃以上のものに限るものとする。 

   （ｲ） 規制対象設備 

 車両系建設機械（指定数量以上の危険物を保有するものに限る。）及び採

掘等に係る工作物及び設備とする。 

   （ｳ） 取扱最大数量 

 規制対象設備における危険物の最大数量とする。 

   （ｴ） 位置、構造及び設備 

 危政令第９条第１項第２号、第１２号及び第１９号の規定を適用しない

ことができる。 

   （ｵ） 消火設備 

 車両系建設機械１台に第５種消火設備２個以上、採掘等に係る工作物及

び設備に第５種消火設備を１個以上設けること。 

 なお、屋外に設置する消火設備は、専用の収納箱等に収めるなど腐食防

止措置を講じるように指導する。また、腐食しやすい環境にあるものは、

努めて蓄圧式とするように指導すること。 

   オ 動植物油類の一般取扱所 

   （ｱ） 適用範囲 

     ａ 動植物油類の屋外タンク、屋内タンク又は地下タンク（動植物油類の貯

蔵量が 10kL 以上のものに限る。）に附属する注入口及び当該注入口に接

続する配管、弁等の設備で１日に指定数量以上の動植物油類を取り扱う

場合は適用となる。 

 一般取扱所の範囲は、注入口からタンクの元弁（元弁がない場合にあっ

ては、配管とタンクの接続部）までとする。 

     ｂ 動植物油類の屋外タンク、屋内タンク又は地下タンク（動植物油類の貯

蔵量が 10kL 以上のものに限る。）に附属する払出口及び当該払出口に接

続する配管、弁等の設備で１日に指定数量以上の動植物油類を取り扱う

場合は、払い出し先の形態に応じて適用となる場合がある。 

 例 払い出し先が製造所又は一般取扱所等の危政令対象物の場合は、払

い出し先の附属配管となる。 

 払い出し先が複数の少危施設の場合は、１日に危険物が指定数量以

上通過する配管は、一般取扱所として許可が必要となる。 



 

   （ｲ） 保安距離 

 保安距離は、「外壁又はこれに相当する工作物の外側」までの間に確保す

る必要がある。 

   （ｳ） 保有空地 

 危政令第９条第１項第２号に「危険物を移送するための配管その他これ

に準ずる工作物を除く」とあることから、適用しない。 

   （ｴ） 構造設備の基準 

 配管部分については、危政令第９条第１項第２１号の配管の基準による

ものとする。 

   カ 油入ケーブル撤去工事の一般取扱所 

 油入ケーブル撤去工事とは、変電所間の送電用として敷設されている油入ケ

ーブルの撤去及び絶縁油を抜き取る等の危険物取扱行為を行う工事をいう。 

   （ｱ） 適用範囲 

 油入ケーブル撤去工事を実施する場所（洞道、マンホール、管路、地下

に直接埋設されている油入ケーブル、変電所等内のヘッドタンク、地上の

作業場所及び変電所内等の工事場所）のすべて（以下「撤去工事場所」と

いう。）を、一の一般取扱所とする。 

   （ｲ） 危険物の取扱数量 

 撤去を行う油入ケーブルの両端に設けられている変電所等内のヘッドタ

ンク及びヘッドタンク間を接続している油入ケーブルに内蔵されている

絶縁油の総量を取扱数量とする。マンホール内においてケーブル接続部の

補修工事（絶縁油を内蔵する接続部の解体及び再組み立てによる更新工事

等）のみを行う場合も同様とする。 

   （ｳ） 位置、構造及び設備 

 油入ケーブル撤去場所の位置、構造及び設備については、危政令第２３

条を適用し、危政令第１９条において準用する危政令第９条の基準のうち

第１項第３号（標識・掲示板）、第１０号（照明・換気設備）、第１３号（危

険物を取り扱う機械器具等）、第１７号（電気設備）及び危政令第２０条の

基準に関して次のａからｆまでによる。 

     ａ 標識・掲示板 

 実際に作業を行うこととなる撤去工事場所の見やすい箇所（工事車両又

はマンホールの入口等）に「一般取扱所」である旨を表示した標識及び工

事期間、危険物の類、品名、取扱最大数量、指定数量の倍数、危険物保安

監督者の氏名、危険物に応じた注意事項（火気厳禁）を表示した掲示板を

設置すること。 

     ｂ 照明・換気設備 



 

 撤去工事場所には、十分な照度が確保できる照明設備及び撤去工事場

所の空気を置換することができる送風機等（撤去工事場所が洞道、マンホ

ールの場合に限る。）を設置することをもって、当該設備が設置されてい

るものとみなすことができること。 

     ｃ 危険物を取り扱う機械器具等 

     （a） 危険物の漏れ、あふれ又は飛散を防止するため、絶縁油を開放状態

で直接取り扱う作業が行われる撤去工事場所の床面等に油受け皿、オ

イル吸着マット等を設置すること。 

     （b） 分断後の油入ケーブルから絶縁油が漏れないよう端末処理すること。 

 

 

 

 

 

 

     ｄ 電気設備 

 電気設備は、電気工作物に係る法令の規定によること。 

     ｅ 消火設備 

 一般取扱所の構造及び危険物の取扱数量にかかわらず、撤去工事を行

う作業員が有効に活用できる位置に第５種消火設備を２個以上設置する

ことをもって、当該設備が設置されているものとみなすことができるこ

と。この場合、撤去工事が、地下の洞道やマンホールと地上の工事場所で

同時に行われる場合は、それぞれの作業場所に第５種消火設備を２個以

上設置すること。 

 なお、屋外に設置する消火設備は、専用の収納箱等に収めるなど腐食防

止措置を講じるように指導する。また、腐食しやすい環境にあるものは、

努めて蓄圧式とするように指導すること。 

     ｆ ａからｃ（a）及びｅの設備等は常に撤去工事場所に設置するのではな

く、工事実施時に撤去工事場所に搬送することをもって、当該設備等が設

置されているものとみなすことができること。 

 (2) 危政令第１９条第２項を適用することができる一般取扱所 

   ア 塗装、印刷、塗布の一般取扱所 

（危政令第１９条第２項第１号、危省令第２８条の５４第１号、危省令第２８

条の５５） 

   （ｱ） 該当する作業形態としては次のようなものがあるが、機械部品の洗浄作

業は含まれない。 

第４－８図 端末処理の例 



 

     ａ 焼付塗装、静電塗装、はけ塗り塗装、吹付塗装、浸漬塗装等の塗装作業 

     ｂ 凸版印刷、平板印刷、凹版印刷、グラビア印刷などの印刷作業 

     ｃ 光沢加工、ゴム糊・接着剤などの塗布作業 

   （ｲ） 危省令第２８条の５５第２項第２号に規定する「これと同等以上の強度

を有する構造」には、平成１２年建設省告示第１３９９号第１号の１のト

に適合する壁（75㎜以上の軽量気泡コンクリートパネル）が含まれるもの

であること。 

   （ｳ） 可燃性蒸気又は可燃性微粉を屋外の高所に排出する設備については、第

１７「換気設備等」の例によること。 

   イ 洗浄作業の一般取扱所 

 （危政令第１９条第２項第１号の２、危省令第２８条の５４第１号の２、危

省令第２８条の５５の２） 

   （ｱ） 前記ア(ｲ)、(ｳ)によること。 

   （ｲ） 指定数量の倍数が 10未満の場合には、危省令第２８条の５５の２第２項

若しくは第３項又は危政令第１９条第１項のいずれの基準も選択すること

ができる。 

   （ｳ） 過熱を防止することができる装置には、加熱する設備を温度制御装置に

より一定温度以上になった場合に停止させるもの、オイルクーラー（水冷、

空冷等）や低温液体又は気体内にコイル配管を挿入し、温度を低下させる

装置等がある。 

   （ｴ） 洗浄作業には、危険物を吹き付けて行うもの、液体に浸すもの、液体と

一緒にかく拌するものなどがあり、洗浄されるものは、原則としては非危

険物の固体に限られる。 

   （ｵ） 洗浄装置には、液面検出器、可燃性蒸気検知器又は不活性ガス注入装置

などの安全装置を設けるよう指導する。 

 

   ウ 焼入れ、放電加工機の一般取扱所 

（危政令第１９条第２項第２号、危省令第２８条の５４第２号、危省令第２８

条の５６） 

 ア(ｲ)（危省令第２８条の５６第２項第１号における場合）及び(ｳ)によるほ

か、次によること。 

   （ｱ） 指定数量の倍数が 10未満の施設については、危省令第２８条の５６第２

項若しくは第３項又は危政令第１９条第１項のいずれの基準を選択するこ

とができる。 

   （ｲ） 焼入れ装置には、加熱装置(炉)及び焼入れ槽が一体となったもの、分離し

ているものがあるが、いずれも本基準を適用することができる。 



 

   （ｳ） 放電加工機には、次に掲げる安全装置を設置するよう指導する。 

     ａ 液温検出装置 

 加工液の温度が設定温度（60℃以下）を超えた場合に、直ちに加工を停

止することができる装置 

     ｂ 液面検出装置 

 加工液の液面が設定位置（工作物上面から 50㎜）より低下した場合に、

直ちに加工を停止することができる装置 

     ｃ 異常加工検出装置 

 極間に炭化物が発生、成長した場合に、直ちに加工を停止することがで

きる装置 

     ｄ 自動消火装置 

 加工中における火災を熱感知器等により感知し、消火剤を放射する固

定式の消火装置 

   （ｴ） 危険物保安技術協会が実施した放電加工機の本体（安全装置を含む。）に

係る試験確認の適合品は、前(ｳ)に掲げる基準に適合しているものとする。 

 なお、確認済機種にあっては、概略図書類を添付することで足りるもの

であること。 

   エ ボイラー、バーナー等の一般取扱所 

（危政令第１９条第２項第３号、危省令第２８条の５４第３号、危省令第２８

条の５７） 

 ア(ｲ)（危省令第２８条の５７第２項第１号において準用する場合）、(ｳ)及

びイ(ｳ)によるほか、次によること。 

   （ｱ） 危省令第２８条の５４第３号に規定する「ボイラー、バーナーその他こ

れらに類する装置」にはディーゼル発電設備等が含まれる。 

 なお、航空機や自動車等のエンジンの性能試験等を行う装置は、これら

に該当せず、危政令第１９条第１項により規制すること。 

   （ｲ） 指定数量の倍数が 30未満の施設については、危省令第２８条の５７第２

項又は危政令第１９条第１項のいずれかの基準を、10未満の施設について

は、危省令第２８条の５７第２項、第３項若しくは第４項又は危政令第１

９条第１項のいずれの基準を選択することができる。 

   （ｳ） 危省令第２８条の５７第２項第２号に規定する「地震時及び停電時等の

緊急時に危険物の供給を自動的に遮断する装置」には、次の装置が該当す

るものであること。 

     ａ 対震安全装置 

 地震動を有効に検出し危険な状態となった場合に、危険物の供給を自動

的に遮断する装置で復帰方法は手動式であること。 



 

     ｂ 停電時安全装置 

 作動中に電源が遮断された場合に、危険物の供給を自動的に遮断する装

置で再通電された場合でも危険がない構造であること。 

     ｃ 炎監視装置 

 起動時にバーナーに着火しなかった場合、又は作動中に何らかの原因に

よりバーナーの炎が消えた場合に、危険物の供給を自動的に遮断する装置

で復帰方法は手動式であること。 

     ｄ からだき防止装置 

 ボイラーに水を入れないで運転した場合、又は給水が停止した場合に、

危険物の供給を自動的に遮断する装置であること。 

     ｅ 過熱防止装置 

 温度調節装置（平常運転時における温水、蒸気温度又は蒸気圧力を調節

できる装置）の機能の停止、又は異常燃焼等により過熱した場合に、危険

物の供給を自動的に遮断する装置で復帰方法は手動式であること。 

   （ｴ） 危険物を取り扱うタンクの周囲に設ける囲いの容量等は、第３「製造所」

５（20）オ(ｹ)bによること。 

   （ｵ） 同一建物内においてボイラー、バーナー等の一般取扱所のある室内以外

に設ける指定数量 1/5以上のタンクは、20号タンクの基準によること。た

だし、指定数量の 1/5未満の設備は、20号タンクに該当しないものである

こと。 

   （ｶ） 屋上に設置するボイラー、バーナー等の一般取扱所については、次によ

ること。 

 （危政令第１９条第２項、危省令第２８条の５４第３号、危省令第２８条の

５７第４項） 

     ａ 適用範囲 

     （a） 発電機、原動機、燃料タンク、制御装置及びこれらの附属装置（以

下「発電装置等」という。）で危険物（引火点 40℃以上の第四類の危

険物に限る。）を消費する一般取扱所で指定数量の倍数が 10未満のも

の。 

     （b） 基準に適合する場合には、複数の発電設備等の一般取扱所を設ける

ことができるものであること。 

     （c） 複数の許可施設とする場合、各々の発電装置等は一の許可施設単位

ごとに設置するものとし、一の発電装置等を複数の許可施設で共用す

ることはできないものであること。 

     ｂ 設備等 

     （a） 危省令第２８条の５７第４項第３号に規定するキュービクル式設備



 

（内蔵タンクを含む。）の流出防止の囲いは、キュービクル式設備の鋼

板等の外箱を代替とすることができる。 

     （b） ボイラー・バーナー等は、避難上支障のない位置に設けるよう指導す

る。 

     （c） ボイラー設備等の周囲にはフェンスを設けるなど、関係者以外の者

がみだりに出入りできないよう必要な措置を講ずるよう指導する。 

     ｃ 危険物を取り扱うタンク 

     （a） 屋外にあるタンクに雨覆い等を設ける場合には不燃材料とし、タン

クの周囲には、点検できる十分なスペースを確保すること。 

     （b） タンクには、危険物の過剰注入を防止するため、第３「製造所」５

（20）オ(ｺ)に準じた戻り配管等を設けるよう指導する。 

     （c） タンクの周囲に設ける囲いの容量は、同一の囲い内にある最大タン

クの全量又は危省令第１３条の３第２項第１号に規定する容量のい

ずれか大なる量とするよう指導する。 

     ｄ 配管 

 危険物配管は、危政令第９条第１項第２１号の規定によるほか、次によ

り指導する。 

     （a） 配管は、地震、建築物の構造等に応じて損傷しないよう緩衝装置を

設ける。 

     （b） 配管は、送油圧力や地震等に対して十分な強度を有するとともに、

切損等により危険物が漏えいした場合、すみやかに漏油を検出し、送

油を停止できる措置等を講じること。 

     （c） 配管の接合は、原則として溶接継手とし、電気、ガス配管とは十分

な距離を保つこと。 

     （d） 危険物の配管を新設又は改修する場合には、地下貯蔵タンクから 20

号タンク又は 20 号タンクからボイラーの間に流量計を設置するよう

に指導する。 

     ｅ 流出防止措置 

     （a） 流出油の拡散を防止するため、油吸着材等を備えるよう指導する。 

     （b） キュービクル式のもので油が外部に漏れない構造のものは、貯留設

備、油分離装置を省略することができる。 

     ｆ 採光及び照明 

 危省令第２８条の５７第４項第４号に規定する採光及び照明は、当該

設備の点検等において十分な明かりが採れる場合に限り、省略することが

できる。 

     ｇ 避雷設備 



 

 避雷設備は、指定数量の倍数が 10未満の場合にあっても設けるよう指

導する。 

     ｈ 消火設備 

 ボイラー・バーナー等を建築物の高さが 31ｍを超える場所に設置する

場合には、第３種の固定消火設備を設けるよう指導する。 

 なお、屋外に設置する消火設備は、専用の収納箱等に収めるなど腐食防

止措置を講じるように指導する。また、腐食しやすい環境にあるものは、

努めて蓄圧式とするように指導すること。 

 

 

     ｉ その他 

       異常燃焼等が発生した場合には、常時、人のいる場所に警報を発するこ

とができる設備を設けるよう指導する。 

   オ 充てんの一般取扱所 

（危政令第１９条第２項第４号、危省令第２８条の５４第４号、危省令第２８

条の５８） 

   （ｱ） 危険物を車両に固定されたタンクに注入するための設備（以下「充てん

設備」という。）と危険物を容器に詰め替えるための設備（以下「詰替え設

備」という。）とを兼用する場合には、危険物を取り扱う空地も兼用するこ

とができる。 

   （ｲ） 充てん設備の周囲に設ける空地及び詰替え設備の周囲に設ける空地に講

ずる滞留及び流出を防止する措置は、兼用することができる。 

   （ｳ） 詰替え設備の周囲に設ける空地では、車両に固定されたタンクに危険物

を注入することはできないものである。 

   （ｴ） 詰替え設備として固定された注油設備を設ける場合には、危省令第２５

条の２（第２号ハからヘまで及び第４号を除く。）に掲げる固定給油設備等

の構造基準の例によるよう指導する。 

   （ｵ） 詰替え設備には、ノズルや配管に急激な圧力がかかるのを防止するため

定流量器等を設けるよう指導する。 

   （ｶ） 当該施設には、専用の地下タンク貯蔵所を設置することができる。 

   カ 詰替えの一般取扱所 

（危政令第１９条第２項第５号、危省令第２８条の５４第５号、危省令第２８

条の５９） 

   （ｱ） 危険物の保有は、地下専用タンクに限られるものであること。 

   （ｲ） 危省令第２８条の５９第２項第５号において、地下専用タンクは、タン

ク室、二重殻タンク又は危険物の漏れを防止する構造により地盤面下に設



 

置するものであること。 

   （ｳ） 危省令第２８条の５９第２項第８号に規定する敷地境界線とは、一般取

扱所として許可を受けることとなる敷地の境界であり、設置者が所有等を

する隣地境界線とは異なること（第４－９図参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

（ｴ） 当該施設を耐火構造の建築物（製造所等以外の用途に供する自己所有の

建築物であって、一般取扱所の地盤面からの高さが２ｍ以下に開口部のな

いものに限る。）に接して設ける場合は、当該建築物の外壁を当該施設の塀

とみなすことができる。 

 なお、高さ２ｍを超える部分に設ける開口部には、防火設備を設けるこ

と。 

   （ｵ） 同一敷地内には、複数の当該施設を設けることができること。 

   （ｶ） その他 

     ａ 小口詰替え専用の一般取扱所として平成２年５月２２日以前に設置完

成している施設は、改めて詰替えの一般取扱所として許可を受ける必要

はなく、危政令第１９条第１項の一般取扱所（特例適用施設）として規制

される。 

     ｂ 小口詰替え専用の一般取扱所において、敷地の拡張、上屋の新設又は増

設、固定注油設備の増設等、施設の規模を大きくする場合には、原則とし

て、当該一般取扱所を危政令第１９条第２項第５号の一般取扱所に変更

しなければならないこと。 

   キ 油圧装置等以外では危険物を取り扱わない一般取扱所 

（危政令第１９条第２項第６号、危省令第２８条の５４第６号、危省令第２８

条の６０） 

 ア(ｳ)及びイ(ｳ)によるほか、次によること。 

   （ｱ） 指定数量の倍数が 50未満の施設については、危省令第２８条の６０第２

第４－９図 詰替えの一般取扱所 



 

項若しくは第３項又は危政令第１９条第１項のいずれの基準を、指定数量

の倍数が 30未満の施設については、危省令第２８条の６０第２項、第３項

若しくは第４項又は危政令第１９条第１項のいずれかの基準を選択するこ

とができる。 

   （ｲ） 油圧装置等に内蔵されているもの以外で指定数量の 1/5 以上の地下タン

クを除く別置タンクは 20号タンクに該当する。 

   ク 切削装置等を設置する一般取扱所 

（危政令第１９条第２項第７号、危省令第２８条の５４第７号、危省令第２８条の６

０の２） 

   （ｱ） 切削装置等には、旋盤、ボール盤、フライス盤、研削盤などの工作機械

があり、切削・研削油等の危険物を用いるものである。 

   （ｲ） 切削・研削油等は、工作機械で被工作物（金属製の棒や板等）の切削や

研削加工において、工具と被工作物、工具と切り屑との摩擦の低減（潤滑

油用）、冷却等などを行う場合に用いるものである。 

   （ｳ） ア(ｳ)及びイ(ｳ)によるほか、次によること。 

 指定数量の倍数が 30 未満の施設については、危省令第２８条の６０の

２第２項又は危政令第１９条第１項のいずれの基準を、指定数量の倍数が

10未満の施設については、危省令第２８条の６０の２第２項若しくは第３

項又は危政令第１９条第１項のいずれの基準を選択することができる。 

   ケ 熱媒体油循環装置を設置する一般取扱所 

（危政令第１９条第２項第８号、危省令第２８条の５４第８号、危省令第２８条の６

０の３） 

 ア(ｲ)（危省令第２８条の６０の３第２項における場合）、(ｳ)及びイ(ｳ)によ

るほか、次によること。 

   （ｱ） 危険物の体積膨張による危険物の漏えいを防止する構造にタンクを用い

る場合、指定数量の 1/5以上のタンクは、20号タンクに該当する。 

   （ｲ） 熱媒体油を引火点以上に加熱する場合には、第３種消火設備を設けるよ

う指導する。 

   コ 蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所 

  （危政令第１９条第２項第９号、危省令第２８条の５４第９号、危省令第２８条の

６０の４） 

 ア(ｲ)（危省令第２８条の６０の４第３項において準用する場合）及び(ｳ)に

よるほか、次によること。 

   （ｱ） 指定数量の倍数が 10未満の施設については、危省令第２８条の６０の４

第３項若しくは第４項又は危政令第１９条第１項のいずれの基準を選択す

ることができる。 



 

（ｲ） 屋上に設置する蓄電池設備の一般取扱所については、エ(ｶ)の規定を準用

する。 

サ その他 

   （ｱ） 高層建築物の区画室等に一般取扱所を設ける場合（屋上に設ける一般取

扱所を除く。）の避雷設備にあっては、JIS A 4201－1992「建築物等の避雷

設備（避雷針）」に規定する「３．２ 鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨

鉄筋コンクリート造の被保護物に対する避雷設備」の基準により設置する

ことができる。 

   （ｲ） 他用途区画を貫通する配管、電線、給排気ダクト等は、埋め戻し等の措

置を行うこと。 

 (3) 複数の異なった取扱形態を有する一般取扱所 

   ア (ｱ)ａから g までに掲げる危険物の取扱形態のみを複数有する一般取扱所で

あって、(ｲ)及び(ｳ)に適合し、かつ、イ(ｱ)から(ｼ)までに適合するものは、危

政令第１９条第１項において準用する危政令第９条第１項第１号、第２号及び

第４号から第１１号までの規定（(ｱ)e 及び f に掲げる取扱形態のみの一般取

扱所にあっては第１８号及び第１９号の規定を含む。）を適用しないことがで

きる。 

   （ｱ） 危険物の取扱形態 

     ａ 塗装、印刷又は塗布のために危険物〔第二類の危険物又は第四類の危険

物（特殊引火物を除く。）に限る。〕を取り扱う形態 

     ｂ 洗浄のために危険物（引火点が 40℃以上の第四類の危険物に限る。）を

取り扱う形態 

     ｃ 焼入れ又は放電加工のために危険物（引火点が 70℃以上の第四類の危

険物に限る。）を取り扱う形態 

     ｄ ボイラー・バーナーその他これらに類する装置で危険物（引火点 40℃

以上の第四類の危険物に限る。）を消費する取扱形態 

     ｅ 危険物を用いた油圧装置又は潤滑油循環装置（高引火点危険物のみを

100℃未満の温度で取り扱うものに限る。）で消費する危険物の取扱形態 

     ｆ 切削油として危険物を用いた切削装置、研削装置又はこれらに類する装

置（高引火点危険物のみを 100℃未満の温度で取り扱うものに限る。）に

よる危険物の取扱形態 

     ｇ 危険物以外の物を加熱するために危険物（高引火点危険物に限る。）を

用いた熱媒体油循環装置による危険物の取扱形態 

   （ｲ） 建築物に設けられたものであること。 

   （ｳ） 指定数量の倍数が 30未満であること（３(5)参照）。 

   イ 位置、構造及び設備 



 

   （ｱ） 建築物の一般取扱所の用に供する部分は、地階を有しないものであるこ

と（ア(ｱ)ｄ及び e に掲げる危険物の取扱形態のみを有する場合を除く。）。 

   （ｲ） 建築物の一般取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床及びはりを耐火構

造とすること。 

   （ｳ） 一般取扱所の用に供する部分には、出入口以外の開口部を有しない厚さ

70 ㎜以上の鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の強度を有する構造

の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること（前ア(ｱ)

ｅ及びｆに掲げる危険物の取扱形態のみを有する場合を除く。）。 

   （ｴ） 建築物の一般取扱所の用に供する部分は、屋根（上階がある場合にあっ

ては上階の床）を耐火構造とすること。ただし、ア(ｱ)ａ又はｂに掲げる危

険物の取扱形態を有しない場合にあっては、屋根を不燃材料で造ることが

できる。 

   （ｵ） ア(ｱ)ｄに掲げる危険物の取扱形態を有する場合にあっては、危険物を取

り扱うタンクの容量の総計を指定数量未満とすること。 

   （ｶ） 危険物を取り扱うタンク（容量が指定数量の 1/5未満のものを除く。）の

周囲には、第３．５（20）オ(ｹ)ｂによる措置をするよう指導する。ただし、

ア(ｱ)ｅ及びｆに掲げる危険物の取扱形態のみを有する場合にあっては、建

築物の一般取扱所の用に供する部分のしきいを高くすることにより囲いに

代えることができる。 

   （ｷ） 建築物の一般取扱所の用に供する部分には、ア(ｱ)ｃに掲げる危険物の取

扱形態により取り扱われる危険物が危険な温度に達するまでに警報するこ

とができる装置を設けること。 

   （ｸ） 危険物を加熱する設備（ア(ｱ)ｂ又はｇの危険物の取扱形態を有する設備

に係わるものに限る。）には、危険物の過熱を防止することができる装置を

設けること。 

   （ｹ） ア(ｱ)ｇの危険物の取扱形態を有する設備は、危険物の体積膨張による危

険物の漏えいを防止することができる構造のものとすること。 

   （ｺ） 可燃性の蒸気又は微粉（霧状の危険物を含む。以下同じ。）を放散するお

それのある設備と火花又は高熱等を生じる設備を併設しないこと。ただし、

放散された可燃性の蒸気又は微粉が滞留するおそれがない場所に火花又は

高熱等を生じる設備を設置する場合はこの限りでない。 

   （ｻ） 危省令第３３条第１項第１号に該当する一般取扱所以外の一般取扱所に

は、危省令第３４条第２項第１号の規定の例により消火設備を設けること。

ただし、第１種、第２種、第３種のいずれかの消火設備を当該一般取扱所

に設ける場合は、当該設備の放射能力範囲内の部分について第４種の消火

設備を設けないことができる。 



 

   （ｼ） 危省令第２８条の５５第２項第３号から第８号まで及び危省令第２８条

の５７第２項第２号の基準に適合するものであること。 

 (4) 危政令第１９条第２項各号以外の取扱形態を有する一般取扱所 

 前(3)に掲げられた取扱形態の一般取扱所以外にも、危政令第１９条第２項各号

と同等の安全性を有すると判断される一般取扱所については、同条第２項の基準

の特例（第４号及び第５号に係るものを除く。）と同等の基準により、室内に当該

一般取扱所を設置することができることもある。 

(5) 高引火点危険物の一般取扱所 

 （危政令第１９条第３項、危省令第２８条の６１、危省令第２８条の６２） 

   ア 高引火点危険物のみを 100℃未満で取り扱う一般取扱所は、危政令第１９条

第１項又は危政令第１９条第２項（充てんの一般取扱所に係る基準に限る。）

のいずれの基準に対してもこの特例を適用することができる。 

   イ 危省令第３３条第２項第１号ただし書による著しく消火困難となる高引火

点危険物の一般取扱所に、建築物又はその他の工作物に係る部分の消火設備

として第１種の屋内消火栓設備を設置する場合は、施行令第１１条に規定す

る屋内消火栓設備の基準の例により設置することができる。 

(6) 危険物施設におけるオフィス家具等の転倒・落下防止措置について 

  危険物施設においては、オフィス家具等の転倒落下防止措置を講じるように指導

する。この場合、講じる対象の具体例としては、次がある。 

  ア 一棟規制の製造所等に併設されている事務所内にある書棚や机等 

  イ 給油取扱所の事務所内に設置されている自動販売機等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

第５ 屋内貯蔵所 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第５ 屋内貯蔵所（危政令第１０条） 

 

 

１ 技術基準の適用 

 屋内貯蔵所は、貯蔵する危険物の種類、数量、貯蔵形態等に応じ、技術上の基準の

適用が法令上、次のように区分される。 

 

 

区 分 危 政 令 危 省 令 

平家建の独立専用建築

物 

 10 Ⅰ １４ 

 火薬類 10 Ⅰ ＋ 41 ７２ 

 高引火点危険物 10 Ⅰ ＋ Ⅴ １６の２の４ 

 指定過酸化物 10 Ⅰ ＋ Ⅶ １６の３・１６の４ 

 アルキルアルミニウム

等 

10 Ⅰ ＋ Ⅶ １６の５・１６の６ 

 ヒドロキシルアミン等 10 Ⅰ ＋ Ⅶ １６の５・１６の７ 

 特定屋内貯蔵所 10 Ⅰ ＋ Ⅳ １６の２の３ 

 高引火点危険物 10 Ⅰ ＋ Ⅳ ＋ Ⅴ １６の２の６ 

ヒドロキシルアミン等 10 Ⅰ ＋ Ⅳ ＋ Ⅶ １６の５・１６の７ 

平家建以外の独立専用建築物 10 Ⅱ  

 高引火点危険物 10 Ⅱ ＋ Ⅴ １６の２の５ 

他用途を有する建築物に設置する

もの 

10 Ⅲ  

 ヒドロキシルアミン等 10 Ⅲ＋ Ⅵ １６の５・１６の７ 

  注 算用数字は条、ローマ数字は項を表している。 

 

２ 位置、構造及び設備の基準 

 (1) 平家建の屋内貯蔵所（危政令第１０条第１項） 

   ア 保安距離 

 第３「製造所」の例（第３．５(1)カを除く。）によること。 

   イ 保有空地 

 第３「製造所」の例（第３．５(2)カ及びキを除く。）によること。 

第５－１表 各種の屋内貯蔵所に適用される基準 



 

   ウ 標識、掲示板 

 第３「製造所」の例によること。 

   エ 延焼のおそれのある外壁 

 第３「製造所」の例によること。 

   オ 水が浸入しない構造 

 危政令第１０条第１項第１０号に規定する「水が浸入し、又は浸透しない構

造」とは、床を周囲の地盤面より高くする等をいうものであること。 

   カ 危険物が浸透しない構造 

 危政令第１０条第１項第１１号に規定する「危険物が浸透しない構造」は、

第３「製造所」の例によること。 

   キ 架台の構造 

     架台の耐震対策は次に掲げるとおりとする。ただし、高さが２．５ｍ以下の

市販の鋼 

製ラック等で、アンカーボルト等で強固に固定されている場合は、耐震計算を

不要とす 

ることができる。 

    （ｱ） 架台は、地震時の荷重に対して座屈及び転倒を生じない構造とするこ

と。この場合、設計水平震度（Ｋｈ）は、静的震度法により、Ｋｈ＝0.15・

ｖ１・ｖ２とすること。 

 また、設計鉛直震度は設計水平震度の 1/2とすること。ただし、高さが

６ｍ以上の架台にあっては応答を考慮し、架台の各段の設計水平震度（Ｋ

ｈ(ｉ)）は、修正震度法により、Ｋｈ(ｉ)＝0.15・ｖ１・ｖ２・ｖ３（ｉ）とするこ

と。 

 なお、高層倉庫等で架台が建屋と一体構造となっているものについては、

建基法によることができること。 

 ｖ１ ：地域別補正係数（1.00とすること。） 

 ｖ２ ：地盤別補正係数（地盤調査等の結果から告示第４条の２０第２項

第１号の「地盤の区分」が確認できない場合は、2.00 とすること。） 

 ｖ３（ｉ）：高さ方向の震度分布係数 

 

 ｖ３（ｉ）＝    （Σ
ｎ

Ｗj）×Ａｉ－（Σ
ｎ

Ｗj）×Ａｉ＋１ 

 

 ただし、ｉ＝ｎの場合、中カッコ内は第１項のみとする。 

 Ｗｉ ：ｉ段の固定荷重と積載荷重の和 

 ｎ  ：架台の段数 

１ 

Ｗ

ｉ 

j＝i＋１ j＝i 



 

 Ａｉ ：各段の設計水平震度の分布係数 

なお、Ａｉ＝１＋（１／αｉ－αｉ）２Ｔ／（１＋３Ｔ） 

 ａｉ ：架台のＡｉを算出しようとする第ｉ段の固定荷重と積載荷重の和

を当該架台の全固定荷重と全積載荷重の和で除した数値 

 Ｔ  ：架台の設計用一次固有周期で、次の式により求めた値〔秒〕 

Ｔ＝0.03ｈ 

 ｈ  ：架台の全高さ〔ｍ〕 

架台の固有値解析を行った場合は、その値を用いることができる。 

    （ｲ） 危省令第１６条の２の２第１項第３号に規定する「容器が容易に落下

しない措置」とは、地震動等による落下を防止するため、不燃材料ででき

た柵等を設けることをいうものであること。 

   ク 採光、照明設備 

 危政令第１０条第１項第１２号に規定する「必要な採光、照明」は、第３「製

造所」の例によること。 

   ケ 換気及び排出設備 

 危政令第１０条第１項第１２号に規定する「換気の設備」及び「排出する設

備」は、第１７「換気設備等」の例によること。 

   コ 避雷設備 

 危政令第１０条第１項第１４号及び危省令第１６条の２第３号に規定する

「周囲の状況によって安全上支障がない場合」は、第３「製造所」の例による

こと。 

   サ 庇及び荷役場所 

 貨物自動車による危険物の積み下ろし用に、庇や荷役場所を設けることは認

められる。 

この場合、庇下や荷役場所は屋内貯蔵所の一部として規制される。 

 (2) 屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設ける屋内貯蔵所

（危政令第１０条第３項） 

   ア 危政令第１０条第３項に規定する技術上の基準を満たした屋内貯蔵所は、同

一の階において隣接しないで設ける場合に限り、１の建築物に２以上設置する

ことができること。 

   イ 危政令第１０条第３項第４号に規定する「これと同等以上の強度を有する構

造」には、平成１２年建設省告示第 1399号第１号の１のトに適合する壁（75

㎜以上の軽量気泡コンクリート製パネル）も含まれるものであること。 

   ウ 危政令第１０条第３項に規定する技術上の基準を満たした屋内貯蔵所は、建

築物の当該屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分の用途は問わないもので

あること。 

√ 



 

   エ 危政令第１０条第３項第５号に規定する「出入口」は、屋外に面していなく

てもよいものであること。 

 (3) タンクコンテナによる危険物の貯蔵 

   ア 基本事項 

   （ｱ） 次のイ、ウに示す方法により危険物をタンクコンテナに収納する場合は、

構造的安全性等を鑑み火災予防上安全であると認め、危省令第３９条の３

第１項ただし書き後段により当該貯蔵が認められること。 

   （ｲ） タンクコンテナは、危政令第１５条第２項に規定する積載式移動タンク

貯蔵所の基準のうち構造及び設備の技術上の基準に適合する（タンク検査

済証が貼付されているもの。）移動貯蔵タンク及び国際輸送用積載式移動タ

ンク貯蔵所に積載するタンクコンテナ（ＩＭＯ表示板が貼付されているも

の）とすること。 

   イ 位置、構造及び設備の基準 

   （ｱ） アルキルアルミニウム等以外の危険物の場合 

 アルキルアルミニウム等（危省令第６条の２の８に規定する「アルキル

アルミニウム等」をいう。以下同じ。）以外の危険物（危省令第１６条の３

に規定する「指定過酸化物」を除く。以下同じ。）をタンクコンテナに収納

して貯蔵する場合の当該屋内貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準、

消火設備の技術上の基準並びに警報設備の技術上の基準は、危政令第１０

条（第６項を除く。）、第２０条及び第２１条の規定の例によること。 

   （ｲ） アルキルアルミニウム等の場合 

 タンクコンテナに収納したアルキルアルミニウム等を貯蔵する屋内貯

蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準、消火設備の技術上の基準並び

に警報設備の技術上の基準は、危政令第１０条第１項（第８号及び第１１

号の２を除く。）、第６項、第２０条（第１項第１号を除く。）及び第２１条

の規定の例によるほか、アルキルアルミニウム等の火災の危険性及び適切

な消火方法を鑑み、次によること（第５－１図参照）。 
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     ａ 貯蔵倉庫の出入口には特定防火設備を設け、外壁には窓を設けないこ

と。 

 なお、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、自閉式の特定防火

設備が設けられていること。 

     ｂ アルキルアルミニウム等を収納したタンクコンテナは、架台を設けず、

直接床に置くものであること。 

     ｃ 危省令第１６条の６第２項に定める漏えい範囲を局限化するための設

備及び漏れたアルキルアルミニウム等を安全な場所に設けられた槽に導

入することのできる設備は、次によること。 

     （a） 槽は雨水等の浸入しない構造とし、貯蔵倉庫から槽までは暗きょで

接続すること。 

     （b） 槽の容量は、容量が最大となるタンクコンテナの容量以上とするこ

と。 

     （c） 槽は出入口に面する場所以外の安全な場所に設けるとともに、槽の周

囲には当該貯蔵倉庫が保有することとされる幅の空地を確保するこ

と。 

 ただし、槽と貯蔵倉庫を隣接して設置する場合の槽と貯蔵倉庫間の

空地については、この限りではない。 

     （d） 貯蔵倉庫の床には傾斜をつけ、漏れたアルキルアルミニウム等を槽

に導くための溝を設けること。 

   ｄ タンクコンテナに収納したアルキルアルミニウム等を貯蔵する屋内貯蔵所

で危省令第３３条第１項に該当するものにあっては、危省令第３３条第２項

の規定にかかわらず、炭酸水素塩類等の消火粉末を放射する第４種の消火設

備をその消火能力範囲が槽及び危険物を包含するように設けるとともに、次

の所要単位の数値に達する能力単位の数値の第５種消火設備を設けるもので

あること。 

     （a） 指定数量の倍数が最大となる一のタンクコンテナに収納した危険物

第５－１図 アルキルアルミニウム等をタンクコンテナに収納して貯蔵する屋内貯蔵

所 



 

の所要単位の数値 

     （b） 当該貯蔵所の建築物の所要単位の数値 

   ウ 貯蔵及び取扱いの基準 

 危険物をタンクコンテナに収納して屋内貯蔵所に貯蔵する場合の貯蔵及び

取扱いの技術上の基準は、危政令第２４条、第２５条及び第２６条（第１項第

３号、第３号の２、第４号から第６号まで及び第７号から第１２号までを除

く。）の規定の例によるほか、次によるものであること。 

 この場合、「容器」を「タンクコンテナ」と読み替えるものとすること。 

   （ｱ） アルキルアルミニウム等以外の危険物の貯蔵及び取扱いの基準 

     ａ タンクコンテナに収納して屋内貯蔵所に貯蔵することができる危険物

は、指定過酸化物以外の危険物とすること。 

     ｂ 危険物をタンクコンテナに収納し貯蔵する場合は、貯蔵倉庫の１階部分

で行うこと。 

     ｃ タンクコンテナと壁との間及びタンクコンテナ相互間には漏れ等の点

検ができる間隔を保つこと。 

     ｄ タンクコンテナの積み重ねは２段までとし、かつ、床面から上段のタン

クコンテナ頂部までの高さは、６ｍ未満とすること。 

 なお、箱枠に収納されていないタンクコンテナは積み重ねないこと。 

     ｅ タンクコンテナにあっては、危険物の払い出し及び受け入れは行わない

こととし、マンホール、注入口、計量口、弁等は閉鎖しておくこと。 

     ｆ タンクコンテナ及び安全装置並びにその他の附属の配管は、さけめ、結

合不良、極端な変形等による漏れが起こらないようにすること。 

     ｇ タンクコンテナに収納した危険物と容器に収納した危険物を同一の貯

蔵室において貯蔵する場合は、それぞれ取りまとめて貯蔵するとともに、

相互に１ｍ以上の間隔を保つこと。 

 なお、当該タンクコンテナを積み重ねる場合は、当該タンクコンテナ

と容器との間に、床面から上段のタンクコンテナ頂部までの高さ以上の

間隔を保つこと。 

   （ｲ） アルキルアルミニウム等の貯蔵及び取扱いの基準 

 前（ｱ）ｃ、ｅ及びｆによるほか、次によるものであること。 

     ａ アルキルアルミニウム等をタンクコンテナに収納して貯蔵する屋内貯

蔵所においては、アルキルアルミニウム等以外の危険物を貯蔵し、又は

取り扱わないこと。 

 ただし、第四類の危険物のうちアルキルアルミニウム又はアルキルリ

チウムのいずれかを含有するものを貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限

りではない。 



 

     ｂ アルキルアルミニウム等を収納したタンクコンテナ（第四類の危険物の

うちアルキルアルミニウム又はアルキルリチウムのいずれかを含有する

ものを同時に貯蔵する場合にあっては、当該タンクコンテナを含む。）の

容量の総計は、指定数量の 1,000倍以下とすること。 

 ただし、開口部を有しない厚さ 70 ㎜以上の鉄筋コンクリート造又はこ

れと同等以上の強度を有する構造の壁で当該貯蔵所の他の部分と区画さ

れたものにあっては、一区画ごとにタンクコンテナの容量の総計を指定数

量の 1,000 倍以下とすることができること。 

     ｃ タンクコンテナは積み重ねないこと。 

     ｄ タンクコンテナに収納したアルキルアルミニウム等と容器に収納した

アルキルアルミニウム等は、同一の貯蔵所（ｂのただし書きの壁で完全に

区画された室が２以上ある貯蔵所においては、同一の室）において貯蔵し

ないこと。 

     ｅ 漏れたアルキルアルミニウム等を導入するための槽に滞水がないこと

を、１日１回以上確認すること。ただし、滞水を検知し警報することがで

きる装置が設けられている場合はこの限りではない。 

     ｆ アルキルアルミニウム等をタンクコンテナに収納して貯蔵する場合は、

危省令第４０条の２の４第２項に規定する用具を備え付けておくこと。 

   （ｳ） (3)ウ（ｱ）ｇにあっては、それぞれの貯蔵場所をライン等により明確に

区分するよう指導する。 

   （ｴ） (3)ウ（ｲ）eにあっては、常時、滞水を検知し警報することができる装置

等により行うよう指導する。 

   エ アルキルアルミニウム等を収納したタンクコンテナを除くタンクコンテナ

については、トレーラーを補助脚により固定した場合に限り、トレーラーにタ

ンクコンテナを積載したままの状態で貯蔵することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

第６ 屋外タンク貯蔵所 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第６ 屋外タンク貯蔵所（危政令第１１条） 

 

 

１ 許可数量の算定 

 タンクの内容積を計算する方法は、次によること。 

 (1) タンクの内容積として計算する部分 

   ア 固定屋根を有するタンクの場合 

 固定屋根を除いた部分 

 ただし、縦置円筒型タンクで、機能上屋根を放爆構造にできない圧力タンク

については、屋根の部分も容量計算に含めるよう指導する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   イ ア以外のタンクの場合 

 タンク全体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 内容積の算定方法 

 内容積の算定方法は、次の方法があること。 

   ア タンクを胴・鏡板等に分けて、各部分の形状に応じた計算方法により計算し、

合計する方法 

   イ タンクの形状に応じた内側寸法による方法（「危険物の規制に関する規則の

一部を改正する省令」（平成１３年３月３０日総務省令第４５号）の改正前の



 

規則第２条第１号イ及びロ並びに第２号イの計算による方法） 

 

   （ｱ） だ円型のタンクの場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （ｲ） 横置きの円筒型のタンク 

 

 

 

 

 

 

 

   ウ ＣＡＤ（コンピューターによる設計）等により計算された値による方法 

   エ 実測値による方法 
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２ 技術基準の適用 

 屋外タンク貯蔵所は、貯蔵する危険物の種類及び貯蔵形態等に応じ、技術上の基準

の適用が法令上次のように区分される。 

 

 

区 分 危 政 令 危 省 令 

屋外タンク貯蔵所  11 Ⅰ － 

 高引火点危険物 11 Ⅰ ＋ Ⅲ 22の 2 の 3 

 アルキルアルミニウム

等 

11 Ⅰ ＋ Ⅳ 22の 2 の 4・22の 2の 5 

 アセトアルデヒド等 11 Ⅰ ＋ Ⅳ 22の 2 の 4・22の 2の 6 

 ヒドロキシルアミン等 11 Ⅰ ＋ Ⅳ 22の 2 の 4・22の 2の 7 

 岩盤タンク 11 Ⅰ ＋ Ⅴ 22の 2 の 8・22の 3 

特殊液体危険物タンク（地中タ

ンク） 

11 Ⅰ ＋ Ⅴ 22の 2 の 8・22の 3の 2 

特殊液体危険物タンク（海上タ

ンク） 

11 Ⅰ ＋ Ⅴ 22の 2 の 8・22の 3の 3 

  注 算用数字は条、ローマ数字は項を表している。 

 

３ 位置、構造及び設備の基準 

 (1) 500kL未満の屋外タンク貯蔵所 

   ア 保安距離 

 危政令第１１条第１項第１号に規定する「保安距離」の起算点は、屋外タン

クの側板からとするほか、第３「製造所」の例（保安距離の特例に係る部分第

３．５(1)カを除く。）によること。 

   イ 敷地内距離 

 危省令第１９条の２第２号の規定は、次によること。 

   （ｱ） 「地形上火災が生じた場合においても延焼のおそれが少ない」（危省令第

１９条の２第２号）場合及び「敷地境界線の外縁に、危告示第４条の２の

２で定める施設が存在する」（危省令第１９条の２第４号）場合には、何ら

の措置を講じなくても、市町村長等が定めた距離とすることができる。 

   （ｲ） 「敷地境界線の外縁に、告示で定める施設」として危告示第４条の２の

第６－１表 各種の屋外タンク貯蔵所に適用される基準 



 

２第３号に規定される道路のうち、当該屋外タンク貯蔵所の存する事業所

の敷地の周囲に存する道路の状況から避難路が確保されていないと判断さ

れるものにあっては該当しないものとする。 

   （ｳ） （ｱ）において、「地形上火災が生じた場合においても延焼のおそれが少

ない」ものとしては、屋外タンク貯蔵所の存する事業所の敷地に隣接して

次のいずれかのものが存在する場合等であること。 

 なお、これらのものが２以上連続して存する場合も同様であること。 

     ａ 海、湖沼、河川又は水路 

     ｂ 工業専用地域内の原野 

     ｃ 工業専用地域となることが確実である埋め立て中の土地 

   ウ 保有空地 

 危政令第１１条第１項第２号に規定する「保有空地」は、第３「製造所」の

例によること。 

   エ 標識・掲示板 

   （ｱ） 危政令第１１条第１項第３号に規定する「標識、掲示板」は、第３「製造

所」の例による。ただし、側板に直接表示することは、認められない。 

   （ｲ） タンク群にあっては、次によることができるものであること。 

     ａ 標識は、タンク群ごとに１枚とすることができる。 

     ｂ タンク群における標識及び掲示板は、見やすい箇所に一括して設けるこ

とができる。ただし、この場合、掲示板と各タンクが対比できるような措

置を講じること。 

   オ タンク構造 

   （ｱ） タンクの材料 

 危政令第１１条第１項第４号に規定する「3.2 ㎜以上の鋼板」には、危

省令第２０条の５第１号に規定する鋼板又はこれと同等以上の機械的性質

を有する鋼板も含まれること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （ｲ） 圧力タンクの範囲及び水圧試験 

     ａ 危政令第１１条第１項第４号に規定する「圧力タンク」とは、最大常用

JIS G  3101  一般構造用圧延鋼材のＳＳ４００ 

         3106  溶接構造用圧延鋼材のＳＭ４００Ｃ 

         3114  溶接構造用耐侯性熱間圧延鋼材のＳＭＡ４００ 

         3115  圧力容器用鋼板のＳＰＶ４９０ 

         4304及び 4305  ステンレス鋼板のＳＵＳ３０４、ＳＵＳ３１６ 

使用できる鋼板の例 



 

圧力が正圧又は負圧で概ね５kpaを超えるものをいう。 

     ｂ 負圧タンクは、当該タンクの使用時における負圧に対する安全性を検討

した計算書を確認する。 

     ｃ 負圧タンクの水圧試験は、最大常用圧力の絶対値の 1.5 倍の圧力で 10

分間行う方法とすることができる。 

 なお、負圧試験の結果については、資料等で確認する。 

   カ 沈下測定 

 水張試験又は定期点検等においてタンクの沈下測定を行い、不等沈下量が

当該タンク直径の 1/50以上であった場合は、基礎の修正を行うよう指導する。 

   キ 耐震・耐風圧構造 

 屋外貯蔵タンクが危政令第１１条第１項第５号に規定する「地震及び風圧に

耐えることができる構造」の確認は、次の計算例を参考に行うこと。 

 

＜容量 500kL未満の屋外貯蔵タンクの耐震及び耐風圧構造計算例＞ 

※(1) タンク構造（円筒型、コーンルーフ） 

   タンクの容量          ：460〔kL〕 

   タンク内径（Ｄ）       ：7.9〔ｍ〕 

   タンク高さ（Ｈ）       ：10.27〔ｍ〕 

   屋根の高さ（Ｈ１）      ：0.43〔ｍ〕 

   地盤面からのタンク高さ（Ｈ‘）：10.77〔ｍ〕 

   液面高さ（ｈ）         ：9.4〔ｍ〕 

   底板・側板の板厚       ：6.0〔mm〕 

   屋根板の板厚         ：4.5〔mm〕 

   鋼材の比重           ：7.85 

 

(2) 計算条件 

  貯蔵する危険物      ：重油（比重０．９３） 

  設計水平震度（Ｋｈ）   ：0.3 

  設計鉛直震度（ＫＶ）    ：0.15 

  風力係数（ｋ）      ：0.7 

  タンク底板と基礎上面との間の摩擦係数（μ）：0.5 

  風荷重         ：危告示第４条の１９第１項により算出したもの 

 

(3) 自重の計算 

  タンクの自重をＷＴ、危険物の物量をＷＬとする。 

   ＷＴ  ＝（底板）＋（側板）＋（屋根板）＋（屋根骨）＋（付属品） 

Ｄ 
ｈ 

Ｈ Ｈ‘ 

Ｈ１ 

Ｇ.Ｌ. 



 

      ＝（2.3＋11.0＋1.5＋0.4＋1.2）10３〔ｋｇ〕×9.8〔ｍ・ｓ－２〕＝160.7〔ｋ

Ｎ〕 

    ＷＬ  ＝（460×10３×0.93）〔ｋｇ〕9.8〔ｍ・ｓ－２〕＝4192.4〔ｋＮ〕 

 

(4) 転倒の検討 

 ア 地震時（満液時） 

    転倒モーメント＝（ＷＴ×Ｋｈ×     ）＋（ＷＬ×Ｋｈ×  ） 

 

           ＝（160.7×0.3×      ）＋（4192.4×0.3×   ） 

 

           ＝6169.2〔ｋＮ・ｍ〕 

 

    抵抗モーメント＝（ＷＴ＋ＷＬ）×（１－ＫＶ）× 

 

           ＝（160.7＋4192.4）×（１－0.15）×   ＝14615.5〔ｋＮ・

ｍ〕 

 

   抵抗モーメント＞転倒モーメントとなるので転倒しないものと考えられる。 

 

 イ 風圧時（空液時） 

   風圧力をＰＷとする。 

   ＰＷ ＝（風荷重）×（タンクの垂直断面積） 

     ＝（0.588×ｋ Ｈ’×（タンクの垂直断面積） 

     ＝（0.588×0.7× 10.77 ）×（ 7.9×10.27 +       ）＝111.9〔ｋ

Ｎ〕 

 

   転倒モーメント＝ＰＷ × 

 

          ＝111.9×      ＝598.7〔ｋＮ・ｍ〕 

 

   抵抗モーメント＝ＷＴ× 

 

          ＝160.7×   ＝634.8〔ｋＮ・ｍ〕 

 

  抵抗モーメント＞転倒モーメントとなるので転倒しないものと考えられる。 

 

Ｈ＋Ｈ１ 

２ 

ｈ 

２ 

10.27＋0.43 

２ 

9.4 

２ 

Ｄ 

２ 

7.9 

２ 

7.9×0.43 

２ 

Ｈ＋Ｈ１ 

２ 

10.27×0.43 

２ 

Ｄ 

２ 

7.9 

２ 



 

(5) 滑動の検討 

 ア 地震時 

    μ（１－ＫＶ）＝0.5×（１－0.15）＝0.425 

    Ｋｈ＝0.3 

    μ（１－ＫＶ）＞Ｋｈとなるので、空液時及び満液時とも滑動しないものと考え

られる。 

 イ 風圧時（空液時） 

    滑動力＝ＰＷ＝111.9〔ｋＮ〕 

    抵抗力＝ＷＴ×μ＝160.7×0.5＝80.4〔ｋＮ〕 

   抵抗力＜滑動力となるので、このタンクは強風が予想されるときに空液としては

ならない。 

   この場合、タンクの滑動を防止するために必要な貯蔵危険物の液面高さｈ’は、

次のようになる。 

 

   ｈ’＝ 

 

 

     ＝ 

 

 

   ク 支柱の耐火性能 

 危政令第１１条第１項第５号の「支柱」とは、貯蔵タンクの下方に設けられ

る柱をいい、当該支柱の構造は、危政令で例示するもの以外に、鉄骨を次に掲

げる材料で覆ったものがある。 

   （ｱ） 塗厚さが４㎝（計量骨材を用いたものについては３㎝）以上の鉄網モル

タル 

   （ｲ） 厚さが５㎝（軽量骨材を用いたものについては４㎝）以上のコンクリート

ブロック 

   （ｳ） 厚さが５㎝以上のれんが又は石 

   ケ 放爆構造 

 危政令第１１条第１項第６号に規定する「内部のガス又は蒸気を上部に放出

することができる構造」には、次のような方法がある。 

   （ｱ） 縦置型タンク 

     ａ 屋根板を側板より薄くし、補強材等を接合していないもの 

     ｂ 屋根坂と側板の接合を側板相互及び側板と底部の接合より弱く（片面溶

接等）したもの 

（滑動力）－（抵抗力） 

（タンク底面積）×（貯蔵危険物の単位体積重量）×μ 

7.9 

２ 
×π ×0.93×0.5 

111.9－80.4 

2 
＝ 1.4 〔 ｍ 〕

 

 ＝1.4〔ｍ〕 
２ 



 

   （ｲ） 横置型タンク 

 異常上昇内圧を放出するため、十分な放出面積を有する局部的な弱い接

合部分を設けたもの 

   コ 外面塗装 

 危政令第１１条第１項第７号に規定する「さびどめのための塗装」は、ステ

ンレスタンク等腐食し難い材料で造られているタンクについては省略するこ

とができる。 

   サ 底板の外面防食措置 

 危省令第２１条の２第１号に規定する防食措置は、次のとおりとする。 

（ｱ）アスファルトサンド等とは、アスファルトサンド又はアスファルトモルタ

ル等をい 

  い（オイルサンドは含まない。）、厚さ 50 ミリメートル以上敷いたものとす

る。 

（ｲ）（ｱ）に定めるアスファルトサンド等は、次によること。 

  a アスファルト（JISK2207 に定めるストレートアスファルト（種類 60～

100）又は 

   ブローンアスファルト（種類 10～40）と、腐食を助長させるような物質を

含まない 

骨材（良質砂）及び石灰石等を微粉砕した石粉（粒度が、0.074ミリメー

トルのふ 

るいで通過率 75パーセント以上のもの）を配合したものであること。 

     b aの配合については、アスファルトの骨材に対する重量比は、7.5パーセ

ントから 

      11パーセントまでとし、石粉に対する重量比は、0.6から 1.8までとする

こと。 

       なお、次表に１平方メートルあたり厚さ 50 ミリメートルのアスファル

トサンド 

等を施工する例を示す。 

 

 

 

 

         区 分 

配 合 物 質 
アスファルトサンド アスファルトモルタル 

ストレートアスファルト 

（種類 60～80：単位キログラ
７．６５ ８．５０ 



 

ム） 

骨材 

（良質砂：単位立方メートル） 
０．０５ ０．０５ 

石粉 

（単位キログラム） 
５．１０ ９．７５ 

     c 十分に締め固められた基礎地盤面上に、硬化前に転圧し、仕上げること。 

   シ 雨水浸入防止措置 

 タンク底部のアニュラ板等外側張出し部近傍からタンク底部の下へ雨水が

浸入するのを防止するための措置（以下「雨水浸入防止措置」という。）は、

次による方法又はこれと同等以上の効果を有する方法により行うこと（第６

－１図その１及びその２参照）。 

   （ｱ） 犬走り部の被覆は、次によること。 

     ａ 被覆幅は、使用材料の特性に応じ、雨水の浸入を有効に防止することが

できる幅とする。 

     ｂ 被覆は、犬走り表面の保護措置の上部に行う。 

   （ｲ） 被覆材料は、防水性を有するとともに、適切な耐候性、防食性、接着性

及び可撓性を有すること。 

   （ｳ） 被覆は、次の方法により行うこと。 

     ａ 被覆材とアニュラ板等及び犬走り表面との接着部は、雨水が浸入しない

よう必要な措置を講ずる。 

     ｂ 屋外貯蔵タンクの沈下等によりアニュラ板等と被覆材との接着部分に

隙間を生ずるおそれがある場合は、被覆材のはく離を防止するための措置

を講ずる。 

     ｃ 被覆厚さは、使用する被覆材の特性に応じ、はく離を防ぎ、雨水の浸入

を防止するのに十分な厚さとする。 

     ｄ 被覆表面は、適当な傾斜をつけるとともに、平滑に仕上げる。 

     ｅ アニュラ板等外側張出し部先端等の段差を生ずる部分に詰め材を用い

る場合は、防食性、接着性等に悪影響を与えないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６－１図 雨水浸入防止措置の例 



 

 

 

   ス 通気管 

 通気量の計算方法は、(一社)日本高圧力技術協会指針（HPIS）を参考にする

こと。 

 また、アルコール類を貯蔵し、又は取り扱うタンクに設ける通気管の引火防

止措置は、第３「製造所」５(20)オ（ｶ）例によること。 

   セ 自動表示装置 

 危政令第１１条第１項第９号に規定する「危険物の量を自動的に表示する

装置」には、次のものがあること。 

   （ｱ） 気密又は蒸気がたやすく発散しない構造の浮子式計量装置 

   （ｲ） 電気方式、圧力作動式又はラジオアイソトープ利用方式による自動計量

装置 

   （ｳ） 連通管式 

 連通管式の表示装置は、マグネット等を用いた間接方式とし、ガラスゲ

ージを使用しないこと。ただし、引火点 40℃以上の危険物を貯蔵するタン

クに限りガラスゲージを設けることができる。その構造は、金属管で保護

した硬質ガラス等で造られ、かつ、当該ガラスゲージが破損した際に危険

物の流出を自動的に停止できる装置（ボール入自動停止弁等）が取り付け

られているものに限られること（第６－２図参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   ソ 注入口 

 危政令第１１条第１項第１０号に規定する「注入口」は、次によること。 

   （ｱ） 注入口は、タンクとの距離に関係なくタンクの附属設備として規制する。 

   （ｲ） １の注入口で２以上のタンクに危険物を移送する場合には、当該注入口

をいずれのタンクの設備とするかは、次の順位によるものとする。 

     ａ 貯蔵する危険物の引火点が低いタンク 

     ｂ 容量が大きいタンク 

     ｃ 注入口との距離が近いタンク 

   （ｳ） 注入口の直下部周囲には、漏れた危険物が飛散等しないよう、必要に応

じてためます等を設けるよう指導する。 

   （ｴ） 注入口は、蒸気の滞留するおそれがある階段、ドライエリア等を避けた

位置に設けるよう指導する。 

   （ｵ） 注入口が１箇所に群として存在する場合で、掲示板を設けなければなら

ないときは、当該注入口群に一つの掲示板とすることができる。 

 また、表示する危険物の品名は、当該注入口群において取り扱われる危

険物のうち、表示を必要とするもののみとすることができる。 

   （ｶ） 「市町村長等が火災の予防上当該掲示板を設ける必要がないと認める場

合」とは、当該注入口が当該タンクの近くにあり、附属設備であることが

明らかな場合で、関係者以外の者が出入りしない場所等が該当する。 

   （ｷ） 注入口付近においてタンクの自動表示装置を視認できないものにあって

は、注入口付近にタンク内の危険物の量を容易に覚知することができる装

置、危険物の量がタンク容量に達した場合に警報を発する装置、又は連絡

装置等を設けるよう指導する。 

   （ｸ） 「その他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物」とは、

特殊引火物、第１石油類及び第２石油類をいう。 

   （ｹ） 接地電極 

     ａ 接地抵抗値は、概ね 1,000Ω以下となるように設ける。 

     ｂ 接地端子と接地導線は、ハンダ付等により完全に接続する。 

     ｃ 接地導線は、機械的に十分な強度を有する太さとする。 

第６－２図 連通管式自動表示装置の例 



 

     ｄ 接地端子は、移動貯蔵タンクの接地導線と確実に接地ができる構造とし、

取付箇所は引火性危険物の蒸気が漏れ、又は滞留するおそれのある場所以

外とする。 

     ｅ 接地端子の材質は、導電性の良い金属（銅、アルミニウム等）を用いる。 

     ｆ 避雷設備の接地極が注入口付近にある場合は、兼用することができる。 

   タ ポンプ設備 

 屋外タンク貯蔵所のポンプ設備は、危政令第１１条第１項第１０号の２の

規定によるほか、次によること。 

   （ｱ） ポンプ設備は、防油堤内に設けないよう指導する。 

   （ｲ） ポンプ設備の保有空地については、次によること。 

     ａ 危政令第１１条第１項第１０号の２イに掲げる「防火上有効な隔壁を設

ける場合」には、１棟の工作物の中でポンプ設備の用途に供する部分と他

の用途に供する部分とが耐火構造の隔壁で屋根裏まで完全に仕切られて

いる場合が含まれる。 

     ｂ 危政令第１１条第１項第１０号の２イの規定にかかわらず、ポンプ室

（この場合のポンプ室とは、点検、補修等ができる大きさのものをいう。

以下において同じ。）を設ける場合には、次によることができる。 

     （a） 主要構造部を耐火構造（開口部には特定防火設備を設ける。）とした

専用のポンプ室を設ける場合には、保有空地を設けないことができる。 

     （b） 危政令第１１条第１項第１０号の２ハからチに規定する構造とした

専用のポンプ室を設ける場合には、保有空地を１ｍ（ポンプを通過す

る危険物の引火点が 40℃以上のものは 0.5ｍ）以上とすることができ

る。 

     （c） ポンプ相互間については、保有空地の規定を適用しないことができ

る。 

   （ｳ） １のポンプで２以上のタンクに危険物を移送する場合には、当該ポンプ

をいずれのタンクの設備とするかは、前ソ（ｲ）の例によるものであること。 

   （ｴ） ２以上のポンプ設備が１ヶ所に集団で設置されている場合には、当該２

以上のポンプ設備の群をもって１のポンプ設備とすること。この場合、当

該ポンプ設備は、その属するすべてのタンクのポンプ設備としての性格を

有することになり、その属するどのタンクの空地内に設置することも可能

である。 

 また、当該ポンプ設備は、どのタンクからもタンクの空地の幅の１／３

以上の距離を確保しなければならないこと。さらに、掲示板は、一つの掲

示板で足りるものであるが、２以上の品名に係わる場合には、当該２以上

の品名を列記すること。この場合の設置又は変更許可等の取扱いについて



 

は、主たるタンクのポンプ設備とすること。 

   （ｵ） 「市町村長等が火災の予防上当該掲示板を設ける必要がないと認める場

合」とは、前ソ（ｶ）の例によること。 

   （ｶ） 電動機の設置は、第３「製造所」の例によること。 

   チ 弁 

 危政令第１１条第１項第１１号に規定する屋外貯蔵タンクの弁には、元弁以

外の弁も含まれるものであること。 

 なお、鋳鋼以外のものを用いる場合には、次表に掲げるもの又はこれらと同

等以上の機械的強度を有するものとすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ツ 水抜管 

   （ｱ） 水抜管は、屋外タンク貯蔵所の底部の板に近接して設置されるので、水

抜き管が直接溶接で側板に接合されている場合には、その直下の板の点検、

コーティングの施工又は補修等に際して支障となることが考えられる。こ

のため、開放検査時等に容易に点検等を行うことができるよう、水抜管に

ついてはフランジ継手等により取外しを行える構造とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （ｲ） 危省令第２１条の４に規定する「タンクと水抜管との結合部分が地震等

により損傷を受けるおそれのない方法」とは、結合部分及び当該結合部分

の直近の水抜管の部分が、地震等の際、タンクの基礎部分（地盤面を含む。）

JIS  G  5705  黒心可鍛鋳鉄品（ＦCMＢ３４０－１０） 

JIS  G  5502  球状黒鉛鋳鉄品（ＦＣＤ４００－・・） 

         〃     （ＦＣＤ４５０－１０） 

JIS  G  5121  ステンレス鋼鋳鋼品（ＳＣＳ・・・） 

JIS  G  3201  炭素鋼鍛鋼品   （ＳＦ・・・） 

※ 材料の種類の記号に付する「－・・」の区分は、問わないものとする。 

第６－３図 フランジ継手を水抜管のタンク内側部分に取付けた構造例 



 

に触れないよう、当該水抜管とタンクの基礎との間に水抜管の直径以上の

間げきを保つものをいう。 

 なお、水抜管を底板に設けるものは認められない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   テ 配管 

 配管は、第３「製造所」及び次の配管及び配管に接続される設備の範囲例に

よること。 

 

＜配管及び配管に接続される設備の範囲例＞ 

第６－４図 結合部分が地震動等により損傷のおそれのない方法 

第６－５図 認められない例 
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 危険物を取り扱う配管及び当該配管に接続される設備は、ポンプ設備、弁、継手等に

より配管の分岐点を決め、これに基づき製造所等又は指定数量未満の施設等（以下「施

設」という。）のいずれかの附属とすること。この場合、ポンプ設備にあっては当該設

備の操作盤を有する施設に、戻り配管にあっては当該配管の起点を有する施設に付属す

るものである。 

 以下に施設相互間に係る配管及び配管に接続される設備の範囲例を示す。 

 

（１） 製造所又は一般取扱所相互間の場合 

 
 

（２） 政令タンク（危政令で定める貯蔵タンクをいう。以下同じ。）相互間の場合 

 
 

（３） 政令タンクと製造所（一般取扱所）の場合 

 

 



 

 

 

（４） 政令タンクと指定数量未満の危険物施設の場合 

  ア 一日に指定数量以上の危険物が通過する配管及び設備 

 

  イ 一日に指定数量未満の危険物が通過する配管及び設備 

（ｱ） 屋外タンク貯蔵所の場合 

 
     

（ｲ） 屋内タンク貯蔵所の場合 



 

 

 

 

 

（ｳ） 地下タンク貯蔵所の場合 

 

 



 

 

（５） 製造所（一般取扱所）と指定可燃物（動植物油類）の場合 

 

 

 

（６） 製造所（一般取扱所）と蒸気回収設備 

 

 

上記の蒸気回収設備にあっては、規模、形態等により独立性の高いものは、一般取扱

所として別途規制する。 

    

   ト 可撓管継手 

 可撓管継手を使用する場合は、次によること。 

   （ｱ） 可撓管継手は、原則として最大常用圧力が１ＭＰａ以下の配管に設ける

こと。 

   （ｲ） 可撓管継手は、「可撓管継手の設置等に関する運用基準について」（昭和

５６年３月９日消防危第２０号通知）の別添「可撓管継手に関する技術上



 

の指針」（以下「可撓管指針」という。）に適合するものであること。 

 なお、（一財）日本消防設備安全センターで認定試験を行った合格品は可

撓管指針に適合しているものとする。 

   （ｳ） 小口径可撓管継手 

 フレキシブルメタルホースで呼径 40 ㎜未満のもの及びユニバーサル式

ベローズ形伸縮管継手で呼径 80 ㎜未満のものは、認定試験の対象ではな

いので、当該小口径可撓管を用いる場合には、当面、可撓管指針のうち、

原則として可撓管継手の構成、材料、防食措置、外観及び表示に係る事項

について適用するものとする。 

 なお、この場合の長さについては、次によること。 

フレキシブルメタルホースの場合 

管の呼径（㎜）  長さ（㎜） 

２５未満  ３００ 

２５以上４０未満  ５００ 

 

ユニバーサル式ベローズ形伸縮管継手の場合 

管の呼径（㎜）  長さ（㎜） 

２５未満  ３００ 

２５以上５０未満  ５００ 

５０以上８０未満  ７００ 

 

   （ｴ） フレキシブルメタルホース、ユニバーサル式ベローズ形伸縮管継手等軸

方向の許容変位量が極めて小さい可撓管継手は、配管の可撓性を考慮した

配管の配置方法との組合せ等により、地震時等における軸方向変位量を吸

収できるよう設置すること（第６－６図参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （ｵ） ベローズを用いる可撓管継手は、移送する危険物の性状に応じて腐食等

のおそれのない材質のベローズを用いたものであること。 

   （ｶ） 可撓管継手は、次により設置すること。 

     ａ 可撓管継手は、圧縮又は伸長して用いないこと。 

     ｂ 可撓管継手は、当該継手にねじれが生じないよう取り付けること。 

     ｃ 可撓管継手は、当該継手の自重等による変形を防止するため、必要に応

じ適切な支持架台に支持すること。 

     ｄ 可撓管継手は、温度変化等により配管内の圧力が著しく変動するおそれ

のある配管部分には設けないこと。 

     ｅ 可撓管継手は、その性能を有効に引き出せるようタンク等に直角に設け

ること。 

     ｆ 支持架台は、地震等により基礎と支持架台との変位量の違いからタンク

本体に重大な損傷を招く危険性があるため、可撓管継手とタンク本体の

間には設けないこと。 

     ｇ 可撓管継手の可動範囲内には、配管又は工作物を設けないこと。 

   （ｷ） その他 

 次の可撓管継手を用いる場合は、個別に検討するものとする。 

     ａ 常用圧力が１ＭPaを超える配管に用いる可撓管継手 

     ｂ フレキシブルメタルホースにあっては、管の呼径が 400 ㎜を超える可撓

管継手 

     ｃ ユニバーサル式ベローズ形伸縮管継手にあっては、管の呼径が 1,500㎜

を超える可撓管継手 

     ｄ フレキシブルメタルホース又はユニバーサル式ベローズ形伸縮管継手

第６－６図 配管の屈曲による軸方向変位量の吸収措置例 



 

以外の可撓管継手 

   ナ 避雷設備 

 危政令第１１条第１項第１４号で規定する「避雷設備」は、第３「製造所」

の例により設けること。 

 なお、接地極には、タンク本体の腐食に影響を与えない材料を選定すること。 

   ニ 防油堤 

 防油堤は、鉄筋コンクリート等で強固に造ること。 

   ヌ 階段・連絡橋 

   （ｱ） 点検のために必要な階段は、タンクごとに設けること。 

   （ｲ） タンク相互間には、連絡橋を設けないこと。 

   （ｳ） 階段のステップは、支持枠に溶接し、側板に直接溶接しないよう指導す

る。 

   ネ 保温材 

 タンク側板に保温材を設ける場合には、不燃性又は難燃性の材質のものと

し、次により指導する。 

   （ｱ） トップアングル、階段、配管の取付部等に設ける保温材の外装材等には、

雨水の浸入を防止するための有効な措置を講ずること。 

   （ｲ） 側板と底板との溶接部は保温材の施行を行わないこと。 

   （ｳ） 保温材を施行するタンク外面には、有効なさびどめ塗装を行うこと。 

   ノ 消火設備 

 消火設備は、第１９「消火設備」によること。 

 (2) 500kL以上 1,000kL未満の屋外タンク貯蔵所（準特定屋外タンク貯蔵所） 

 前(1)の例によるほか、次によること。 

   ア 基礎・地盤 

 基礎・地盤については、危政令第１１条第１項第３号の３によること。 

   イ タンクの構造 

 タンク構造については、危政令第１１条第１項第４号によること。 

 (3) 1,000 kL以上の屋外タンク貯蔵所（特定屋外タンク貯蔵所） 

 (1)の例によるほか、次によること。 

   ア 基礎・地盤 

 基礎・地盤については、危政令第１１条第１項第３号の２によること。 

   イ タンクの構造 

   （ｱ） 底板と側板との接合部付近には、底板の中央部に比べて大きな力が加わ

るため、アニュラタイプ（環状）にするよう指導する。 

   （ｲ） 高温で危険物を貯蔵するタンクには、温度により材料の強度及び弾性係

数等が低下するため、これらを考慮した板厚とすること。 



 

   ウ 浮き屋根の構造 

 10,000 kL以上の特定屋外貯蔵タンクは、２枚板構造の浮き屋根とするよう

指導する。 

 （危省令第２０条の４第２項第３号、危告示第４条の２１の３参照） 

   エ タンクの沈下測定 

 水張試験、定期点検時における沈下測定の方法等は、沈下測定ピース又はタ

ンク円周上において 10ｍ以下の等間隔の点を測定点として不等沈下量、最大

沈下量及び最大沈下率を確認する。 

   オ 緊急遮断弁 

 緊急遮断弁は、地震等により配管が万一破断した場合、タンク直近の元弁を

閉止し、タンク内の危険物の流出を防止するものである。 

   （ｱ） 対象タンク 

 容量が 10,000 kL以上の屋外貯蔵タンク 

   （ｲ） 取り付け位置 

 タンク元弁が緊急遮断弁としての機能を有しているか、又はタンク元弁

に隣接した位置に設けること。 

   （ｳ） 操作機構 

 非常の場合に遠隔操作によって閉鎖する機能を有するとともに、停電等

主動力が使用不能になった場合でも、液圧、ガス圧、電気又はバネ等の予

備動力源によって弁が閉鎖できる機能を有するものであること。 

   （ｴ） 遠隔操作を行う場所 

 遮断操作を行う場所は、当該タンクの防油堤外にあり、かつ、予想され

る危険物の大量流出に対して十分安全な場所（例えば、防災センター等）

であること。 

   （ｵ） 設置を要しない配管の構造 

 次の構造の場合には、緊急遮断弁を省略することができる。 

     ａ 配管とタンクとの結合部分の直近に逆止弁が設けられ、配管が破断した

場合でも、タンクから配管側に危険物が流れ得ない構造 

     ｂ タンクの屋根部分など、当該タンクの最高液面より上部の位置から配管

が出ており、配管が破断した場合でも、タンクから配管側に危険物が流れ

得ない構造 

   カ 浮き蓋の構造 

(ｱ) アルミニウム製の簡易フロート型の浮き蓋 

アルミニウムは溶接により強度が劣化するものがあることから、アルミ

ニウム製の簡易フロート型の浮き蓋については、フロートチューブ相互を

溶接により接合しないこと。 



 

(ｲ) ハニカム型の浮き蓋 

ハニカム型の浮き蓋は、危政令第１１条第２項第２号及び第３号並びに

危省令第２２条の２第３号（ロを除く。）の規定に適合し、かつ、ハニカム

パネル相互の接続部分に係る耐震強度が十分であることが有限要素法等の

適切な方法によって確認された場合にあっては、危政令第２３条を適用し

てその設置を認めて差し支えないこと。       

(ｳ) 特別通気口 

特別通気口は、最高液位時の浮き蓋外周シールより上部の側板又は側板

近傍の固定屋根上に設けること。その個数は、標準サイズ（幅３００mm、長

さ６００mm）の場合、次表に示す値以上とし、原則として等間隔に設ける

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

第６－２表 標準サイズの特別通気口の設置個数（ＮＳ） 

タンク高さ（ｍ）※ 

タンク内径（ｍ） 

設置個数（ＮＳ） 

２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ 

１０ ４ ４ ４ ４ ４ ４ 

１２ ４ ４ ４ ４ ４ ６ 

１４ ６ ６ ６ ６ ６ ６ 

１６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ 

１８ ８ ８ ８ ８ ８ ８ 

２０ ８ ８ ８ ８ １０ １０ 

２２ １０ １０ １０ １０ １０ １２ 

２４ １０ １０ １０ １０ １２ １２ 

２６ １０ １０ １０ １０ １２ １２ 

２８ １０ １０ １２ １２ １２ １４ 

３０ １２ １２ １４ １４ １４ １４ 

３２ １２ １４ １４ １６ １６ １６ 

３４ １４ １６ １６ １８ １８ １８ 

３６ １６ １６ １８ ２０ ２０ ２０ 

３８ １８ １８ ２０ ２２ ２２ ２２ 

４０ ２０ ２０ ２２ ２４ ２４ ２６ 

４２ ２２ ２２ ２４ ２４ ２６ ２８ 

４４ ２４ ２４ ２６ ２６ ３０ ３０ 

４６ ２６ ２６ ２８ ３０ ３２ ３４ 

４８ ２８ ２８ ３０ ３２ ３４ ３６ 

５０ ３０ ３２ ３２ ３４ ３６ ４０ 

５２ ３２ ３４ ３６ ３６ ３８ ４２ 

５４ ３４ ３６ ３８ ４０ ４２ ４６ 

５６ ３８ ３８ ４０ ４２ ４４ ４８ 

５８ ４０ ４２ ４４ ４６ ４８ ５０ 

６０ ４２ ４４ ４６ ４８ ５０ ５２ 

※タンク高さが２０ｍ未満のものについては、２０ｍの時の設置個数を用いる。 

 

 

 



 

 

 

 

 

      通気口開口部の相当直径（４Ｓ／１Ｐ）が標準サイズ（０．４ｍ）を超え

る場合は、次の式によって個数を算出するものであること。ただし、最小設

置個数は４とすること。 

      

      Ｎ＝ 

 

      Ｎ  ：必要な設置個数 

      ＮＳ  ：標準サイズの設置個数（第６－２表による） 

      Ｓ  ：通気口の開口部断面積（㎡） 

      １Ｐ ：通気口の浸辺長（ｍ） 

      なお、窒素ガス等の不活性ガスにより常時シールするタンクにあっては、

特別通気口を設置しないこと。 

(ｴ) 固定屋根の中央部に設ける通気口 

固定屋根の中央部に設ける通気口の大きさは、呼び径が２５０mm 以上で

あること。 

ただし、気相部を窒素ガス等の不活性ガスにより常時シールするものに

ついては、当該通気口に代えて危省令第２０条第１項第２号に規定する大

気弁付通気管を設置すること。 

(ｵ) 点検設備 

浮き蓋にかかる点検を確実に行うため、点検口は、浮き蓋の全体が視認で

きるよう点検口（又は固定屋根部の特別通気口であって内部の点検が容易

にできる構造のもの）を複数設けること。 

(ｶ) 噴き上げ防止措置 

危省令第２２条の２の２第１号に規定する「配管内に滞留した気体がタ

ンク内に流入することを防止するための設備」としては、配管に設置され

る空気分離器及び空気抜弁が有効な設備であること。ただし、空気抜弁を

もって当該配管内に滞留した気体がタンク内に流入することを防止するた

めの設備とする場合は、定期的に空気抜き作業を実施する必要があること。 

また、危省令第２２条の２の２第２号に規定する「配管内に滞留した気

体がタンク内に流入するものとした場合において当該気体を分散させるた

めの設備」としては、ディフューザーが有効な設備であること。ディフュ

ーザーの配管側端部においては配管がディフューザー内部に差し込まれた

０．１８ＮＳ 

Ｓ 



 

配置であるとともに、ディフューザーのタンク中心側端部は閉鎖された構

造とすること。 

(ｷ) 浮き蓋の漏れ試験 

浮き蓋の溶接部に係る試験については、危省令第２０条の９によること。 

ただし、簡易フロート型のフロートチューブで、フロートチューブの製作

工場等においてあらかじめ溶接部に係る漏れ試験又は気密試験が実施され、

異常がなかったものにあってはこの限りではない。 

 (4) 高引火点危険物の屋外タンク貯蔵所 

 危政令第１１条第１項の基準又は危政令第１１条第２項の基準のいずれによる

かは、設置者において選択することができる。 

 (5) 危険物から除外される動植物油類の屋外貯蔵タンク 

 危省令第１条の３第７項第１号に規定する「常温で貯蔵保管」には、動植物油

類を 40℃未満の温度で貯蔵保管する場合を含むものであること。 

 

４ 定期点検 

  危省令第６２条の５の５に規定する泡消火設備の泡の適正な放出を確認する一体

的な点検（以下「一体点検」という。）に伴う申請・届出は次のとおりとする。 

(1)  既設の泡消火設備配管に試験口又はテスト用圧力計を設置するためのノズルを

設ける工事は、資料の提出を要する軽微な変更工事に該当すること。 

(2)  一体点検に伴い配管の管径、経路の変更、設備等の改修を行う場合は変更許可

とすること。 

５ 休止の確認 

  法第１４条の３の規定による保安検査の時期の変更、法第１４条の３の２の規定に

よる内部点検の期間の延長及び新基準への適合期限の延伸を伴い屋外タンク貯蔵所

を休止する場合、休止に係る申請については、以下の内容が確認できる資料等が添付

されていること。 

(1)  内容危険物が清掃等により完全に除去されていること。 

(2)  誤って危険物が流入するおそれがないようにするための措置としては、次の例

を参考とすること。 

ア 配管等を一部取り外すこと。 

イ 閉鎖板等を設置すること。 

(3)  見やすい箇所に幅 0.3 メートル以上、長さ 0.6 メートル以上の、地が白色で赤

色の文字による「休止中」と表示した標識が掲げられていること。 

 申請を確認後、現地調査を行い、上記(1)から(3)に規定されている休止に関す

る措置が講じられているか確認すること。 

 



 

６ その他 

 (1)  前３(2)の準特定屋外タンク貯蔵所の定期点検（内部点検）については、10,000 

kL未満の特定屋外タンク貯蔵所に準じて指導する。 

 (2)  屋外タンク貯蔵所を有する事業所には、危険物が事業所構外に流出、拡散しな

いように防災資器材の準備等を指導する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

第７ 屋内タンク貯蔵所 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第７ 屋内タンク貯蔵所（危政令第１２条） 

 

 

１ 技術基準の適用 

 屋内タンク貯蔵所は、貯蔵する危険物の種類、貯蔵形態等に応じ、技術上の基準の

適用が法令上、次のように区分される。 

 

 

区 分 危 政 令 危 省 令 

平家建の建築物に設置するもの 12 Ⅰ 22の 5 

 アルキルアルミニウム

等 

12 Ⅰ ＋ Ⅲ 22の 7・22の 8 

 アセトアルデヒド等 12 Ⅰ ＋ Ⅲ 22の 7・22の 9 

 ヒドロキシルアミン等 12 Ⅰ ＋ Ⅲ 22の 7・22の 10 

平家建以外の建築物に設置するもの 12 Ⅱ  22の 6 

  注 算用数字は条、ローマ数字は項を表している。 

 

２ 貯蔵量 

 屋内タンク貯蔵所の貯蔵最大数量とは、一のタンク専用室内にある容量の合計を

いうものであること。したがって、指定数量未満の危険物を貯蔵するタンクが２以上

ある場合であっても、その量の合計が指定数量以上である場合は、屋内タンク貯蔵所

に該当するものであること。 

 

３ 位置、構造及び設備の基準 

 (1) 標識、掲示板 

 標識、掲示板の掲出位置、材質及び表示方法は、第３「製造所」の例によるこ

と。 

 (2) 通気管 

 アルコール類を貯蔵するタンクの通気管にあっては、大気弁付通気管を設置し

てもよいものであること。 

 また、引火防止措置は、第３「製造所」５(20)オ（ｶ）の例によること。 

 (3) 自動表示装置等 

   ア 危政令第１２条第１項に規定する屋内タンク貯蔵所であって、第９号に規定

する注入口付近においてタンク内の危険物の量を自動的に覚知することがで

きないものにあっては、注入口付近にタンク内の危険物の量を容易に覚知す

第７－１表 各種の屋内タンク貯蔵所に適用される基準 



 

ることができる装置を設けるよう指導する。 

   イ 危政令第１２条第２項第２号に規定する「注入口付近に設ける危険物の量を

容易に覚知することができる場合」には自動的に危険物の量が表示される計

量装置、注入される危険物の量が一定量に達した場合に警報を発する装置、注

入される危険物の量を連絡することができる伝声装置等が該当する。 

 (4) ポンプ設備 

 屋内タンク貯蔵所のポンプ設備は、危政令第１２条第１項第９号の２及び第２

項第２号の２の規定等（第７－２表参照）によるほか、ポンプ設備の周囲には、

点検・修理等のための適当な空間を保有するよう指導する。 

 

 

ポンプ設備の設置種別 

ポンプ室等の構造 ポンプ室等の設備 

壁、柱、床及

びはり 

屋根の構

造 
窓・出入口 流出防止措置 

ポ ン プ

設 備 の

固 定 方

法 

採光・照

明 

換気・排

出 

タンク専用室の存
する建築物以外の
場所に設けるポン
プ設備 

ポンプ室
内に設置 

不燃材料 
 

不燃材料
とし、軽
量な金属
等の不燃
材料でふ
く。 

窓は網入り
ガラス、出
入口は防火
設備 

20 ㎝以上の不燃
材の囲い、不浸透
（コンクリート
等）、傾斜・ため
ますを設ける。 

ア ン カ
ー ボ ル
ト 等 に
よ り 堅
固 な 基
礎 の 上
に 固 定
する。 

採光は
照明に
より代
替えも
できる。 

第１７「換
気設備等」
による。 

屋外に設
置 

－－－ －－－ －－－ ポンプ設備直下
の地盤の周囲に
15 ㎝以上の囲
い、不浸透（コン
クリート等）、傾
斜・ためます・油
分離装置を設置
する。 

同上 －－－ －－－ 

（
屋
内
設
置
） 

タ
ン
ク
屋
内
専
用
室
の
存
す
る
建
築
物
に
設
け
る
ポ
ン
プ
設
備 

平家建て
の建築物
内に設け
る屋内貯
蔵タンク
のポンプ
設備 

タンク専
用室以外
の場所に
設置 

不燃材料 不燃材料
とし、軽
量な金属
等の不燃
材料でふ
く。 

窓は網入り
ガラス、出
入口は防火
設備 

20 ㎝以上の不燃
材の囲い、不浸透
（コンクリート
等）、傾斜・ため
ますを設置する。 

同上 採光は
照明に
より代
替もで
きる。 

第１７「換
気設備等」
による。 

タンク専
用室内に
設置 

耐火構造 
はりは不燃
材料 （引火
点70℃以上
の第４類は
壁、柱、床を
不燃材料と
できる。） 

不燃材料
とし、天
井を設け
な い こ
と。 

窓は網入り
ガラス、出
入口は防火
設備、延焼
のおそれあ
る部分は、
自閉式の特
定防火設
備・壁に窓
は設けられ
ない。 

出入口のしきい
の高さ（20㎝）以
上の不燃材料で
囲うかポンプの
基礎の高さをし
きい以上の高さ
とする。不浸透
（コンクリート
等）、傾斜・ため
ますを設置する。 

同上 同上 同上 

平家建て
以外の建
築物に設
ける屋内
貯蔵タン

タンク専
用室以外
の場所に
設置 

耐火構造 上階の床
は、耐火
構造、屋
根は不燃
材料（天

窓は設けな
い。自閉式
の特定防火
設備 

20 ㎝以上の不燃
材の囲い、不浸透
（コンクリート
等）傾斜・ためま
すを設置する。 

同上 同上 第１７「換
気設備等」
による。ダ
ンパーを
設置する。 

第７－２表 屋内タンク貯蔵所におけるポンプ設備の設置基準 



 

ク（引火点
40℃の第
４類）のポ
ンプ設備 

井 は 不
可） 

タンク専
用室内に
設置 

同上 同上 同上 20 ㎝以上の不燃
材の囲い等によ
る危険物の流出
入防止措置をす
る。 

同上 同上 同上 

  ※ 引火点２１℃未満の第４類の危険物を取り扱うポンプ設備には、見やすい位置

に掲示板を設けること。 

 

 (5) 危険物が浸透しない構造 

 危政令第１２条第１項第１６号に規定する「危険物が浸透しない構造」は、第

３「製造所」の例によること。 

 (6) 出入口のしきい等 

   ア 危政令第１２条第１項第１７号の規定により設けるしきいで、貯蔵する危険

物の全量を収容することができないものにあっては、当該危険物の全量を収

容できるしきいの高さとするか、又はこれに代わるせきを設けるよう指導す

る。この場合、せきは鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリートブロック造と

するほか、当該せきと屋内貯蔵タンクとの間に 0.5ｍ以上の間隔を保つよう指

導する（第７－１図参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   イ 危政令第１２条第２項第８号に規定される屋内貯蔵タンクから漏れた危険

物がタンク専用室以外の部分に流出しないような構造とは、出入口のしきい

の高さを高くするか又はタンク専用室内にせきを設ける等の方法で、タンク

専用室内に貯蔵されている危険物の全容量が収容できるものであること。 

 (7) タンクの固定 

第７－１図 せきを設ける例 



 

 タンクは、堅固な基礎の上にアンカーボルト等で固定するよう指導する。 

 

４ 危険物から除外される動植物油類の屋内貯蔵タンク 

 危省令第１条の３第７項第１号に規定する「常温で貯蔵保管」については、第６

「屋外タンク貯蔵所」３(5)の例によること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

第８ 地下タンク貯蔵所 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第８ 地下タンク貯蔵所（危政令第１３条） 

 

 

１ 技術基準の適用 

 地下タンク貯蔵所は、貯蔵する危険物の種類・性質及び地下貯蔵タンクの設置方法

に応じて、技術上の基準の適用が法令上、次のように区分される。 

 

 

区 分 危 政 令 危 省 令 

二重殻タンク以外 

タンク室方式 13 Ⅰ － 

危険物の漏れ防止構

造 

13 Ⅰ ＋ Ⅲ 
24 の 2の 5 

二
重
殻
タ
ン
ク 

鋼製（ＳＳ） 

タンク室方式 

（注２参照） 
13 Ⅰ ＋ Ⅱ 

24 の 2 の 2 Ⅰ・

Ⅱ 

鋼製強化プラ

ス チ ッ ク 製

（ＳＦ） 

24 の 2 の 2 Ⅲ・

Ⅳ 

強化プラスチ

ック製（ＦＦ） 

24 の 2 の 2 Ⅲ・

Ⅳ 

24 の 2の 3  

24 の 2の 4  

アルキルアルミニウム等 13 Ⅳ 24 の 2の 6・7 

ヒドロキシルアミン等 13 Ⅳ 24 の 2の 8 

   注１ 算用数字は条、ローマ数字は項を表す。 

   注２ 第四類の危険物を貯蔵するものに限り、タンク室省略方式とすることができる。 

 

２ 地下タンク貯蔵所の範囲 

 次に掲げるタンクは、それぞれ同一の地下タンク貯蔵所として規制するものである

こと。 

 (1) 同一のタンク室内に設置されているもの 

 (2) 同一の基礎上に設置されているもの 

 (3) 同一のふたで覆われているもの 

 

３ タンクの位置 

 タンクの位置は、次によること。 

 (1) タンクは、当該タンクの点検管理が容易に行えるよう直上部に必要な空間が確

保できる位置に設置する。 

第８－１表 各種の地下貯蔵タンクに適用される基準 



 

 (2) 点検管理が容易に行える場合には、直上部への植栽、駐車場として利用すること

ができる。 

 (3) 危政令第１３条第１項第３号に規定する「地下貯蔵タンクの頂部」とは、横置

円筒型のタンクにあっては、タンク銅板の最上部をいうものであること。 

 (4) タンクは、避難口等避難上重要な場所の付近及び火気使用設備の付近に設置し

ないよう指導する。 

４ タンク本体の構造 

 (1) 地下貯蔵タンクに発生する応力が危告示第４条の４７に規定する許容応力以下

であることを申請者側の構造計算書により確認するとともに、地下タンク・タン

ク室構造計算プログラム（以下「地下タンク等構造計算プログラム」という。）を

活用し、地下貯蔵タンクに発生する応力が危告示第４条の４７に規定する許容応

力以下であることを確認すること。 

 (2) 鋼板製横置円筒型の地下貯蔵タンクに作用する荷重及び発生する応力は、次に

より算出することができる。（なお、当該算出方法は地下タンク等構造計算プログ

ラムに採用しているものである。） 

   ア 作用する荷重 

   （ｱ） 主荷重 

     ａ 固定荷重（地下貯蔵タンク及びその附属設備の自重） 

       Ｗ１：固定荷重〔単位 Ｎ〕 

 

     ｂ 液荷重（貯蔵する危険物の重量） 

       Ｗ２＝ｖ１・Ｖ 

        Ｗ２：液比重〔単位 Ｎ〕 

        ｖ１：液体の危険物の比重量〔単位 Ｎ／㎜３〕 

        Ｖ ：タンク容量〔単位 ㎜３〕 

 

     ｃ 内圧 

       Ｐ１＝ＰＧ＋ＰＬ 

        Ｐ１：内圧〔単位 Ｎ／㎜２〕 

        ＰＧ：空間部の圧力〔単位 Ｎ／㎜２〕 

        ＰＬ：静液圧〔単位 Ｎ／㎜２〕 

 

       ＰＬ＝ｖ１・ｈ１ 

        ｖ１：液体の危険物の比重量〔単位 Ｎ／㎜３〕 

        ｈ１：最高液面からの深さ〔単位 ㎜〕 

 



 

     ｄ 乾燥砂荷重 

 タンク室内にタンクが設置されていることから、タンク頂部までの乾

燥砂の上載荷重とし、その他の乾燥砂の荷重は考慮しなくてよい。 

       ＰＬ＝ｖ２・ｈ２ 

        ｖ２：砂の比重量〔単位 Ｎ／㎜３〕 

        ｈ２：砂被り深さ〔単位 ㎜〕 

          （タンク室の蓋の内側から地下タンク頂部までの深さ） 

 

 

   （ｲ） 従荷重 

     ａ 地震の影響 

 静的震度法に基づく地震動によるタンク軸直角方向に作用する水平方

向慣性力を考慮することとしてよい。 

なお、地震時土圧については、タンク室に設置されていることから考慮

しない。 

       Ｆｓ＝Ｋｈ（Ｗ１＋Ｗ２＋Ｗ３） 

        Ｆｓ：タンクの軸直角方向に作用する水平方向地震力〔単位 Ｎ〕 

        Ｋｈ：設計水平震度〔単位 －〕（告示第４条の２３による） 

        Ｗ１：固定荷重〔単位 Ｎ〕 

        Ｗ２：液荷重〔単位 Ｎ〕 

        Ｗ３：タンクの軸直角方向に作用する乾燥砂の重量〔単位 Ｎ〕 

 

     ｂ 試験荷重 

 完成検査前検査、定期点検を行う際の荷重とする。 

   イ 発生応力等 

 鋼製横置円筒型の地下貯蔵タンクの場合、次に掲げる計算方法を用いるこ

とが出来る。 

   （ｱ） 胴部の内圧による引張応力 

       σｓ１＝Ｐｉ・（Ｄ／２ｔ１） 

        σｓ１：引張応力〔単位 Ｎ／㎜２〕 

        Ｐｉ：内圧及び正の試験荷重〔単位 Ｎ／㎜２〕 

        Ｄ ：タンク直径〔単位 ㎜〕 

        ｔ１：胴の板厚〔単位 ㎜〕 

 

   （ｲ） 胴部の外圧による圧縮応力 

       σｓ２＝ＰＯ・（Ｄ／２ｔ１） 



 

        σｓ２：圧縮応力〔単位 Ｎ／㎜２〕 

        ＰＯ：乾燥砂荷重及び負の試験荷重〔単位 Ｎ／㎜２〕 

        Ｄ ：タンク直径〔単位 ㎜〕 

        ｔ１：胴の板厚〔単位 ㎜〕 

 

   （ｳ） 鏡板部の内圧による引張応力 

       σＫ１＝Ｐｉ・（Ｒ／２ｔ２） 

        σＫ１：引張応力〔単位 Ｎ／㎜２〕 

        Ｐｉ：内圧及び正の試験荷重〔単位 Ｎ／㎜２〕 

        Ｒ ：鏡板中央部での曲率半径〔単位 ㎜〕 

        ｔ２：鏡板の板厚〔単位 ㎜〕 

 

 

   （ｴ） 鏡板部の外圧による圧縮応力 

       σＫ２＝ＰＯ・（Ｒ／２ｔ２） 

        σＫ２：圧縮応力〔単位 Ｎ／㎜２〕 

        ＰＯ：乾燥砂荷重及び負の試験荷重〔単位 Ｎ／㎜２〕 

        Ｒ ：鏡板中央部での曲率半径〔単位 ㎜〕 

        ｔ２：鏡板の板厚〔単位 ㎜〕 

 

   （ｵ） タンク固定条件の照査 

 地下タンク本体の地震時慣性力に対して、地下タンク固定部分が必要な

モーメントに耐える構造とするため次の条件を満たすこと。 

       「ＦＳ・Ｌ ≦ Ｒ・１」 

         ＦＳ：タンクの軸直角方向に作用する水平方向地震力〔単位 Ｎ〕 

         Ｌ ：ＦＳが作用する重心から基礎までの高さ〔単位 ㎜〕 

         Ｒ ：固定部に発生する反力〔単位 Ｎ〕 

         １ ：固定部分の固定点の間隔〔単位 ㎜〕 

 

５ 地下貯蔵タンク外面保護 

 危告示第４条の４８に規定する同条第３項第２号に掲げる方法（エポキシ樹脂又

はウレタンエラストマー樹脂、強化プラスチックを用いた方法）と同等以上の性能を

有する方法とは、次のすべての性能に適合するものとする。 

 (1) 水蒸気透過防止性能 

 プラスチックシート（当該シートの上に作成した塗覆装を容易に剥がすことが

できるもの）の上に、性能の確認を行う塗覆装を作成し乾燥させた後、シートか



 

ら剥がしたものを試験片として、JIS Z 0208「防湿包装材料の透湿度試験方法（カ

ップ法）」に従って求めた透湿度が、2.0g／ｍ２・日以下であること。 

 なお、恒温恒湿装置は、条件Ａ（温度 25℃ ±0.5℃、相対湿度 90％ ±2％）と

すること。 

 (2) 地下貯蔵タンクとの付着性能 

 JIS K 5600-6-2「塗料一般試験方法－第６部 塗膜の化学的性質－第２節 耐

液体性（水浸せき法）」に従って、40℃の水に２ヶ月間浸せきさせた後に、JIS K 

5600-5-7「塗料一般試験方法－第５部 塗膜の機械的性質－第７節 付着性（プ

ルオフ法）」に従って求めた単位面積当たりの付着力（破壊強さ）が、２．０ＭＰ

ａ以上であること。 

 (3) 耐衝撃性能 

 室温 5℃及び 23℃の温度で 24 時間放置した２種類の試験片を用いて、JIS K 

5600-5-3「塗料一般試験方法－第５部 塗膜の機械的性質－第３節 耐おもり落

下性（試験の種類は「デュポン式」とする。）」に従って、500 ㎜の高さからおも

りを落とし、衝撃による変形で割れ又ははがれが生じないこと。 

 さらに、上記試験後の試験片を JIS K 5600-7-1「塗料一般試験方法－第７部 

塗膜の長期耐久性－第１節 耐中性塩水噴霧性」に従って 300時間の試験を行い、

さびの発生がないこと。 

 (4) 耐薬品性能 

 JIS K 5600-6-1「塗料一般試験方法－第６部 化学的性質－第１節 耐液体性

（一般的方法）」（７については、方法１（浸せき法）手順Ａによる。）に従って、

貯蔵する危険物を用いて 96時間浸せきし、塗覆装の軟化、溶解等の異常が確認さ

れないこと。 

 なお、貯蔵する危険物の塗覆装の軟化、溶解等に与える影響が、同等以上の影

響を生じると判断される場合においては、貯蔵する危険物に代わる代表危険物を

用いて試験を実施することとして差しつかえないものであること。 

 

６ マンホール等の構造 

 マンホール又は配管の保護にプロテクターを設ける場合は、次により指導する（第

８－１図参照）。 

 (1) プロテクターは、タンク室に雨水等が流入しない構造とする。 

 (2) プロテクターのふたは、ふたにかかる重量が直接プロテクターにかからないよ

うに設けるとともに、雨水の浸入しない構造とする。 

 (3) 配管がプロテクターを貫通する部分は、危険物に侵されない不燃性の充てん材

等によって浸水を防止するように施工する。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ タンクの注入管 

 静電気による災害が発生するおそれのある危険物を貯蔵するタンクに設ける注入

管は、タンク底部又はその付近まで到達する長さのものを設けるよう指導する。 

 

８ 自動表示装置 

 (1) 危政令第１３条第１項第８号の２に規定する「危険物の量を自動的に表示する

装置」の精度は、当該タンクに係る貯蔵又は取扱数量の 100分の 1以上の精度で

在庫管理ができるものを指導する。 

 (2) 自動表示装置の他には、計量口を設けないよう指導する。 

 

９ 通気管 

 (1) 通気管は、危政令第９条第１項第２１号イからホの基準に適合するよう指導す

る。 

 (2) アルコール類を貯蔵し、又は取り扱うタンクに設ける通気管の引火防止措置は、

第３「製造所」５(20)オ（ｶ）の例によること。 

 

 

第８－１図 マンホールの構造 



 

１０ 配管 

 (1) タンク本体に設ける配管類はタンク本体又はマンホール（タンク本体に直接溶

接されたものをいう）のふたに直接溶接されていること（第８－２図参照）。 

 (2) タンクに接続する配管のうち、タンク直近の部分にはタンクの気密試験等がで

きるよう、あらかじめ配管とタンクとの間には、フランジを設ける等タンクを閉

鎖又は分離できる措置を講じるよう指導する。 

 (3) 点検ボックスは、防水モルタル又はエポキシ樹脂等で仕上げ、漏れ又はあふれ

た危険物が容易に地中に浸透しない構造であること。 

 なお、点検ボックスの大きさ及び深さは、配管が容易に点検できる構造とする。 

 (4) 地下埋設配管の敷設については、第３「製造所」５(22)ケの例により指導する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１ 液体の危険物の漏れを検知する設備 

 危政令第１３条第１項第１３号に規定する「液体の危険物の漏れを検知する設

備」は、次によること。 

 (1) 地下貯蔵タンクの周囲に設ける管（以下「漏えい検査管」という。）によるもの 

   ア 構造については、次により指導する。 

   （ｱ） 管は、二重管とする。ただし、小孔のない上部は単管とすることができ

る。 

   （ｲ）  材料は、金属管、硬質塩化ビニール管等貯蔵する危険物に侵されないも

のとする。 

   （ｳ） 長さは、コンクリートふた上面よりタンク基礎上面までの長さ以上とす

る。 

   （ｴ） 小孔は、内外管ともおおむね下端からタンク中心までとする。ただし、

地下水位の高い場所では地下水位上方まで小孔を設ける。 

第８－２図 配管類の取り付け方法 



 

   イ 設置数はタンク１基について４本以上とすること。ただし、２以上のタンク

を１ｍ以下に接近して設ける場合は、第８－３図の例によることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 貯蔵量の変化又は可燃性ガスを常時監視する設備によるもの 

 危告示第７１条第３項第１号に規定する直径 0.3ミリメートル以下の開口部か

らの危険物の漏れを検知し、常時監視することができる設備として、通知したも

のについては、危省令第２３条の３第２号に規定する危険物の貯蔵量の変化を常

時監視することにより危険物の漏れを検知する設備として扱う。 

 なお、漏えい検査管内にセンサーを設けるものについては、危省令第２３条の

３第２号に規定する地下貯蔵タンクの周囲の可燃性ガスを常時監視することによ

り危険物の漏れを検知する設備には該当しないものである。 

 

 

１２ ポンプ設備 

 危政令第１３条第１項第９号の２に規定するポンプ及び電動機を地下貯蔵タン

ク内に設けないポンプ設備（以下「地下貯蔵タンク内に設けないポンプ設備」とい

う。）並びにポンプ又は電動機を地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備（以下「油

中ポンプ設備」という。）は、次によること。 

 (1) 地下貯蔵タンク内に設けないポンプ設備 

   ア ポンプ設備を建築物内に設ける場合は、ポンプ室に設けるように指導する。 

   イ 引火点が 40℃以上の第四類の危険物を取り扱うポンプ設備を地下に設ける

第８－３図 漏えい検査管の設置例 

タンク室方式 タンク室方式 

(隔壁を設けた場合) 

漏れ防止構造 

漏えい検査管 

１ｍ以下 

漏えい検査管 



 

場合は、危政令第１２条第２項第２号の２の規定によること。 

 (2) 油中ポンプ設備 

   ア 電動機の構造 

   （ｱ） 油中ポンプ設備の設置例は、第８－４図のとおりである。 

   （ｲ） 危省令第２４条の２第１項第１号ロに規定される「運転中に固定子が冷

却される構造」とは、固定子の周囲にポンプ設備から吐出された危険物を

通過させる構造又は冷却水を循環させる構造をいうものであること（第８

－５図参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８－４図 油中ポンプ設備の設置例 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （ｳ） 危省令第２４条の２第１号ハに規定される「電動機の内部に空気が滞留

しない構造」とは、空気が滞留しにくい形状とし、電動機の内部にポンプ

から吐出された危険物を通過させて空気を排除する構造又は電動機の内

部に不活性ガスを封入する構造をいうものである。この場合において電動

機内部とは、電動機の外装の内側をいうものである。 

   イ 電動機に接続される電線 

   （ｱ） 貯蔵し、又は取り扱う危険物に侵されない電線とは、貯蔵し、又は取り

扱う危険物に侵されない絶縁物で被覆された電線をいうものであること。 

    （ｲ） 電動機に接続される電線が直接危険物に触れないよう保護する方法と

は、貯蔵し、又は取り扱う危険物に侵されない金属管等の内部に電線を設

ける方法をいうものであること。 

 

   ウ 電動機の温度上昇防止措置 

 締切運転による電動機の温度の上昇を防止するための措置とは、固定子の周

囲にポンプから吐出された危険物を通過させる構造により、当該固定子を冷却

第８－５図 油中ポンプ模式図 



 

する場合にあっては、ポンプ吐出側の圧力が最大常用圧力を超えて上昇した場

合に危険物を自動的に地下貯蔵タンクに戻すための弁及び配管をポンプ吐出

管部に設ける方法をいうものであること。 

   エ 電動機を停止する措置 

   （ｱ） 電動機の温度が著しく上昇した場合において、電動機を停止する措置と

は、電動機の温度を検知し、危険な温度に達する前に電動機の回路を遮断

する装置を設けることをいうものであること。 

   （ｲ） ポンプの吸引口が露出した場合において、電動機を停止する措置とは、

地下貯蔵タンク内の液面を検知し、当該液面がポンプの吸引口の露出する

高さに達した場合に電動機の回路を遮断する装置を設けることをいうもの

であること。 

   オ 油中ポンプ設備の設置方法 

   （ｱ） 油中ポンプ設備は、維持管理、点検等を容易にする観点から地下貯蔵タ

ンクとフランジ接合されていること。 

   （ｲ） 保護管とは、油中ポンプ設備のうち、地下貯蔵タンク内に設けられる部

分を危険物、外力等から保護するために設けられる地下貯蔵タンクに固定

される金属製の管をいうものであること。 

 なお、当該部分の外装が十分な強度を有する場合には、保護管内に設け

る必要がないこと。 

   （ｳ） 危険物の漏えいを点検することができる措置が講じられた安全上必要な

強度を有するピットは、地上からの作業が可能な大きさのコンクリート造

又はこれと同等以上の性能を有する構造の箱とし、かつ、ふたが設けられ

ていること。 

   カ その他 

   （ｱ） 油中ポンプ設備に制御盤又は警報装置を設ける場合には、常時人がいる

場所に設置すること。 

   （ｲ） 油中ポンプ設備の吸引口は、地下貯蔵タンク内の異物、水等の進入によ

るポンプ又は電動機の故障を防止するため、地下貯蔵タンクの底面から十

分離して設けるよう指導する。 

   （ｳ） ポンプ吐出管部には、危険物の漏えいを検知し、警報を発する装置又は

地下配管への危険物の吐出を停止する装置を設けるよう指導する。 

   （ｴ） 油中ポンプ設備には、電動機の温度が著しく上昇した場合、ポンプの吸

引口が露出した場合等に警報を発する装置を設けるよう指導する。 

   （ｵ） 油中ポンプ設備と地下貯蔵タンクとの接合部は、フランジによって接合

されていること。 

   （ｶ） 油中ポンプ設備の安全性の確認に関し、危険物保安技術協会において試



 

験確認業務を実施している。 

   （ｷ） 油中ポンプの配管は、二重配管（耐油性、耐食性及び強度を有している

場合は、材質を問わない。）とし、容易に漏えいが点検できる措置を講ずる

よう指導する（第８－６図参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３ タンク室の構造 

 (1) タンク室に発生する応力が危告示第４条の５０に規定する許容応力以下である

ことを申請者側の構造計算書により確認するとともに、地下タンク等構造計算プ

ログラムを活用し、タンク室に発生する応力が危告示第４条の５０に規定する許

容応力以下であることを確認すること。 

 なお、本プログラムを活用するタンク室は「鉄筋コンクリート造のもの（鉄筋

が二重に配置されているもの（ダブル配筋）に限る。）」に限り、また、その構造

による適用の可否については、次のとおりである。 

   ア 適用できる地下タンク貯蔵所の構造 

   （ｱ） タンク室に１のタンクが設置されている場合 

 

 

 

 

   （ｲ） タンク室に複数のタンクが設置され、各タンクが隔壁により仕切られて

いる場合 

 

 

 

第８－６図 点検できる措置の例 

点検できる措置（プラグ止め） 

二重配管 

ポンプ 

プロテクター 

Ａ Ｂ Ｃ 



 

 

＊ Ａ、Ｂ、Ｃそれぞれを１の地下タンク貯蔵所として、プログラムに入力す

る。 

 

 

   イ 適用できない地下タンク貯蔵所の構造 

 タンク室に複数のタンクが設置され、各タンクが隔壁により仕切られてい

ない場合 

 

 

 

 

＊ タンク個々の構造については計算可能であるが、タンク室の構造について

は対応していない。 

 

 (2) タンク室に作用する荷重及び発生する応力については、次により算出すること

ができる。 

 （なお、当該算出方法は地下タンク等構造計算プログラムに採用しているもの

である。） 

   ア 作用する荷重 

   （ｱ） 主荷重 

     ａ 固定荷重（タンク室の自重、地下貯蔵タンク及びその附属設備の自重） 

       Ｗ１：固定荷重〔単位 Ｎ〕 

 

     ｂ 液荷重（貯蔵する危険物の重量） 

       Ｗ２＝ｖ１・Ｖ 

        Ｗ２：液比重〔単位 Ｎ〕 

        ｖ１：液体の危険物の比重量〔単位 Ｎ／㎜３〕 

        Ｖ ：タンク容量〔単位 ㎜３〕 

 

     ｃ 土圧 

       Ｐ３＝KA・ｖ３・ｈ３ 

        Ｐ３：土圧〔単位 ／㎜２〕 

        ＫＡ：静止土圧係数〔単位 －〕 

        ｖ３：土の比重量〔単位 Ｎ／㎜３〕 

        ｈ３：地盤面下の深さ〔単位 ㎜〕 



 

 

     ｄ 水圧 

       Ｐ４＝ｖ４・ｈ４ 

        Ｐ４：水圧〔単位 Ｎ／㎜２〕 

        ｖ４：水の比重量〔単位 Ｎ／㎜３〕 

        ｈ４：地盤面下の深さ〔単位 ㎜〕 

 

   （ｲ） 従荷重 

     ａ 上載荷重 

 上載荷重は、原則として、想定される最大重量の車両荷重とする。（250k

Ｎの車両の場合、後輪片側で 100kＮを考慮する。） 

     ｂ 地震の影響 

 地震の影響は、地震時土圧について検討する。 

       Ｐ５＝ＫE・ｖ４・ｈ４ 

        Ｐ５：土圧〔単位 Ｎ／㎜２〕 

        ＫE：静止土圧係数〔単位 －〕 

 

 

 

 

 

 

         φ：周辺地盤の内部摩擦角〔単位 度〕 

         θ：地震時合成角〔単位 度〕 

 

          θ＝tan-１Ｋｈ 

       ｖ４：土の比重量〔単位 Ｎ／㎜３〕 

       ｈ４：地盤面下の深さ〔単位 ㎜〕 

       Kｈ：設計水平震度 

   イ 発生応力 

 発生応力は荷重の形態、支持方法及び形状に応じ、算定された断面力（曲げ

モーメント、軸力及びせん断力）の最大値について算出すること。この場合に

おいて、支持方法として上部がふたを有する構造では、ふたの部分を単純ばり

又は版とみなし、側部と底部が一体となる部分では、側板を片持ばり、底部を

両端固定ばりとみなして断面力を算定して差し支えないこと。 

 (3) 建物の下部にタンク室を設ける場合は、当該建築物の最下部のスラブを当該タ
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ンク室のふたとすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) タンク底部の基礎台と側壁との間には、すき間を設けるか、又は連通管を基礎

台に設ける等によりタンクからの危険物の漏えいを有効に検知することが可能

な構造とすること 

 （第８－８図参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5) タンク室に設けるタンクについてもバンドで基礎台に固定するように指導する。 

 (6) タンク室の乾燥砂は、次によること。 

 人工軽量砂は、乾燥砂と同等以上の効果を有するものとして乾燥砂に替えて用

いることができるものであること。 

 (7) タンク室に設けられた複数のタンクが隔壁（当該タンク室の壁と同等以上の性

能を有しているものに限る。）で隔てられたものについては、危政令第１３条第１

第８－７図  

第８－８図  
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（地下 3階）  

連通管  

点検に必要な空

間 

を有す室  



 

項第４号のタンク離隔距離の規定を適用しないことができる。 

 

１４ タンク室の防水措置 

 鉄筋コンクリート造のタンク室に係る防水措置については、次による。 

 (1) タンク室の防水措置は次によるものとするが、アの水密コンクリートによる防

水性能は施工状況に左右されることから、努めてイの防水措置を併用するよう指

導する。 

   ア タンク室の躯体を水密コンクリートとするもの 

 危省令第２４条第１号に規定する水密コンクリートとは、水セメント比（水

の重量÷セメントの重量×100）を 55％以下とする。 

 なお、コンクリート材料及び配合、打込み、締固め、養生等の施工管理を徹

底し、水密コンクリートとしての水密性が確保されるよう指導する。 

   イ 水密コンクリートと同等以上の水密性を有する材料によるもの 

 危省令第２４条第１号に規定する水密コンクリートと同等以上の水密性を

有する材料については、日本建築学会「建築工事標準仕様書・同解説（JASS 8 

防水工事）」（以下「JASS 8」という。）に定める仕様等により施工される次の防

水工事によるものとする。 

   （ｱ） 次のメンブレン防水工事で、地下外壁外部側、水槽類、プールに適用す

るもの 

     ａ アスファルト防水工事 

     ｂ 改質アスファルトシート防水工事（トーチ工法） 

     ｃ シート防水工事 

     ｄ 塗膜防水工事 

   （ｲ） ケイ酸質系塗布防水工事 

 (2) 危省令第２４条第２号に規定するタンク室の目地等の部分、基礎と側壁及び側

壁とふたとの接合部分の措置は、次によるものとする。 

   ア 鋼製、合成樹脂及び水膨張のゴム製止水板によるもの 

   イ JASS 8 に定める仕様等によるシーリング工事で、次の性能を有するゴム系

又はシリコン系のシーリング材により施工するもの 

   （ｱ） 振動等による変形追従性能 

   （ｲ） 危険物により劣化しない性能 

   （ｳ） 長期耐久性能 

   ウ 前(1)イによる防水工事が目地等の部分及び接合部分に及ぶもの 

 (3) タンク室の防水措置については、目視による施工状況の確認を行うものとする。 

 (4) 乾燥砂を充てんする際は、タンク室内に地下水等の浸入がないことを確認する

ものとする。 



 

 (5) タンク室のふたの下部（乾燥砂と接する部分）には、ルーフィング等により、

ふた施工時におけるコンクリートの水分が乾燥砂に浸透しない措置を講ずるもの

とする。 

 

１５ 二重殻タンク 

 (1) 鋼製二重殻タンク（ＳＳ二重殻タンク） 

 ＳＳ二重殻タンクとは、地下貯蔵タンクに鋼板を間げきを有するように取り付

け、かつ、危険物の漏れを常時検知するための設備を設けたものをいう。 

  ア ＳＳ二重殻タンクの構造 

   （ｱ） ＳＳ二重殻タンクは、危険物を貯蔵する内殻タンクと漏えい検知液を封

入するための外殻タンクを有すること。 

   （ｲ） ＳＳ二重殻タンクのタンク板は、外殻及び内殻とも JIS G 3101 一般構

造用圧延鋼材、又はこれと同等以上の材質のものとすること。 

   （ｳ） 内殻タンクと外殻タンクは、３㎜の間隔を保持するため、間隔保持材（以

下「スペーサー」という。）を円周に設置すること。 

   （ｴ） タンク上部の空気抜き口は、危政令第１３条第１項第１０号で規定され

た配管の基準を準用すること。 

   イ タンクの間げきに設けるスペーサーの取付 

   （ｱ） 材質は、原則として内殻タンク板と同等材とすること。 

   （ｲ） スペーサーと内殻タンク板との溶接は、全周すみ肉溶接又は部分溶接とす

ること。 

 なお、部分溶接とする場合は、一辺の溶接ビードは 25 ㎜以上とするこ

と。 

   （ｳ） スペーサーを取り付ける場合は、内殻タンク板に完全に密着させるもの

とし、溶接線をまたぐことのないように配置すること。 

   ウ ＳＳ二重殻タンクの配管等接続部の損傷防止措置 

 ＳＳ二重殻タンクには、地震時にタンクと配管が個々に影響を受けること

から、配管の接続部の損傷を防止するため、次の補強を指導する。 

   （ｱ） タンクと配管ノズルの接続部は、損傷を防止するためにタンクの材質と

同等の補強材を取り付けること。 

   （ｲ） 配管ノズル部のタンクプロテクターは、板厚 3.2 ㎜以上とし、タンク本

体又はマンホールに全周溶接すること。 

   エ 漏えい検知装置 

   （ｱ） 漏えい検知装置の容器の材質は、金属又は合成樹脂製とし、耐候性を有す

るものとすること。 

   （ｲ） 漏えい検知装置の容器の大きさは、漏えい検知液を７Ｌ以上収容できる大



 

きさのものとすること。 

   （ｳ） 漏えい検知装置の容器は、ＳＳ二重殻タンク本体の頂部から容器下部まで

の高さが２ｍ以上となるよう設置すること。 

   （ｴ） タンクと漏えい検知装置とを接続する管は、可撓性のある樹脂チューブと

することができるが、地中埋設部にあっては土圧等を考慮し金属管又はこ

れと同等以上の強度を有する保護管に収納すること。 

   （ｵ） 漏えい検知装置は、販売室、事務室、控室、その他容器内の漏えい検知

液の異常の有無を従業員等が、容易に監視できる場所に設置すること。 

 ただし、従業員等が常時いる場所に漏えい検知装置の異常の有無を知ら

せる警報装置及び漏えい検知装置が正常に作動していることを確認できる

装置が設けられている場合にあっては、漏えい検知装置を販売室、事務室

等以外の整備室、雑品庫内に設けることができる。 

   オ 漏えい検知液 

 漏えい検知液はエチレングリコールを水で希釈したものとし、エチレングリ

コールを 30％以下とした濃度のものを使用すること。 

 (2) 鋼製強化プラスチック製二重殻タンク（ＳＦ二重殻タンク） 

 ＳＦ二重殻タンクとは、鋼製の地下貯蔵タンクの外面に厚さ２㎜以上の、ガラ

ス繊維等を強化材とした強化プラスチック（以下「強化プラスチック」という。）

を間げきを有するように被覆し、かつ、危険物の漏れを常時検知するための設備

（以下「漏えい検知設備」という。）を設けたものをいう。 

   ア ＳＦ二重殻タンクの構造 

       鋼製の地下貯蔵タンクの底部から危険物の最高液面を超える部分までの外

面に強化プラスチックを微小な間げき（0.1㎜程度。以下「検知層」という。）

を有するように被覆すること。 

   イ 強化プラスチックの材料等 

   （ｱ） 樹脂は、イソフタル酸系不飽和ポリエステル樹脂、ビスフェノール系不

飽和ポリエステル樹脂、ビニルエステル樹脂又はエポキシ樹脂とすること。 

   （ｲ） ガラス繊維等は、ガラスチョップドストランドマット（JIS R 3411）、ガ

ラスロービング（JIS R 3412）、処理ガラスクロス（JIS R 3416）又はガラ

スロービングクロス（JIS R 3417）とすること。 

   （ｳ） 強化プラスチックに含有されるガラス繊維等の量は、強化プラスチック

の重量の 30％程度とすること。 

   （ｴ） 地下貯蔵タンクに被覆した強化プラスチックの強度的特性は、「構造用ガ

ラス繊維強化プラスチック」（JIS K 7011）第Ⅰ類第 1種（ＧＬ－５）相当

であること。 

   （ｵ） 強化プラスチックに充てん材、着色材等を使用する場合にあっては、樹



 

脂及び強化材の品質に影響を与えないものであること。 

   ウ 漏えい検知設備の構造等 

 漏えい検知設備は、地下貯蔵タンク（内殻タンク）の損傷により検知層に危

険物が漏れた場合又は強化プラスチック（外殻タンク）が損傷し、検知層に地

下水等が浸入した場合に、地下貯蔵タンクの上部から下部までに貫通するよ

うに設置された検知管内に設けられたセンサーが漏えい危険物や地下水等の

液面を検知し、警報を発する装置により構成されたものであること。 

   （ｱ） 検知管 

     ａ 検知管は、地下貯蔵タンクの上部から底部まで貫通させ、検知層に接続

すること。 

     ｂ 検知管は、検知層に漏れた危険物及び浸入した地下水（以下「漏れた危

険物等」という。）を有効に検知できる位置に設けること。 

     ｃ 検知管は、直径 100㎜程度の鋼製の管とし、その内部にはさびどめ塗装

をすること。 

     ｄ 検知管の底部には、穴あき鋼板を設けること。 

     ｅ 検知管の上部には、ふたを設けるとともに、検知層の気密試験を行うた

めの器具が接続できる構造とすること。 

     ｆ 検知管は、センサーの点検、交換等が容易に行える構造とすること。 

   （ｲ） センサー等 

     ａ 検知層に漏れた危険物等を検知するためのセンサーは、液体フロートセ

ンサー又は液面計とし、検知管内に漏れた危険物等が概ね３㎝となった

場合に検知できる性能を有するものであること。 

     ｂ 漏えい検知設備は、センサーが漏れた危険物等を検知した場合に、警報

を発するとともに当該警報信号が容易にリセットできない構造とするこ

と。 

 なお、複数のＳＦ二重殻タンクを監視する装置にあっては、警報を発し

たセンサーがいずれかのＳＦ二重殻タンクであるかが特定できるもので

あること。 

   エ 強化プラスチックによるタンクの被覆方法等 

   （ｱ） 地下貯蔵タンクに強化プラスチックを被覆する方法は、ハンドレイアッ

プ成形法、スプレイアップ成形法、成形シート貼り法又はフィラメントワ

イディング法等によるものとし、均一に施工できるものとすること。 

   （ｲ） 強化プラスチックを被覆する前の地下貯蔵タンクの外面は、被覆する強

化プラスチック等に悪影響を与えないように、平滑に仕上げること。 

 

（注）「平滑に仕上げる」とは、溶接部のスパッタ（溶接中に飛散するス



 

ラグ及び金属粒）を除去するとともに、余盛高さを１㎜程度にす

ることをいう（第８－９図参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （ｳ） 地下貯蔵タンクの底部から危険物の最高液面を超える部分までに設ける

検知層は、地下貯蔵タンクと強化プラスチックの間に、プラスチックが固化

する場合に発生する熱等により、ゆがみ、しわ等が生じにしにくい塩化ビニ

リデン系のシート又は熱の影響を受けにくい材料で造られたスペーサーネ

ット等を挿入して造ること。 

 なお、成形シート貼り法による場合には、成形シートの接合部を除き、シ

ート、スペーサーネット等は必要ないものであること。 

   （ｴ） 地下貯蔵タンクに吊り下げ金具等を取り付ける場合にあっては、検知層

が設けられていない部分に取り付けること。 

   （ｵ） ＳＦ二重殻タンクの外面が接触する基礎台、固定バンド等の部分には、緩

衝材（厚さ 10 ㎜程度のゴム製シート等）を挟み込み、接触面の保護をする

こと（第８－１０図参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８－９図 スパッタ等の例 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   オ その他 

 危険物保安技術協会で実施したＳＦ二重殻タンクの被覆等及び漏えい検知

装置の構造、機能等に係る試験確認の適合品は、技術上の基準に適合してい

るものとする。 

 (3) 強化プラスチック製二重殻タンク（ＦＦ二重殻タンク） 

 ＦＦ二重殻タンクとは、強化プラスチックで造った地下貯蔵タンクに強化プラ

スチックを間げきを有するように被覆し、かつ、危険物の漏れを常時検知するた

めの設備（以下「漏えい検知設備」という。）を設けたものをいう。 

   ア ＦＦ二重殻タンクの構造等 

   （ｱ） ＦＦ二重殻タンクは、地下貯蔵タンク及び当該地下貯蔵タンクに被覆さ

れた強化プラスチック（以下「外殻」という。）が一体となってＦＦ二重殻

タンクに作用する荷重に対して安全な構造を有するものであること。 

 また、危省令第２４条の２の４に定める安全な構造については、内圧試

験及び外圧試験により確認されるものであること。 

 なお、ＦＦ二重殻タンクを地盤面下に埋設した場合に当該タンクに作用

する土圧、内圧等の荷重に対し安全な構造とするうえでの地下貯蔵タンク

及び外殻の役割としては、次のものがあること。 

     ａ 土圧等による外圧及び貯蔵液圧等による内圧に対して外殻及び地下貯

蔵タンクの双方で荷重を分担するもの。 

     ｂ 土圧等の外圧に対しては外殻で、貯蔵液圧等による内圧に対しては地下

貯蔵タンクでそれぞれ荷重を分担するもの。 

   （ｲ） ＦＦ二重殻タンクに設けられた間げき（以下「検知層」という。）は、土

圧等による地下貯蔵タンクと外殻の接触等により検知機能が影響を受けな

第８－１０図 接触面の保護措置の例 



 

いものとすること。 

   （ｳ） 強化プラスチックの材料のうちガラス繊維等については、危省令第２４

条の２の２第３項第２号ロに定めるものの複数の組み合せによることがで

きる。 

   （ｴ） 強化プラスチックに充てん材、着色材、安定剤、可塑剤、硬化剤、促進剤

等を使用する場合にあっては、樹脂及び強化材の品質に影響を与えないも

のであること。 

   （ｵ） ＦＦ二重殻タンクの埋設にあっては、１７「砕石基礎による埋設方法」

によるものであること。 

   （ｶ） ノズル、マンホール等の取付部は、タンク本体と同等以上の強度を有す

るものであること。 

   イ 漏えい検知設備の構造等 

   （ｱ） 検知液による漏えい検知設備を用いる場合にあっては、ＳＳ二重殻タン

クの漏えい検知装置の例によること。この場合において、地下貯蔵タンク

及び外殻の強化プラスチックに用いる樹脂は、検知液に侵されないものと

すること。 

   （ｲ） 検知管を設ける場合の漏えい検知設備にあっては、ＳＦ二重殻タンクの

漏えい検知設備の例によること。 

   ウ ＦＦ二重殻タンクの被覆 

 強化プラスチックを被覆する方法は、ハンドレイアップ成形法、スプレイア

ップ成形法、成型シート貼り法、フィラメントワイディング法等いずれか又は

これらの組み合せによることができるが、均一に施工されていること。 

   エ その他 

 危険物保安技術協会で実施したＦＦ二重殻タンクの被覆等及び漏えい検知

装置の構造、機能等に係る試験確認の適合品は、技術上の基準に適合している

ものとする。 

 (4) タンク室省略方式（第四類の危険物を貯蔵する二重殻タンクに限る） 

   ア ふたの大きさ 

 危政令第１３条第２項第２号イに規定する「二重殻タンクがその水平投影

の縦及び横よりそれぞれ 0.6ｍ以上大きく」とは、上から見て、ふたが二重殻

タンクの水平投影より 0.3ｍ以上両側にはみ出す形をいうものであること。 

   イ 支柱 

 危政令第１３条第２項第２号ロに規定する「ふたにかかる重量が直接当該

二重殻タンクにかからない構造」とは、原則としては鉄筋コンクリート造の支

柱又は鉄筋コンクリート管（以下「ヒューム管」という。）を用いた支柱によ

ってふたを支える方法とし、その構造については、次によること。 



 

   （ｱ） 鉄筋コンクリート造の支柱は、帯鉄筋又は螺旋鉄筋柱とすること。 

     ａ 帯鉄筋柱の最小横寸法は 20㎝以上とすること（第８－１１図参照）。 

     ｂ 軸方向鉄筋の直径は 12㎜以上で、その数は４本以上とすること。 

     ｃ 帯鉄筋の直径は６㎜以上で、その間隔は柱の最小横寸法、軸方向鉄筋の

直径 12 倍又は帯鉄筋の直径の 48 倍のうち、その値の最も小さな値以下

とすること（第８－１２図参照）。 

     ｄ 軸方向鉄筋は、基礎及びふたの鉄筋と連結すること。 

     ｅ コンクリートが支柱の下部まで充てんされ、空洞が無いことを確認する

ため、コ 

      ンクリート充てん後に、型枠を外せる工法（ボイドチューブ等）を指導す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （ｲ） ヒューム管を用いた支柱は、その外径を 20㎝以上とし、その空洞部には、

基礎及びふたの鉄筋と連結した直径９㎜以上の鉄筋を４本以上入れ、コン

クリートを充てんすること。 

   ウ タンクの基礎等 

 危政令第１３条第２項第２号ハに規定する「堅固な基礎の上に固定」とは、

次によること。 

   （ｱ） タンクの基礎 

        厚さ 20 ㎝以上の鉄筋コンクリート（鉄筋は直径９㎜以上のものを適宜

の間隔で入れること。）とし、当該鉄筋に固定バンド用のアンカーボルトを

連結すること。 

   （ｲ） タンク基礎台部分にも鉄筋を入れるものとし、当該鉄筋を前（ｱ）に掲げ

第８－１１図 支柱横断面 第８－１２図 支柱縦断面 



 

る鉄筋と連結すること。 

   エ タンクの固定 

 第８－１３図に示すものを標準とし、許可申請に際しては浮力計算書を確認

すること。 

 なお、外殻図の間隙部分も浮力計算に算入すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１６ 危険物の漏れ防止構造 

 危政令第１３条第３項に規定する危険物の漏れを防止することができる構造は

次によること。 

 (1) 被覆コンクリート、タンク上部のふた等については、被覆コンクリート、上部

スラブ等に作用する荷重に対して、各部分が許容応力を超えないものであること

が強度計算等により確認されたものであるので、設置又は変更許可申請書に強度

計算書等の書類の添付を要しない。 

 (2) タンクを設置する地盤は、タンク等の荷重に対する十分な支持力を有するとと

もに、沈下及び液状化に対し安全なものであること。 

 (3) 止水板 

 止水板については、タンク室に設ける場合と同様に設けること。 

 

１７ 砕石基礎による埋設方法 

 対象とする地下貯蔵タンクは、容量が 50kL（直径が 2,700 ㎜）までの円筒横置

型であること。 

 なお、地下貯蔵タンクをタンク室に設置する場合の施工に際しても準用が可能

であること。 

 (1) 堅固な基礎の構成 

 砕石基礎は、以下に記す基礎スラブ、砕石床、支持砕石、充てん砕石、埋め戻し

部及び固定バンドにより構成されるものであること（第８－１４図参照）。 

   ア 基礎スラブは、最下層に位置し上部の載積荷重と浮力に抗するものであり、

第８－１３図 タンクの固定方法 



 

平面寸法はタンクの水平投影に支柱及びタンク固定バンド用アンカーを設置

するために必要な幅を加えた大きさ以上とし、かつ、300㎜以上の厚さ若しく

は日本建築学会編「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（1999改正）」に

基づく計算によって求める厚さを有する鉄筋コンクリート造とすること。 

   イ 砕石床は、基礎スラブ上でタンク下部に局部的応力が発生しないよう直接タ

ンクの荷重等を支持するものであり、６号砕石等（JIS A 5001 道路用砕石に

示される単粒度砕石で呼び名が S-13（６号）又は 3～20 ㎜の砕石（砂利を含

む。）をいう。以下同じ。）又はクラッシャラン（JIS A 5001 道路用砕石に示

されるクラッシャランで呼び名が C-30又は C-20のものをいう。以下同じ。）

を使用するものであること。 

 また、ゴム板又は発泡材（タンク外面の形状に成形された発泡材で耐油性と

したものをいう。以下同じ。）をもって代えることも可能であること。 

 なお、砕石床としてのゴム板は、タンク下面の胴部がゴム板と連続的に接し

ているものに限られることから、外殻側に強め輪を有する強化プラスチック製

二重殻タンクには、使用できないものであること（第８－１５図、第８－１６

図参照）。 

 砕石床材料ごとの寸法等については第８－２表、第８－３表によること。 

 

 

 

 

 

砕石床材料 長さ 
寸法 

備考 
幅 厚さ 

６号砕石等 掘削抗全面 掘削抗全面 200㎜以上  

クラッシャ

ラン 

基礎スラブ

長さ 

基礎スラブ

幅 

100㎜以上  

ゴム板 タンクの胴

長以上 

400㎜以上 10㎜以上 JIS K 6253「加硫ゴム及び

熱可塑性ゴムの硬さ試験方

法」により求められるデュ

ロメータ硬さＡ60 以上で

あること（タンク下面の胴

部がゴム板と連続的に接し

ているものに限る。）。 

発泡材 タンクの胴

長以上 

支持角度 50

度以上にタ

最小部 50

㎜以上 

JIS K 7222「硬質発泡プラ

スチックの密度測定方法」

第８－２表 砕石床の寸法等 



 

ンク外面に

成形した形

の幅 

により求められる発泡材の

密度は、タンクの支持角度

に応じ、次の表による密度

以上とすること。 

 

 

 

タンク支持角度範囲 

（度以上～度未満） 

50～60 60～70 70～80 80～90 90～100 100～ 

適用可能な最低密度 

（kg／ｍ３） 

27以上 25以上 23以上 20以上 17 以上 15以上 

 

   ウ 支持砕石は、砕石床上に据え付けたタンクの施工時の移動、回転の防止のた

め充てん砕石の施工に先立って行うものであり、６号砕石等又はクラッシャラ

ンをタンク下部にタンク中心から 60 度（時計で例えると５時から７時まで）

以上の範囲まで充てんすること。ただし、砕石床として発泡材を設置した場合

及びタンク据え付け後直ちに固定バンドを緊結した場合は、省略できるもので

あること。 

   エ 充てん砕石は、設置後のタンクの移動、回転を防止するため、タンクを固定、

保持するものであり、６号砕石等、クラシャラン又は山砂を砕石床からタンク

外径の 1/4 以上の高さまで充てんすること。 

   オ 埋め戻し部は、充てん砕石より上部の埋め戻しであり、土圧等の影響を一定

とするため、６号砕石等、クラシャラン又は山砂により均一に埋め戻すこと。 

   カ 固定バンドは、タンクの浮力等の影響によるタンクの浮上、回転等の防止の

ため、基礎スラブ及び砕石床に対して概ね 80～90度の角度となるよう設ける

こと。 

 (2) その他の留意すべき事項 

   ア ふた上部の荷重がタンク本体にかからないようにするため、ふた、支柱及び

基礎スラブを一体の構造となるよう配筋等に留意するものであること。 

   イ 砕石床、支持砕石、充てん砕石及び埋め戻し部に用いる砕石等は、種類の異

なった材料を混在して使用できないものであること。 

 

 

 

 

 

第８－３表 発泡材のタンク支持角度と密度の関係 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８－１４－１図 砕石床施工図 

第８－１４－２図 支持砕石施工図 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８－１４－３図 充てん砕石施工図 

第８－１５－１図 砕石床施工図 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

砕石床が発泡材の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８－１５－２図 充てん砕石施工図 

第８－１６－１図 砕石床施工図 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

１８ 内面ライニング 

 (1) 内面ライニングの施工に関する事項 

 ガソリン、灯油、軽油、重油又は廃油を貯蔵し、又は取り扱う鋼製の地下貯蔵

タンク内面に防食措置（以下「内面ライニング」という。）を行う場合は、次によ

り指導する。 

   ア タンクの健全性 

 内面ライニング施工時において、タンクの板厚が 3.2㎜以上であり、かつ、

気密試験で異常がないものであること。 

   イ ライニング材 

 ライニングの材質は、危省令第２４条の２の３に定めるものであるととも

に、耐油性及び鋼板との接着性を有しているものであること。 

   ウ 施工範囲 

 内面ライニングの施工範囲はタンク内部全面とするものであること。 

   エ ライニング厚さ等 

 ライニングの厚さは 2.0㎜以上とし、ピンホール等がないものであること。 

 

１９ 流出防止対策について 

 １ 地下貯蔵タンクの流出防止対策に係る事項 

(1)  腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク等の要件に関する事項 

  対象となる地下貯蔵タンクに係る設置年数、塗覆装の種類及び設計板厚の定義

は、次のとおりとする。 

ア 設置年数は、当該地下貯蔵タンクの設置時の許可に係る完成検査済証の交付

年月日を 

起算日とした年数をいうこと。 

   イ 塗覆装の種類は、危告示第４条の４８第１項に掲げる外面の保護の方法をい

うこと。 

   ウ 設計板厚は、当該地下貯蔵タンクの設置時の板厚をいい、設置又は変更の許

可の申請における添付書類に記載された数値で確認すること。 

第８－１６－２図 充てん砕石施工図 



 

(2)  腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンクに講ずべき措置に関する事項 

 腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンクは次表に掲げるものであり、内面の腐

食を防止するためのコーティング（以下「コーティング」という。）は２に掲げ

る事項に基づき、適切に講じること。 

 

設置年数 塗覆装の種類 設計板厚 

５０年以上のもの 

アスファルト 

（危告示第４条の４８第１項第２号に定

めるもの。以下同じ。） 

全ての設計板

厚 

モルタル 

（危告示第４条の４８第１項第１号に定

めるもの。以下同じ。） 

８．０mm未満 

エポキシ樹脂又はタールエポキシ樹脂 

（危告示第４条の４８第１項第３号に定

めるもの。以下同じ。） 

６．０mm未満 

強化プラスチック 

（危告示第４条の４８第１項第４号に定

めるもの。以下同じ。） 

４．５mm未満 

４０年以上５０年未

満のもの 
アスファルト ４．５mm未満 

(3)  腐食のおそれが高い地下貯蔵タンクに講ずべき措置に関する事項 

 腐食のおそれが高い地下貯蔵タンクは次表に掲げるものであり、地下貯蔵タン

クからの危険物の微少な漏れを検知するための設備として、例えば高精度液面計

など高い精度でタンクの液面を管理することができる機器を設置すること。 

設置年数 塗覆装の種類 設計板厚 

５０年以上のもの 

モルタル ８．０mm以上 

エポキシ樹脂又はタールエポキシ樹脂 ６．０mm以上 

強化プラスチック 
４．５mm以上 

１２．０mm未満 

 

４０年以上５０年未

満のもの 

アスファルト ４．５mm以上 

モルタル ６．０mm未満 

エポキシ樹脂又はタールエポキシ樹脂 ４．５mm未満 

強化プラスチック ４．５mm未満 

３０年以上４０年未

満のもの 

アスファルト ６．０mm未満 

モルタル ４．５mm未満 

２０年以上３０年未 アスファルト ４．５mm未満 



 

満のもの 

 

２ 鋼製地下タンクの内面保護に係るコーティングの施工に関する指針 

(1)  コーティングに関する事項 

ア コーティングの施工に関する事項 

(ｱ)  施工方法 

ａ 地下貯蔵タンク内面の処理 

（a） 地下貯蔵タンク内面のクリーニング及び素地調整を行うこと。 

（b） 素地調整は、「橋梁塗装設計施工要領（首都高速道路株式会社）」に規

定する素地調整２種類以上とすること。 

ｂ 板厚の測定 

  ５０㎠平方につき３点以上測定した場合において、鋼板の板厚が３．２

mm 以上であることを確認すること。ただし３．２mm 未満の値が測定され

た部分がある場合には、(5)により対応することで差し支えないこと。 

ｃ コーティングの成形 

（a） コーティングに用いる樹脂及び強化材は、当該地下貯蔵タンクにおい

て貯蔵し、又は取り扱う危険物に対して劣化のおそれのないものとする

こと。 

（b） コーティングに用いる樹脂及び強化材は、必要とされる品質が維持さ

れたものであること。 

（c） コーティングの厚さは、２mm以上とすること。 

（d） 成型方法は、ハンドレイアップ法、紫外線硬化樹脂貼付法その他の適

切な方法とすること。 

ｄ 成形後のコーティングの確認 

  成形後のコーティングについて次のとおり確認すること。 

（a） 施工状況 

気泡、不純物の混入等の施工不良がないことを目視で確認すること。 

（b） 厚さ 

膜厚計によりコーティングの厚さが設計値以上であることを確認す

ること。 

（c） ピンホールの有無 

ピンホールテスターにより、ピンホールが無いことを確認すること。 

(ｲ)  その他 

ａ 工事中の安全対策 

          コーティングの施工は、地下貯蔵タンクの内部の密閉空間において作

業等を行うものであることから、可燃性蒸気の除去等火災や労働災害等



 

の発生を防止するための措置を講ずること。 

       ｂ 作業者の知識及び技能 

         職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）に基づく「二級強化

プラスチック成形技能士（手積み積層成形作業）」又はこれと同等以上

の知識及び技能を有する者がコーティングの成形及び確認を行うこと。 

       ｃ マニュアルの整備 

(ｱ)から(ｲ)、ｂまでの事項を確実に実施するため、施工者は、次に掲

げる事項につき、それぞれに定める基準に適合するマニュアルを整備し

ておくこと。 

      （a） コーティングの施工方法  (ｱ)に適合すること。 

      （b） 工事中の安全対策  (ｲ)、ａに適合すること。 

      （c） 作業者の知識及び技能  (ｲ)、ｂに適合すること。 

ｄ 液面計の設置 

  地下貯蔵タンクの内面に施工されたコーティングを損傷させないよう

にするため、危政令第１３条第１項第８号の２に規定する危険物の量を自

動的に表示する装置を設けること。 

(ｳ)  完成検査前検査 

 マンホールの取付けを行う場合については、完成検査前検査が必要であ

ること。この場合、水圧試験に代えて、危告示第７１条第１項第１号に規

定するガス加圧法として差し支えないこと。 

   イ コーティングの維持管理に関する事項 

     コーティングを施工したすべての地下貯蔵タンクについて、施工した日から

１０年を超えない日までの間に１回以上タンクを開放し、次に掲げる事項を確

認すること。 

(ｱ)  コーティングに歪み、ふくれ、亀裂、損傷、孔等の以上がないこと。 

(ｲ)  ア、(ｱ)、ｂに規定する方法により測定した地下貯蔵タンクの板厚が３．

２mm 以上であること又は危省令第２３条に規定する基準に適合している

こと。ただし、次のａ又はｂにより確認している場合については、確認を

要さないものとして差し支えないこと。 

ａ コーティング施工にあわせて地下貯蔵タンク及びこれに接続されて

いる地下配管に危告示第４条に規定する方法により電気防食措置を講

じ、防食電圧及び電流を定期的に確認している場合 

ｂ 地下貯蔵タンクの対地電位を１年に１回以上測定しており、この電位

がマイナス５００ｍＶ以下であることを確認している場合 

(2)  減肉又はせん孔が発見された鋼製一重殻地下貯蔵タンクの継続使用に関する

事項 



 

 以下の要件に適合する場合には、危政令第２３条を適用して、当該地下貯蔵タ

ンクを継続使用することを認めて差し支えないものであること。 

ア 地下貯蔵タンクからの危険物の流出が確認されていないこと。 

     なお、確認方法については、例えば、漏れの点検及び漏えい検査管による点

検の結果により異常がないことが挙げられる。 

   イ 減肉又はせん孔の個数と大きさは「地下タンクの内面ライニング及び定期点

検」（ＡＰＩ（米国石油協会）標準規格１６３１）を参考として、次のいずれ

かを満たすこと。この場合において、減肉の大きさは、板厚が３．２mm未満の

部分の大きさとし、せん孔の大きさは、せん孔部周囲を板厚が３．２mm以上保

持しているところまで削り取った大きさとする。 

(ｱ)  タンクに１箇所のみ減肉又はせん孔がある場合、減肉又はせん孔の直径

が３８mm以下であること。 

(ｲ)  タンクに複数の減肉又はせん孔がある場合、次のとおりとする。 

ａ ０．０９㎡あたりの数が５箇所以下であり、かつ、減肉又はせん孔の

直径が１２．７mm以下であること。 

ｂ ４６㎡あたりの数が２０箇所以下であり、かつ、減肉又はせん孔の直

径が１２．７mm以下であること。 

   ウ 減肉又はせん孔部分について次のとおり補修を行う。 

(ｱ)  地下貯蔵タンク内面の処理については、クリーニング後、「橋梁塗装設計

施工要領」（平成１８年４月首都高速道路株式会社）に示されている素地調

整第１種相当となるように行うこと。 

(ｲ)  せん孔部分については、板厚が３．２mm 以上保持しているところまで削

り取り、防水セメント又は金属パテで孔及び削り取った部分を埋める。 

(ｳ)  次に示すＦＲＰを減肉又はせん孔部位から全方向に１５０mm 以上被覆し、

厚さが２mm以上になるよう積層すること。 

ａ ＦＲＰは次表の樹脂及び強化材から造ること。 

樹 脂 JIS K 6919「繊維強化プラスチック用液状不飽和ポリエステ

ル樹脂」（ＵＰ－ＣＭ、ＵＰ－ＣＥ又はＵＰ－ＣＥＥに係る

規定に限る。）に適合する樹脂又はこれと同等以上の耐薬品

性を有するビニルエステル樹脂 

強化材 JIS R 3411「ガラスチョップドストランドマット」及び JIS 

R 3417「ガラスロービングクロス」に適合するガラス繊維 

ｂ ＦＲＰの引張強さの限界値及び空洞率の最大値は、JIS K 7011「構造

用ガラス繊維強化プラスチック」の「第Ⅰ類、２種、ＧＬ－１０」に適合

すること。 

ｃ ＦＲＰは、JIS K 7070「繊維強化プラスチックの耐薬品性試験方法」に



 

規定する耐薬品性試験において JISＫ７０１２「ガラス繊維強化プラスチ

ック製耐食貯槽」６．３に規定する事項に適合すること。この場合におい

て、試験液は、貯蔵し、又は取り扱う危険物にすること。 

   エ 補修後、(1)、アに基づきタンク内部全体に内面ライニングを実施する。 

      なお、完成検査前検査は、補修後から全体の内面ライニングを成形する前ま

での間に実施する必要がある。 

   オ 内面ライニング実施後、１０年以内に開放点検を行い、次の点について点検

すること。さらに、その後５年ごとに同様の点検を繰り返すこと。 

(ｱ)  内面ライニングに歪み、ふくれ、亀裂、損傷、孔等の以上がないこと。 

(ｲ)  減肉又はせん孔の個数及び大きさが、イに適合していること。 

(3)  コーティングに関する基準の運用上の留意事項 

ア 変更工事に係る取扱い 

     施工日前は、流出防止対策の措置期限前に限り、腐食のおそれが特に高い地

下貯蔵タンク等に該当しないものに対してＦＲＰ内面ライニングを実施する

場合、マンホールの取付け等の工事が必要な場合を除き、「資料の提出を要す

る軽微な変更」として取り扱うこと。 

     なお、工事終了時に危告示第４条の４８第３項に定める技術上の基準に適合

するか、必要に応じて確認を行うこと。 

   イ 作業者の知識及び技能の要件 

     地下貯蔵タンクの内面をコーティングする作業者は、職業能力開発促進法に

基づく「二級強化プラスチック成形技能士（手積み積層成形作業）」のほか、

これと同等の知識及び技能を有する者が成形及び確認を行うことが望ましい

とされているが、ＦＲＰ内面ライニングに関する協会が実施する、ＦＲＰ内面

ライニング施工に関する研修を修了した者は、二級強化プラスチック成形技能

士と同等の知識及び技能を有する者として扱って支障ないものとする。 

 ３ 強化プラスチック製二重殻タンクの内殻に用いる強化プラスチックの性能に係

る運用に係る事項 

(1)  強化プラスチック製二重殻タンクの内殻に用いる材質の耐薬品性能に関する

事項 

 強化プラスチック製二重殻タンクの内殻に用いる材質については、貯蔵し、又

は取り扱う危険物を試験液とし、二重殻タンクの内殻で危険物と接する部分に使

用される強化プラスチックを試験片としたアに示す耐薬品性試験において、イの

評価基準に適合していることがあらかじめ確認されていなければならないこと。 

ア 耐薬品性試験 

  「繊維強化プラスチックの耐薬品試験方法」（JIS K 7070）による浸せき試験 

イ 評価基準 



 

  「ガラス繊維強化プラスチック製耐食貯槽」（JIS K 7012）6.3に規定される

耐薬品性 

の評価基準に示されている外観変化、曲げ強さ及びバーコル硬さがそれぞれ次

のとおり 

であること。 

(ｱ)  外観変化 

 各浸せき期間後の外観変化は JIS K 7070 表 4に示す等級１、等級２に

該当する、又はこれより小さいこと。 

(ｲ)  曲げ強さ 

 １年間の浸せき期間後の曲げ強度の保持率が６０％以上であり、かつ、

１８０日から１年にかけての変化が急激でないこと。 

(ｳ)  バーコル硬さ 

 各浸せき期間後のぼバーコル硬さが、１５以上であること。 

(2)  その他 

 既設の強化プラスチック製二重殻タンクにおいて、自動車ガソリン、灯油、軽

油及び重油（一種に限る。）以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、設置

者等から法第１１条に基づく変更許可の申請又は法第１１条の４に基づく危険

物の品名変更の届出がなされた際に、当該タンクの内殻に使用される強化プラス

チックと同じ材質の強化プラスチックと判断できる試験片を用いた(1)、アに示

す耐薬品性能試験の結果を設置者等に提出させ、基準に適合していることを確認

すること。 

 ３ 特例の適用に関する事項 

(1)  地下貯蔵タンクからの危険物の微少な漏れを検知するための設備の設置に関

する特例 

 腐食のおそれが高い地下貯蔵タンクに該当するものに対しては、地下貯蔵タン

クからの危険物の微少な漏れを検知するための設備を設置するなどの措置を講

ずることとされているが、設置者等が、１日に１回以上の割合で、地下貯蔵タン

クへの受け入れ量、払出量及びタンク内の危険物の量を継続的に記録し、当該液

量の情報に基づき分析者（法人を含む。）が統計的手法を用いて分析を行うこと

により、直径 0.3mm 以下の開口部からの危険物の流出の有無を確認することを

実施している場合には、危政令第２３条を適用して、措置を講じたものとして認

めて差し支えないこと。 

(2)  休止した地下貯蔵タンクの流出防止対策の措置期限の延長 

 腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク又は腐食のおそれが高い地下貯蔵タ

ンクに該当する地下貯蔵タンクについて、コーティングを講ずること、電気防食

により保護すること又は地下貯蔵タンクからの危険物の微少な漏れを検知する



 

ための設備を設けることが必要となるが、当該タンクのうち危険物の貯蔵及び取

扱いを休止しているものにあっては、休止の間、危政令第２３条を適用して、当

該措置を講じないことを認めて差し支えないこと。 

 危険物の貯蔵及び取扱いが休止され、かつ、市町村長等が保安上支障ないと認

める要件は次のとおりとすること。 

(ｱ)  危険物が清掃等により完全に除去されていること。 

(ｲ)  危険物又は可燃性の蒸気が流入するおそれのある注入口又は配管に閉止

板を設置する等、誤って危険物が流入するおそれがないようにするための措

置が講じられていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

第９ 簡易タンク貯蔵所 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第９ 簡易タンク貯蔵所（危政令第１４条） 

 

 

１ 同一品質の危険物 

 危政令第１４条第２号に規定する「同一品質の危険物」には、法別表の品名が同じ

ものであっても品質の異なるものは含まれないこと。例えば、オクタン値の異なるガ

ソリンは、同一品質の危険物とはならないこと。したがって、普通ガソリンと高オク

タン価ガソリンをそれぞれ貯蔵する簡易貯蔵タンクは、一の簡易タンク貯蔵所に併

置することができる。 

 

２ 固定方法及び地盤面 

 (1) 危政令第１４条第４号に規定する「固定」には、車止め又はくさり等による方法

があること。 

 (2) 危政令第１４条第４号に規定する「地盤面」は、コンクリート等で舗装し、危

険物の浸透しない構造とするよう指導する。 

 

３ 通気管 

 危政令第１４条第８号に規定する通気管は、危省令第２０条第４項第２号により、

先端の高さは地上 1.5ｍ以上とされているが、簡易貯蔵タンク自体で高さに欠けるも

の、すなわち車輪から通気管先端までが 1.5ｍ未満のものにあっては、設置場所にコ

ンクリート台を設け、地上高 1.5ｍ以上とするなどの方法があること。 

 

４ 固定給油設備等を設けた簡易貯蔵タンクの扱い 

 簡易貯蔵タンクに固定給油設備等を設けて危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合には、

次によること。 

 (1) 貯蔵を主な目的とする場合は、貯蔵に伴う行為として給油業務及び詰替業務を

行うことができる。 

 (2) 簡易貯蔵タンクで、給油を主な目的とする場合は、1 日の給油量が指定数量未

満であっても給油取扱所として規制する。 

 なお、簡易貯蔵タンクにより自動車に給油する設備（自家用のもの）で、給油

の機会が少なく一日の給油量が指定数量未満のものについては、簡易タンク貯蔵

所として扱う。 

 (3) 簡易貯蔵タンクに設けた注油設備により、詰替え、小分け販売等の取扱いを主

な目的とする場合は、一般取扱所のタンクとして扱う。 

 


